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は
じ
め
に

著
者
は
す
で
に
﹁
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
よ
る
長
慶
天
皇
陵
の
調
査
︱
設
置
か
ら
﹃
伝
説
箇
所
﹄
の
審
議
ま
で
︱
﹂︵
成
城
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
﹃
日
本
常
民
文
化
紀
要
﹄
第
二
十
九
輯
︑
平
成
二
十
四
年
三
月
︶︵
以
下
前
稿
と
い
う
︶
を
著
し
︑
主
に

﹃
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
書
類
及
資
料
﹄(
)
に
拠
り
つ
つ
︑
昭
和
十
年
六
月
二
十
七
日
に
宮
内
大
臣
の
諮
問
機
関
と
し
て
臨
時
陵
墓
調

1

査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
︑
同
委
員
会
の
内
部
資
料
と
し
て
昭
和
十
一
年
四
月
﹁
長
慶
天
皇
御
陵
伝
説
箇
所
関
係
書
類
審
議
一

覧
一
﹂
が
成
っ
た
頃
ま
で
の
同
委
員
会
の
動
向
に
つ
い
て
述
べ
た
︒

前
稿
で
み
た
よ
う
に
︑
多
岐
に
わ
た
る
宮
内
大
臣
に
よ
る
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
へ
の
諮
問
事
項
の
中
で
も
︑
長
慶
天
皇
陵
の
治

定
を
仰
ぐ
べ
く
宮
内
大
臣
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
﹁
諮
問
﹂
に
対
す
る
﹁
答
申
﹂
の
作
成
へ
向
け
て
の
調
査
・
審
議
は
最
も
重
要
な
課

題
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
︑
そ
の
間
の
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
の
動
向
に
つ
い
て
本
稿
の
視
点
か
ら
改
め
て
捉
え
直
す
と
︑
お
よ
そ
以

下
に
述
べ
る
ふ
た
つ
の
方
向
性
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
が
採
用
し
た
長
慶
天
皇
陵
を

め
ぐ
る
調
査
・
審
議
の
方
向
性
は
︑
ひ
と
つ
に
は
︑
全
国
か
ら
宮
内
省
に
上
申
さ
れ
た
﹁
伝
説
箇
所
﹂
や
宮
内
省
自
ら
が
陵
墓
参
考

地
と
し
て
管
理
す
る
地
︵
相
馬
陵
墓
参
考
地
︹
青
森
県
中
津
軽
郡
︺
と
河
根
陵
墓
参
考
地
︹
和
歌
山
県
伊
都
郡
︺︶
を
通
じ
て
の
も

の
で
あ
り
︑
も
う
ひ
と
つ
に
は
︑
長
慶
天
皇
の
晩
年
や
そ
の
側
近
者
等
の
動
静
の
精
査
を
通
じ
て
の
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
前
者

に
つ
い
て
は
前
稿
で
み
た
通
り
で
あ
る
︒

な
お
︑
本
稿
が
主
な
史
料
と
し
て
依
拠
す
る
の
は
︑
前
稿
と
同
じ
﹃
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
書
類
及
資
料
﹄︵
七
冊
︶︵
以
下
︑
特

に
断
り
が
な
い
限
り
﹃
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
書
類
及
資
料
﹄
に
つ
い
て
は
こ
の
七
冊
本
を
い
う
︶
で
あ
る
︒
著
者
が
臨
時
陵
墓
調

査
委
員
会
を
め
ぐ
る
事
柄
に
つ
い
て
の
研
究
に
着
手
し
た
時
点
で
は
︑
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
つ
い
て
の
史
料
を
検
索
し
よ
う
と

す
る
に
は
︑
専
ら
﹁
歴
史
的
資
料
目
録
︵
陵
墓
課
保
管
分
︶
昭
和

年
︵
平
成

年
"
月
追
加
補
訂
︶﹂︵
書
陵
部
庁
舎
内
閲
覧
室
に
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備
え
付
け
の
も
の
を
情
報
開
示
の
手
続
き
を
経
て
複
写
を
入
手
︒
以
下
︑﹁
歴
史
的
資
料
目
録
﹂
と
い
う
︶
に
拠
っ
て
い
た
︵
た
だ

し
︑
本
稿
お
よ
び
前
稿
で
拠
っ
た
﹃
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
書
類
及
資
料
﹄︵
七
冊
︶
は
︑﹁
歴
史
的
資
料
目
録
﹂
で
は
﹁
臨
時
陵
墓

調
査
委
員
会
諮
問
書
類
﹂︵
七
冊
︶
と
あ
る
︶︒
も
っ
と
も
﹁
歴
史
的
資
料
目
録
﹂
に
は
︑
こ
の
他
に
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
関
す

る
資
料
と
し
て
同
じ
く
﹁
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
諮
問
資
料
﹂︵
六
冊
︶
と
す
る
資
料
が
二
点
認
め
ら
れ
る
︒
こ
の
二
点
の
六
冊
本

と
右
に
み
た
七
冊
本
と
を
比
較
す
る
と
︑
本
稿
お
よ
び
前
稿
で
依
拠
し
た
七
冊
本
の
﹃
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
書
類
及
資
料
﹄
の
方

が
︑
宮
内
大
臣
に
よ
る
諮
問
事
項
と
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
よ
る
諸
種
の
資
料
を
と
も
に
収
め
る
も
の
で
あ
り
︑
前
稿
お
よ
び
本

稿
の
視
点
に
よ
る
研
究
の
上
で
よ
り
有
用
で
あ
る
︒

し
か
る
に
今
日
宮
内
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
﹁
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
﹂︵
以
下
︑﹁
公
開
シ
ス
テ
ム
﹂
と

い
う
︶
に
よ
っ
て
︑
宮
内
公
文
書
館
の
所
蔵
資
料
か
ら
﹁
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
﹂
に
つ
い
て
検
索
す
る
と
︑
五
十
件
の
資
料
が
表

示
さ
れ
る
︒
こ
の
う
ち
十
九
点
は
右
に
み
た
﹁
歴
史
的
資
料
目
録
﹂
所
載
の
﹁
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
諮
問
書
類
﹂︵
七
冊
︶
と
二

点
の
﹁
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
諮
問
資
料
﹂︵
六
冊
︶
で
あ
る
︒
つ
ま
り
残
る
三
十
一
点
の
史
料
は
︑﹁
歴
史
的
資
料
目
録
﹂
に
は
み

え
ず
︑﹁
公
開
シ
ス
テ
ム
﹂
に
よ
っ
て
の
み
確
認
で
き
る
史
料
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
こ
れ
ら
﹁
公
開
シ
ス
テ
ム
﹂
に
よ
っ
て
の
み
確
認
で
き
る
計
三
十
一
点
の
史
料
は
︑
前
稿
お
よ
び
本
稿
で
依
拠
し
た

﹃
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
書
類
及
資
料
﹄︵
七
冊
︶
と
並
ん
で
︑
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
つ
い
て
考
え
る
に
際
し
て
欠
か
す
こ
と
が

で
き
な
い
史
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
な
ら
ば
︑
本
稿
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
史
料
に
も
依
拠
す
べ
き
な
の
は
当
然
な
の
で
は

あ
る
が
︑
現
在
の
著
者
に
は
生
憎
そ
れ
ら
計
三
十
一
点
の
史
料
を
十
全
に
活
用
す
る
準
備
が
整
っ
て
い
な
い
︒
従
っ
て
本
稿
で
は
主

に
右
に
挙
げ
た
﹃
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
書
類
及
資
料
﹄︵
七
冊
︶
に
拠
っ
て
︑
そ
し
て
部
分
的
に
は
﹁
公
開
シ
ス
テ
ム
﹂
に
よ
っ

て
確
認
で
き
る
史
料
に
も
拠
り
つ
つ
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
を
め
ぐ
る
議
論
を
進
め
︑﹃
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
書
類
及
資
料
﹄︵
七

冊
︶
に
含
ま
れ
る
七
点
の
﹁
答
申
案
﹂
を
敢
え
て
基
軸
に
据
え
て
︑
長
慶
天
皇
陵
を
め
ぐ
る
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
よ
る
調
査
・

審
議
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

第四章 臨時陵墓調査委員会における長慶天皇陵治定への道程

67



一
︑
長
慶
天
皇
陵
治
定
の
意
味

本
論
に
入
る
前
に
︑
そ
も
そ
も
長
慶
天
皇
陵
の
治
定
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
︒

長
慶
天
皇
は
︑
後
村
上
天
皇
の
皇
子
と
し
て
興
国
四
年
に
生
誕
し
た
︒
名
は
寛
成
︒
父
後
村
上
天
皇
崩
御
の
後
に
寛
成
親
王
の
即

位
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
近
世
以
来
議
論
が
あ
っ
た
が
︑
明
治
四
十
四
年
の
い
わ
ゆ
る
南
北
朝
正
閏
論
争
を
経
て
南
朝
が

正
統
と
さ
れ
︑
八
代
国
治
著
﹃
長
慶
天
皇
御
即
位
の
研
究
﹄︵
明
治
書
院
︑
大
正
九
年
十
月
︶
等
の
成
果
に
拠
っ
て
そ
の
即
位
が
学

問
の
上
で
立
証
さ
れ
る
と
︑
大
正
十
五
年
十
月
二
十
一
日
に
は
皇
統
加
列
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
︒
第
九
十
八
代
長
慶
天
皇
で
あ

る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
八
代
国
治
の
著
作
等
が
そ
の
ま
ま
長
慶
天
皇
の
皇
統
加
列
に
直
結
し
た
の
で
は
な
く
︑
そ
の
間
に
は
臨
時
御
歴
代

史
実
考
査
委
員
会
に
よ
る
調
査
・
審
議
等
と
︑
大
正
十
五
年
十
月
二
十
一
日
の
﹁
皇
統
加
列
﹂
の
﹁
詔
書
﹂
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑
次
に
は
長
慶
天
皇
の
陵
は
ど
こ
な
の
か
が
当
然
問
題
と
な
る
︒
前
稿
な
い
し
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い

る
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
が
昭
和
十
年
六
月
二
十
七
日
に
宮
内
大
臣
の
諮
問
機
関
と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
前
提

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
︑
皇
統
加
列
の
あ
っ
た
大
正
十
五
年
十
月
二
十
一
日
に
は
︑
同
時
に

﹁
皇
室
令
﹂
と
し
て
﹁
皇
室
陵
墓
令
﹂
の
公
布
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒﹁
皇
室
陵
墓
令
﹂
に
つ
い
て
は
別
に
述
べ
た
こ
と
も
あ
る
が(
)
︑

2

こ
れ
は
大
日
本
帝
国
に
と
っ
て
は
じ
め
て
の
陵
墓
に
つ
い
て
規
定
す
る
法
令
で
あ
っ
た
︒
例
え
ば
明
治
天
皇
陵
の
場
所
が
定
め
ら
れ

る
に
当
っ
て
拠
り
所
と
な
っ
た
の
は
︑
明
治
天
皇
の
﹁
命
﹂
を
奉
じ
た
昭
憲
皇
太
后
の
意
志
で
あ
っ
て
︑
決
し
て
何
ら
か
の
法
令
が

あ
っ
て
そ
れ
を
根
拠
に
明
治
天
皇
陵
が
営
ま
れ
た
の
で
は
な
い(
)

︒
と
こ
ろ
が
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
お
け
る
長
慶
天
皇
陵
に
つ
い

3

て
の
調
査
・
審
議
が
な
さ
れ
る
に
際
し
て
は
︑
す
で
に
﹁
皇
室
陵
墓
令
﹂
が
あ
っ
た
︒
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
が
長
慶
天
皇
陵
の
治

定
を
仰
ご
う
と
す
る
に
当
っ
て
も
︑
そ
れ
は
︑
法
的
な
条
件
を
充
足
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
︑
大
正
十
五
年
十
月
二
十
一
日
の
皇
統
加
列
を
は
る
か
に
遡
る
段
階
で
︑
す
で
に
長
慶
天
皇
陵
を
見
込
ん

だ
相
馬
陵
墓
参
考
地
と
河
根
陵
墓
参
考
地
が
宮
内
省
の
管
理
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
相
馬
陵
墓
参
考
地
の
前
身
で
あ
る
御

陵
墓
伝
説
参
考
地
は
明
治
二
十
一
年
十
二
月
二
十
七
日
に
︑
河
根
陵
墓
参
考
地
の
前
身
で
あ
る
御
陵
墓
伝
説
地
は
明
治
二
十
一
年
二

月
二
十
四
日
に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
て
い
る(
)
︒
つ
ま
り
︑
長
慶
天
皇
の
在
位
が
確
定
さ
れ
る
は
る
か
以
前
に
︑
す
で
に
そ
の
陵
を
見

4

込
ん
だ
陵
墓
参
考
地
が
二
箇
所
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
こ
の
二
箇
所
の
陵
墓
参
考
地
の
背
景
と
な
る
も
の
は
何
か
︒
そ
れ
は
︑
全
国
各
地
に
散
在
す
る
長
慶
天
皇
陵
伝
承
地

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
堀
一
郎
著
﹃
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
︵
一
︶﹄︵
東
京
創
元
社
︑
昭
和
三
十
年
九

月
︶
が
二
十
七
箇
所
を
挙
げ
る
こ
と
は
前
稿
で
も
触
れ
た(
)
が
︑
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
で
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
各
地
か
ら
の
長
慶

5

天
皇
陵
伝
承
地
の
上
申
に
は
注
意
を
払
っ
て
お
り
︑﹃
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
書
類
及
資
料
二
﹄
に
昭
和
十
一
年
四
月
﹁
長
慶
天
皇

御
陵
伝
説
箇
所
関
係
書
類
審
議
一
覧
一
﹂
が
綴
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
前
稿
で
縷
々
述
べ
た
通
り
で
あ
る(
)

︒
こ
れ
ら
の
長
慶
天
皇

6

陵
伝
承
地
を
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
お
け
る
長
慶
天
皇
陵
の
調
査
・
審
議
と
の
関
連
か
ら
み
れ
ば
︑
長
慶
天
皇
陵
伝
承
の
地
域
的

な
拡
が
り
に
注
目
し
た
方
法
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
は
こ
の
全
国
各
地
の
長
慶
天
皇
陵
伝
承
地
に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
長
慶

天
皇
陵
伝
承
地
の
上
申
者
の
側
と
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
あ
る
い
は
宮
内
省
の
側
と
の
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
︑
未
だ
解
明
さ

れ
て
い
な
い
部
分
が
余
り
に
も
多
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
︑
こ
こ
で
前
稿
で
み
た
昭
和
十
一
年
四
月
﹁
長
慶
天
皇
御
陵
伝
説
箇

所
関
係
書
類
審
議
一
覧
一
﹂
か
ら
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
の
対
応
を
み
る
と
︑
そ
こ
に
載
せ
ら
れ
た
計
七
十
三
箇
所
の
伝
承
地
は
︑

長
慶
天
皇
陵
と
し
て
の
信
憑
性
の
度
合
い
に
よ
っ
て
﹁
第
一
類
㈠
想
像
㈡
伝
説
㈢
附
会
㈣
偽
物
﹂﹁
第
二
類
﹂
に
分
類
さ
れ
︑
そ
の

上
で
現
地
﹁
踏
査
﹂
の
必
要
の
有
無
に
つ
い
て
見
通
し
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
述
べ
る
余
裕
は
な
い
が
︑

臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
は
委
員
・
幹
事
・
嘱
託
を
全
国
各
地
に
頻
繁
に
出
張
さ
せ
て
そ
の
実
地
調
査
に
当
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
は
︑
専
ら
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
の
み
長
慶
天
皇
陵
の
治
定
を
仰
ご
う
と
し
た
の
で
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は
な
い
︒
こ
れ
と
は
異
な
る
方
法
か
ら
も
そ
の
歩
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
み
た
︑
も
う
ひ
と
つ
の
方

法
︑
つ
ま
り
︑
晩
年
の
長
慶
天
皇
や
そ
の
側
近
者
の
動
静
を
示
す
史
料
に
注
目
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
︒
こ
の
方
法
に
よ
る
調
査

の
集
大
成
と
し
て
︑
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
﹃
長
慶
天
皇
側
近
者
事
績
研
究
資
料
﹄︵
昭
和
十
三
年
十
二
月
︶
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
︒
こ
れ
を
先
に
み
た
全
国
各
地
に
散
在
す
る
長
慶
天
皇
陵
伝
承
地
を
対
象
と
す
る
方
法
と
の
対
比
で
捉
え
直
せ
ば
︑
晩
年
の
長

慶
天
皇
と
そ
の
側
近
者
を
め
ぐ
る
歴
史
的
事
実
に
注
目
し
た
方
法
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

最
終
的
に
は
︑
昭
和
十
九
年
二
月
十
一
日
に
長
慶
天
皇
陵
は
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
慶
寿
院
阯
に
嵯
峨
東
陵
と
し
て

治
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
が
今
日
の
長
慶
天
皇
陵
で
あ
る
︒

し
か
し
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
右
に
み
た
ど
ち
ら
か
の
方
法
︑
あ
る
い
は
双
方
の
方
法
に
拠
っ
て

調
査
・
審
議
を
進
め
よ
う
と
も
︑
そ
れ
は
︑
真
の
長
慶
天
皇
陵
に
必
ず
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
保
証
が
あ
っ
て
の
上
で

の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
す
で
に
長
慶
天
皇
の
皇
統
加
列
は
公
布
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
期

に
及
ん
で
の
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
よ
る
宮
内
大
臣
に
宛
て
て
の
﹁
答
申
﹂
に
お
い
て
︑
長
慶
天
皇
陵
は
つ
い
に
わ
か
ら
な
か
っ

た
な
ど
と
い
う
結
論
は
果
し
て
あ
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

二
︑
昭
和
十
一
年
五
月
﹁
精
査
報
告
書
﹂

七
点
の
﹁
答
申
案
﹂
に
つ
い
て
み
る
前
に
︑
改
め
て
前
稿
で
も
引
用
し
た
昭
和
十
一
年
五
月
八
日
﹁
精
査
報
告
書
﹂(
)
に
つ
い
て
見

7

直
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
︒﹁
精
査
報
告
書
﹂
は
︑
前
稿
の
視
点
の
み
な
ら
ず
本
稿
の
視
点
か
ら
も
極
め
て
示
唆
に
富
む
史
料
で

あ
る
︒

｢精
査
報
告
書
﹂
の
大
き
な
特
徴
は
︑
長
慶
天
皇
陵
に
つ
い
て
の
調
査
・
審
議
を
︑﹁
審
議
方
法
第
一
項
﹂
と
﹁
審
議
方
針
第
二

項
﹂
の
ふ
た
つ
に
分
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
諮
問
第
一
号
︑
つ
ま
り
長
慶
天
皇
陵
に
つ
い
て
の
諮
問
に
み
え
る
﹁
諮
問
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第
一
号
ニ
関
ス
ル
審
議
及
順
序
方
法
﹂
に
﹁︵
別
紙
参
考
︶﹂
と
し
て
付
さ
れ
た
﹁
長
慶
天
皇
ノ
陵
ニ
関
ス
ル
調
査
ノ
方
針
﹂
の
︑

﹁
一
︑
長
慶
天
皇
ノ
陵
ノ
見
込
ヲ
以
テ
設
定
セ
ラ
レ
タ
ル
陵
墓
参
考
地
及
同
陵
ニ
関
ス
ル
上
申
地
ニ
就
キ
テ
検
討
調
査
シ
報
告
書
ヲ

作
製
ス
ル
コ
ト
﹂
と
﹁
二
︑
別
ニ
広
ク
関
係
資
料
ヲ
検
討
調
査
シ
報
告
書
ヲ
作
製
ス
ル
コ
ト
﹂
を
拠
り
所
と
す
る
も
の
で
︑
そ
れ
ぞ

れ
﹁
精
査
報
告
書
﹂
の
﹁
審
議
方
針
第
一
項
﹂
と
﹁
審
議
方
針
第
二
項
﹂
に
対
応
す
る
︒
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
概
要
を
︑

﹁
㈠
後
醍
醐
天
皇
後
村
上
天
皇
長
慶
天
皇
後
亀
山
天
皇
ト
関
係
深
キ
地
方
ヲ
文
献
ニ
由
リ
調
査
ス
ル
コ
ト
︑
場
合
ニ
依
リ
テ
ハ
実
地

調
査
ヲ
行
フ
︑
㈡
長
慶
天
皇
ノ
御
事
績
特
ニ
御
聖
徳
︵
御
人
徳
︶
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト
︑
¡註
武
家
ニ
対
ス
ル
御
方
針
御
感
情
等
ヲ
調
査

ス
ル
コ
ト
︑
㈢
長
慶
天
皇
ノ
御
近
親
ノ
御
方
ノ
御
事
績
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト
︑
㈣
長
慶
天
皇
ノ
側
近
者
ノ
事
歴
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト
﹂(
)

と
8

す
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
お
け
る
長
慶
天
皇
陵
を
め
ぐ
る
調
査
・
審
議
の
﹁
方
針
﹂
に
は
︑
こ
の
ふ
た
つ
が

厳
然
と
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
ふ
た
つ
の
﹁
方
針
﹂
は
︑
互
い
に
補
い
合
う
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し

た
方
向
性
を
有
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
興
味
深
い
︒

以
下
︑﹁
精
査
報
告
書
﹂
の
概
要
を
た
ど
る
こ
と
に
し
た
い
︒
ま
ず
︑﹁
一
︑
審
議
方
針
第
一
項
ニ
依
ル
審
議
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
︒

こ
れ
は
︑﹁
�
長
慶
天
皇
ノ
陵
ノ
見
込
ヲ
以
テ
設
定
セ
ラ
レ
タ
ル
陵
墓
参
考
地
﹂﹁
�
同
陵
︵
引
用
註
︑
長
慶
天
皇
陵
︶
ニ
関
ス
ル

上
申
地
﹂﹁
�
考
説
又
ハ
伝
説
ア
ル
箇
所
﹂
に
つ
い
て
の
調
査
で
あ
る
が
︑
こ
の
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
一
︑
関

係
地
七
十
九
箇
所
中
大
部
分
即
チ
青
森
縣
南
津
軽
郡
五
郷
村
大
字
北
中
野
字
天
皇
浪
岡
崎
ヲ
始
メ
ト
シ
六
十
一
箇
所
﹂
は
︑﹁
�
単

ナ
ル
想
像
ニ
出
ヅ
ル
モ
ノ
﹂﹁
�
口
碑
伝
説
ニ
據
レ
ル
モ
ノ
﹂﹁
�
地
名
等
ニ
據
リ
附
会
セ
ル
モ
ノ
﹂﹁
�
偽
作
ノ
物
ニ
據
レ
ル
モ
ノ
﹂︑

及
び
﹁
�
是
等
ノ
複
合
セ
ル
モ
ノ
﹂
で
あ
っ
て
︑﹁
現
在
ニ
於
テ
ハ
其
実
地
ニ
就
キ
テ
調
査
ス
ル
必
要
ヲ
認
メ
ズ
﹂
と
し
た
上
で
︑

﹁
此
類
ヲ
第
一
類
中
不
要
踏
査
地
ト
ス
﹂
と
述
べ
る
︒

そ
し
て
︑﹁
二
︑
和
歌
山
縣
伊
都
郡
高
野
山
玉
川
等
ノ
五
箇
所
﹂
は
︑﹁
之
ニ
関
ス
ル
所
論
ハ
前
同
様
採
ル
ニ
足
ラ
ズ
ト
雖
モ
其
地

方
ガ
当
時
南
朝
ト
関
係
浅
カ
ラ
ザ
ル
地
域
ナ
ル
ガ
故
ニ
従
来
ノ
上
申
等
ノ
関
係
ヲ
離
レ
テ
一
応
其
実
地
ヲ
調
査
シ
置
ク
コ
ト
ヲ
可
ナ

リ
ト
認
メ
タ
リ
﹂
と
す
る
︒
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さ
ら
に
︑﹁
三
︑
京
都
市
嵯
峨
等
ノ
七
箇
所
﹂
は
︑﹁
的
確
ナ
ル
資
料
無
シ
ト
雖
モ
其
地
点
ノ
由
緒
ヨ
リ
考
ヘ
其
実
地
ニ
就
キ
テ
調

査
ス
ル
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
メ
タ
リ
﹂
と
述
べ
る
︒

次
に
︑﹁
二
︑
審
議
方
針
第
二
項
ニ
依
ル
審
議
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
第
二
項
中
の
第
一
号
﹁
後
醍
醐
後
村
上
長
慶
後
亀
山
天
皇

ト
関
係
深
キ
地
方
ノ
調
査
﹂
は
相
田
二
郎
嘱
託
の
担
当
と
し
︑﹁
調
査
方
針
﹂
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
一
︑
古
文
書
金

石
文
并
ニ
典
籍
経
巻
ノ
識
語
ヲ
国
別
ニ
調
査
ス
ル
事
﹂﹁
二
︑
古
文
書
其
他
ノ
史
料
ノ
調
査
ハ
修
史
局
以
来
蒐
集
セ
ル
モ
ノ
ヨ
リ
始

メ
明
治
以
前
ニ
作
成
シ
タ
ル
古
文
書
并
ニ
地
誌
類
ニ
引
用
シ
タ
ル
史
料
ニ
モ
及
ブ
事
﹂﹁
三
︑
国
別
調
査
ノ
順
序
ハ
便
宜
紀
伊
ヨ
リ

始
メ
大
和
和
泉
河
内
摂
津
山
城
ノ
畿
内
諸
国
ニ
及
ビ
更
ニ
其
他
ノ
国
々
ニ
モ
及
ブ
事
﹂
を
定
め
た
︒
こ
の
﹁
方
針
﹂
に
基
づ
い
て
︑

﹁
正
平
廿
三
年
ヨ
リ
元
中
九
年
ニ
至
ル
間
即
チ
長
慶
後
亀
山
天
皇
ノ
御
代
ニ
関
ス
ル
紀
伊
大
和
和
泉
河
内
摂
津
山
城
伊
賀
伊
勢
志
摩

所
在
ノ
古
文
書
ノ
調
査
ヲ
終
了
シ
︑
綸
旨
及
ビ
綸
旨
ニ
関
ス
ル
文
書
等
ノ
本
文
ヲ
謄
写
シ
其
国
別
一
覧
表
ト
共
ニ
提
出
ア
リ
タ
リ
﹂

と
す
る
︒

第
二
項
中
第
二
号
﹁
長
慶
天
皇
ノ
御
事
蹟
特
ニ
御
聖
徳
ノ
調
査
﹂
第
三
号
﹁
長
慶
天
皇
ノ
御
近
親
ノ
御
方
ノ
御
事
績
ノ
調
査
﹂
に

つ
い
て
は
ま
だ
着
手
し
て
い
な
い
︒

同
じ
く
第
二
項
中
の
第
四
号
﹁
長
慶
天
皇
ノ
側
近
者
ノ
事
歴
ノ
調
査
﹂
第
五
号
﹁
所
謂
北
朝
ト
関
係
ア
ル
事
項
ノ
調
査
﹂
は
龍
嘱

託
の
担
当
と
し
︑
第
四
号
の
調
査
で
は
﹁
長
慶
天
皇
ノ
御
動
静
ヲ
伺
フ
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
テ
側
近
者
ノ
所
在
動
静
ヲ
調
査
ヲ
宗
ト
ス

ル
コ
ト
﹂
と
し
︑
第
五
号
の
調
査
で
は
﹁
主
ト
シ
テ
南
北
ノ
交
渉
ニ
就
キ
テ
所
謂
北
朝
方
ノ
文
書
寺
院
等
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト
﹂
と
し
︑

そ
の
方
法
を
左
の
よ
う
に
定
め
た
︒

｢一
︑
既
知
史
料
ノ
整
理
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
�
︑
整
理
ノ
方
法
大
日
本
史
料
及
ビ
南
朝
ニ
関
ス
ル
著
述
ニ
引
用
セ
ラ
レ
タ
ル
資
料

ヲ
検
討
シ
テ
大
日
本
史
料
ニ
類
ス
ル
編
年
史
料
稿
本
ヲ
作
ル
事
﹂﹁
�
︑
史
料
ノ
範
囲
長
慶
天
皇
践
祚
以
後
朝
廷
ニ
関
ス
ル
総
テ
ノ

史
料
ヲ
蒐
集
ス
ル
事
﹂
が
︑﹁
二
︑
新
史
料
ノ
蒐
集
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
蒐
集
方
法
ハ
既
知
史
料
ニ
準
據
シ
南
朝
方
所
在
地
及
ビ
縁
故

深
キ
社
寺
等
ノ
史
料
ヲ
採
訪
シ
既
知
史
料
稿
本
ノ
補
充
ヲ
計
ル
事
﹂
が
︑﹁
三
︑
報
告
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
右
ニ
依
リ
作
成
シ
タ
ル
史
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料
稿
本
ニ
準
據
シ
タ
ル
調
査
事
項
ニ
付
報
告
書
ヲ
提
出
ス
ル
事
﹂
が
﹁
方
針
﹂
と
さ
れ
︑
こ
れ
に
従
っ
て
龍
嘱
託
は
ま
ず
学
界
既
知

の
史
料
の
蒐
集
に
努
め
す
で
に
概
ね
そ
の
終
了
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
︑
こ
れ
を
整
理
し
て
﹃
長
慶
天
皇
側
近
者
事
蹟
研
究
資
料
﹄(
)
9

と
﹁
長
慶
天
皇
側
近
者
事
績
表
﹂﹁
長
慶
天
皇
側
近
者
一
覧
表
﹂
を
作
成
し
て
﹁
長
慶
天
皇
側
近
者
研
究
資
料
判
集
﹂
と
と
も
に
提

出
さ
れ
た
︑
と
す
る
︒

以
上
︑﹁
精
査
報
告
書
﹂
に
お
け
る
ふ
た
つ
の
﹁
方
針
﹂
に
つ
い
て
み
た
︒
こ
の
よ
う
に
こ
の
ふ
た
つ
の
﹁
方
針
﹂
は
互
い
に
独

立
し
た
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
︒
以
降
︑
七
点
の
﹁
答
申
案
﹂
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
こ
で
ど
の
よ
う
に
こ
の
ふ
た
つ

の
﹁
方
針
﹂
が
生
か
さ
れ
て
い
る
か
︑
あ
る
い
は
生
か
さ
れ
な
い
で
い
る
の
か
に
つ
い
て
注
目
し
つ
つ
議
論
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に

し
た
い
︒

三
︑
七
点
の
﹁
答
申
案
﹂

以
下
︑
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
委
員
長
か
ら
宮
内
大
臣
へ
宛
て
て
の
﹁
答
申
﹂
の
準
備
段
階
と
し
て
作
成
さ
れ
た
七
点
の
﹁
答
申

案
﹂
を
取
り
上
げ
る
︒
こ
れ
は
資
料
編
に
史
料
一
～
七
と
し
て
全
文
を
掲
載
し
た
︒
こ
れ
ら
は
﹁
答
申
案
①
～
⑦
﹂
と
し
て
こ
れ
か

ら
検
討
す
る
が
︑
①
～
⑦
の
番
号
は
﹃
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
書
類
及
資
料
二
﹄
に
綴
り
込
ま
れ
た
順
序
に
従
っ
た
︒

小
委
員
会
の
構
成

ま
ず
み
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
︑
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
の
中
で
も
﹁
諮
問
第
一
号
﹂︑
つ
ま
り
長
慶
天
皇
陵
の
問
題

を
担
当
し
た
小
委
員
会
の
構
成
で
あ
る(
)
︒
こ
れ
は
︑
七
点
の
﹁
答
申
案
﹂
の
作
成
者
は
誰
か
と
い
う
問
題
に
直
結
す
る
重
要
な
事
柄

10

で
あ
る
︒

｢諮
問
第
一
号
﹂
を
担
当
す
る
小
委
員
会
は
︑﹃
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
書
類
及
資
料
﹄
に
拠
る
限
り
︑
そ
の
発
足
の
当
初
に
は
芝
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葛
盛
︵
図
書
寮
編
修
官
︶・
黒
板
勝
美
︵
東
京
帝
国
大
学
名
誉
教
授
︶・
辻
善
之
助
︵
東
京
帝
国
大
学
教
授
兼
史
料
編
纂
官
︶・
荻
野

仲
三
郎
︵
国
宝
保
存
会
委
員
︶
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
後
委
員
の
任
免
が
あ
っ
た
︒
以
下
︑
各
委
員
・
嘱
託
の
履
歴

関
係
の
資
料
か
ら
こ
の
点
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
︒

ま
ず
免
ぜ
ら
れ
た
委
員
で
あ
る
︒
黒
板
勝
美
は
昭
和
十
一
年
十
一
月
十
一
日
に
﹁
群
馬
県
下
史
蹟
調
査
並
に
臨
時
陵
墓
調
査
委
員

会
の
用
務
に
よ
り
旅
行
の
途
次
︑
高
崎
市
に
於
い
て
発
病
︵
脳
溢
血
︶﹂
し
︑
昭
和
十
八
年
六
月
二
十
一
日
に
﹁
願
に
よ
り
臨
時
陵

墓
調
査
委
員
会
委
員
を
免
ぜ
ら
﹂(
)
れ
て
い
る
︒

11

次
い
で
新
た
に
任
じ
ら
れ
た
委
員
で
あ
る
︒
西
田
直
二
郎
は
昭
和
十
三
年
十
月
十
一
日
に
﹁
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
を
仰
付
ら
﹂(
)
12

れ
︑
龍
粛
は
昭
和
十
年
十
月
二
十
五
日
に
﹁
宮
内
省
臨
時
陵
墓
委
(マ
マ
)

員
会
事
務
嘱
託
﹂
と
な
っ
た
が
︑
昭
和
十
四
年
六
月
三
十
日
に
は

﹁
宮
内
省
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
委
員
﹂
に
﹁
仰
付
﹂(
)

ら
れ
て
い
る
︒

13

嘱
託
に
つ
い
て
み
る
と
︑
相
田
二
郎
は
︑
昭
和
十
年
十
月
二
十
五
日
に
﹁
宮
内
省
よ
り
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
事
務
を
嘱
託
せ
ら

れ
昭
和
十
九
年
三
月
三
十
一
日
に
及
ぶ
﹂(
)
と
あ
る
︒

14

七
点
の
﹁
答
申
案
﹂

｢答
申
案
﹂
の
検
討
に
あ
た
っ
て
︑
ま
ず
七
点
の
﹁
答
申
案
﹂
の
総
て
に
共
通
す
る
事
項
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
以
下
の
通
り
で
あ

る
︒

・
ど
の
﹁
答
申
案
﹂
も
︑
黒
板
勝
美
・
辻
善
之
助
・
芝
葛
盛
・
荻
野
仲
三
郎
・
西
田
直
二
郎
・
龍
粛
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
小

委
員
会
に
よ
る
調
査
・
審
議
の
結
果
と
さ
れ
る
︒

・
ど
の
﹁
答
申
案
﹂
も
︑﹁
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
所
在
慶
寿
院
阯
﹂
を
長
慶
天
皇
陵
と
す
る
︒

こ
れ
に
よ
る
と
七
点
の
﹁
答
申
案
﹂
は
︑
い
ず
れ
も
龍
粛
が
委
員
と
な
っ
た
昭
和
十
四
年
六
月
三
十
日
以
降
に
作
成
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
が
︑
こ
の
こ
と
は
︑﹁
答
申
案
⑥
﹂
が
昭
和
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
の
︑
ま
た
︑
後
に
み
る
﹁
答
申
︵
岡
本
文
書
︶﹂
が
同

月
二
十
三
日
の
日
付
を
有
す
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
︒
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ま
た
︑
七
点
の
﹁
答
申
案
﹂
は
総
て
慶
寿
院
阯
を
長
慶
天
皇
陵
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
こ
と
は
︑﹁
答
申
﹂
の
結
論
を
慶

寿
院
阯
を
長
慶
天
皇
陵
と
す
る
点
に
つ
い
て
︑
少
な
く
と
も
小
委
員
会
と
し
て
は
異
論
が
出
な
い
た
め
の
条
件
が
︑
内
容
や
手
順
の

上
で
も
︑
ま
た
人
的
構
成
の
点
で
も
充
分
整
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
う
し
て
み
る
と
︑﹁
答
申
案
﹂
が
七
点
も
作
成
さ

れ
る
に
当
っ
て
の
残
さ
れ
た
課
題
は
︑
そ
の
結
論
を
矛
盾
な
く
導
き
出
し
︑
か
つ
誰
を
も
無
理
な
く
そ
れ
を
納
得
さ
せ
ら
れ
る
だ
け

の
理
由
付
け
や
概
念
の
整
理
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
れ
で
は
次
に
︑
七
点
の
﹁
答
申
案
﹂
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
る
こ
と
に
し
た
い
︒
な
お
︑
以
下
に
み
る
﹁
答
申
①
～

⑦
﹂︑
ま
た
そ
の
関
連
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
﹁
答
申
︵
岡
本
文
書
︶﹂
の
内
︑﹁
答
申
案
③
・
⑤
・
⑦
﹂
と
﹁
答
申
︵
岡

本
文
書
︶﹂
に
は
﹁
註
﹂
が
︑﹁
答
申
書
⑦
﹂
と
﹁
答
申
︵
岡
本
文
書
︶﹂
に
は
﹁
長
慶
天
皇
ノ
陵
ニ
関
ス
ル
調
査
ノ
方
針
﹂
が
付
さ

れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
﹁
答
申
︵
岡
本
文
書
︶﹂
を
含
め
て
史
料
編
に
は
総
て
収
録
し
て
あ
る
が
︑
こ
こ
で
﹁
答
申
案
①
～
⑦
﹂
や

﹁
答
申
︵
岡
本
文
書
︶﹂
を
み
る
に
当
っ
て
は
︑
こ
の
﹁
註
﹂﹁
長
慶
天
皇
ノ
陵
ニ
関
ス
ル
調
査
ノ
方
針
﹂
を
し
ば
ら
く
措
い
て
︑﹁
答

申
﹂
の
部
分
と
そ
れ
に
続
く
﹁
理
由
書
﹂
に
重
点
を
置
く
こ
と
に
し
た
い
︒

論
点

こ
こ
で
は
︑
七
点
の
﹁
答
申
案
﹂
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
論
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
︒
も
ち
ろ
ん

﹁
答
申
案
﹂
が
七
点
も
作
成
さ
れ
た
の
に
は
当
然
そ
れ
だ
け
の
理
由
の
あ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
︑﹁
答
申
案
﹂
七
点
は

そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
主
張
を
有
す
る
︒
以
下
そ
れ
ら
を
七
点
の
﹁
答
申
案
﹂
を
通
覧
す
る
視
点
か
ら
俯
瞰
し
︑
か
つ
比
較
す
る
こ
と

に
し
た
い
︒

七
点
の
﹁
答
申
案
﹂
に
み
え
る
論
点
は
︑
概
ね
次
の
五
つ
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

論
点
一

全
国
各
地
か
ら
の
多
数
の
上
申
地
︵
右
に
み
た
﹁
審
議
方
針
第
一
項
﹂
に
よ
る
調
査
・
審
議
の
対
象
︶
の
総
て
や
二
箇

所
の
陵
墓
参
考
地
を
否
定
し
て
︑
長
慶
天
皇
の
晩
年
お
よ
び
そ
の
側
近
者
の
動
静
︵﹁
審
議
方
針
第
二
項
﹂
に
よ
る
調
査
・
審

議
の
対
象
︶
を
主
に
調
査
・
審
議
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
︒
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論
点
二

長
慶
天
皇
は
京
都
に
還
幸
し
て
崩
御
し
た
と
考
え
て
よ
い
の
か
︒

論
点
三

長
慶
天
皇
が
洛
西
で
崩
御
し
た
と
し
て
︑
そ
の
場
所
は
慶
寿
院
な
の
か
大
覚
寺
な
の
か
︒

論
点
四

長
慶
天
皇
は
慶
寿
院
に
葬
ら
れ
た
の
か
︒

論
点
五

慶
寿
院
阯
を
長
慶
天
皇
陵
と
す
る
と
し
て
︑
そ
れ
を
確
実
に
証
明
し
得
る
だ
け
の
資
料
が
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ど

の
よ
う
に
考
え
る
の
か
︒

以
下
こ
の
五
つ
の
論
点
を
め
ぐ
っ
て
︑﹁
答
申
案
①
～
⑦
﹂
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

論
点
一

論
点
一
に
つ
い
て
﹁
答
申
案
①
～
⑦
﹂
は
以
下
の
通
り
説
明
す
る
︒
ま
ず
﹁
答
申
案
⑤
﹂﹁
答
申
案
⑥
﹂﹁
答
申
案
⑦
﹂
に
つ
い
て

み
る
︒
な
お
以
下
の
引
用
は
本
稿
史
料
編
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
︑
史
料
編
で
は
原
史
料
に
忠
実
な
字
体
を
用
い
た
が
︑
以
降
の
引

用
に
あ
た
っ
て
は
読
み
易
さ
の
た
め
に
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
字
体
と
し
た
︒︵
以
下
同
じ
︶

｢答
申
案
⑤
﹂

其
調
査
ノ
結
果
百
箇
所
ヲ
超
ユ
ル
伝
説
地
及
推
考
地
ハ
採
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
モ
ノ
極
メ
テ
少
キ
コ
ト
明
カ
ト
ナ
リ

｢答
申
案
⑥
﹂

其
調
査
ノ
結
果
直
接
ニ
御
陵
ニ
関
シ
テ
徴
証
ス
ヘ
キ
資
料
ヲ
発
見
ス
ル
ニ
至
ラ
ス
︑
百
箇
所
ヲ
超
ユ
ル
伝
説
地
及
推
考
地
ハ
採
ル

ニ
足
ル
ヘ
キ
モ
ノ
極
メ
テ
少
キ
コ
ト
明
カ
ト
ナ
レ
リ

﹁
答
申
案
⑦
﹂

其
調
査
ノ
結
果
直
接
ニ
御
陵
ニ
関
シ
テ
徴
証
ス
ヘ
キ
資
料
ヲ
発
見
ス
ル
ニ
至
ラ
ス
︑
百
箇
所
ヲ
超
ユ
ル
伝
説
地
及
推
考
地
ハ
採
ル

ニ
足
ル
ヘ
キ
モ
ノ
極
メ
テ
少
キ
コ
ト
明
カ
ト
ナ
レ
リ

こ
の
よ
う
に
︑﹁
百
箇
所
ヲ
超
ユ
ル
伝
説
地
及
推
考
地
﹂︑
つ
ま
り
﹁
審
議
方
針
第
一
項
﹂
に
拠
る
調
査
・
審
議
の
結
果
が
満
足
の

い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
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そ
の
上
で
﹁
答
申
案
⑤
﹂
は
﹁
茲
ニ
長
慶
天
皇
ノ
御
動
静
ヲ
覗
ヒ
奉
ル
ヘ
キ
地
域
ハ
大
ニ
限
局
セ
ラ
レ
タ
リ
﹂
と
︑﹁
答
申
案
⑥
﹂

は
﹁
茲
ニ
於
テ
其
調
査
ハ
天
皇
ノ
御
動
静
御
称
号
ノ
典
拠
及
ビ
崩
後
ノ
諸
事
情
等
ヲ
考
察
ス
ル
ノ
外
ナ
キ
コ
ト
ト
ナ
リ
﹂
と
︑﹁
答

申
案
⑦
﹂
は
﹁
是
ニ
於
テ
其
調
査
ハ
天
皇
ノ
御
動
静
御
称
号
ノ
典
拠
及
ヒ
崩
御
前
後
ノ
諸
事
情
等
ヲ
考
察
ス
ル
ノ
外
ナ
キ
コ
ト
ト
ナ

リ
﹂
と
し
︑
そ
れ
以
降
は
右
に
み
た
﹁
審
議
方
針
第
二
項
﹂
に
よ
る
調
査
・
審
議
に
専
ら
集
中
し
た
こ
と
を
述
べ
る
︒
同
じ
よ
う
に

﹁
答
申
案
①
～
④
﹂
も
︑
各
地
か
ら
の
多
数
の
上
申
地
に
つ
い
て
の
︑﹁
審
議
方
針
第
一
項
﹂
に
よ
る
調
査
・
審
議
が
満
足
の
い
く
も

の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
言
辞
を
殊
更
に
連
ね
て
は
い
な
い
も
の
の
︑﹁
其
調
査
ノ
結
果
長
慶
天
皇
ノ
御
動
静
ヲ
覗
ヒ
奉
ル
ヘ
キ
地

域
ハ
大
ニ
限
局
セ
ラ
ル
﹂
と
︑﹁
答
申
案
⑤
・
⑥
﹂
と
同
主
旨
の
事
柄
を
述
べ
る
︒

論
点
二

論
点
二
に
つ
い
て
︑﹁
答
申
案
①
～
⑦
﹂
は
い
ず
れ
も
長
慶
天
皇
が
洛
西
嵯
峨
で
崩
御
し
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
大

乗
院
日
記
目
録
﹄
応
永
元
年
八
月
一
日
条
に
﹁
大
覚
寺
法
皇
崩
﹂
と
あ
る
こ
と
を
︑
長
慶
天
皇
が
洛
西
嵯
峨
で
崩
御
し
た
こ
と
の
根

拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

｢答
申
案
①
﹂

長
慶
天
皇
崩
御
ノ
御
場
所
ハ
前
引
日
記
目
録
︵
引
用
註
︑﹃
大
乗
院
日
記
目
録
﹄︶
ニ
﹁
大
覚
寺
法
皇
崩
﹂
ト
ア
ル
ニ
拠
リ
テ
洛
西

嵯
峨
ナ
リ
ト
認
メ
ラ
ル

｢答
申
案
②
﹂

長
慶
天
皇
崩
御
ノ
御
場
所
ハ
大
乗
院
日
記
目
録
ニ
﹁
大
覚
寺
法
皇
崩
﹂
ト
ア
ル
ニ
拠
リ
テ
洛
西
嵯
峨
ナ
リ
ト
認
メ
ラ
ル

｢答
申
案
③
﹂

大
乗
院
日
記
目
録
ニ
﹁
大
覚
寺
法
皇
崩
﹂
ト
ア
リ
︑
大
覚
寺
法
皇
ト
ハ
大
覚
寺
ニ
御
座
ノ
法
皇
ノ
謂
ナ
ル
ニ
依
リ
長
慶
天
皇
ハ
洛

西
嵯
峨
大
覚
寺
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
認
メ
ラ
ル

｢答
申
案
⑤
﹂
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大
乗
院
日
記
目
録
ノ
大
覚
寺
法
皇
ト
ハ
大
覚
寺
ニ
御
座
ノ
法
皇
ノ
謂
ナ
ル
ニ
依
リ
︑
長
慶
天
皇
ハ
洛
西
嵯
峨
大
覚
寺
ニ
於
テ
崩
御

ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
認
メ
ラ
ル

ま
た
︑﹁
答
申
案
④
﹂
が
﹁
其
︵
引
用
註
︑﹃
大
乗
院
日
記
目
録
﹄
の
︶﹃
大
覚
寺
法
皇
崩
﹄
ノ
記
載
ハ
之
ヲ
以
テ
長
慶
天
皇
カ
洛

西
嵯
峨
ニ
移
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
同
地
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ナ
ス
ハ
未
タ
確
実
ナ
リ
ト
ハ
云
ヒ
難
シ
ト
雖
︑
大
覚
寺
法
皇
ト

ハ
大
覚
寺
ニ
御
座
ノ
法
皇
ノ
謂
ナ
リ
ト
セ
ハ
之
ニ
拠
リ
テ
長
慶
天
皇
カ
嵯
峨
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
ナ
ラ
ン
ト
ノ
推
考
モ
成

立
セ
サ
ル
ニ
ア
ラ
ス
﹂
と
し
︑﹁
答
申
案
⑥
・
⑦
﹂
が
﹁
長
慶
天
皇
ノ
御
入
洛
ノ
コ
ト
ハ
之
ヲ
明
記
セ
ル
モ
ノ
ナ
シ
ト
雖
モ
︑
天
皇

ノ
諸
皇
子
側
近
者
カ
後
亀
山
天
皇
ノ
京
都
還
幸
ノ
前
後
ニ
於
テ
入
洛
シ
タ
ル
コ
ト
ト
︑
嵯
峨
ノ
地
カ
亀
山
天
皇
ヲ
始
メ
奉
リ
亀
山
天

皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
タ
ル
後
宇
多
天
皇
後
亀
山
天
皇
ノ
御
座
所
並
ニ
御
陵
ノ
存
セ
ル
処
ナ
ル
コ
ト
ヲ
傍
証
ト
シ
テ
︑
長
慶
天
皇

モ
亦
元
中
九
年
後
亀
山
天
皇
ノ
御
入
京
前
後
ニ
於
テ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
テ
嵯
峨
ニ
御
座
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
認
メ
奉
リ
得
ベ
シ
﹂

と
す
る
の
は
︑
長
慶
天
皇
が
そ
の
晩
年
に
は
洛
西
嵯
峨
に
あ
っ
た
と
い
う
結
論
は
維
持
し
つ
つ
も
︑
そ
の
言
い
廻
し
は
極
め
て
慎
重

で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
長
慶
天
皇
が
晩
年
に
洛
西
嵯
峨
に
い
た
と
す
る
﹁
答
申
案
﹂
の
立
脚
点
が
︑
決
し
て
学
問
的
に
確
実
な
裏

付
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
と
言
え
る(
)

︒
15

論
点
三

そ
の
こ
と
は
︑
論
点
三
・
論
点
四
に
つ
い
て
﹁
答
申
案
①
～
⑦
﹂
の
述
べ
る
所
と
全
く
同
様
で
あ
る
︒
ま
ず
論
点
三
に
つ
い
て
は

左
の
通
り
で
あ
る
︒

｢答
申
案
①
﹂

嵯
峨
ニ
於
ケ
ル
︵
引
用
註
︑
長
慶
天
皇
の
︶
崩
御
ノ
御
場
所
ハ
大
乗
院
日
記
目
録
ニ
﹁
大
覚
寺
法
皇
崩
﹂
ト
ア
ル
ヲ
以
テ
大
覚
寺

ナ
リ
ト
モ
解
セ
ラ
ル
ヽ
モ
︑
御
称
謂
ヨ
リ
考
フ
レ
ハ
天
竜
寺
塔
頭
慶
寿
院
ナ
リ
ト
推
測
セ
ラ
ル

｢答
申
案
②
﹂

嵯
峨
ニ
於
ケ
ル
︵
引
用
註
︑
長
慶
天
皇
の
︶
崩
御
ノ
御
場
所
ヲ
尋
ヌ
ル
ニ
︑
大
乗
院
日
記
目
録
ニ
﹁
大
覚
寺
法
皇
崩
﹂
ト
ア
ル
ヲ
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以
テ
大
覚
寺
ナ
リ
ト
モ
解
セ
ラ
ル
ル
モ
︑
コ
ノ
記
載
ハ
南
山
ヨ
リ
還
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
天
皇
カ
嵯
峨
大
覚
寺
ニ
入
御
ア
ラ
セ
ラ

レ
タ
ル
事
実
ヲ
記
憶
ニ
存
セ
シ
者
或
ハ
長
慶
天
皇
モ
初
メ
大
覚
寺
ニ
在
セ
シ
コ
ト
ノ
ミ
ヲ
知
リ
テ
後
ニ
他
ニ
移
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ

ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
ル
者
カ
長
慶
天
皇
崩
御
ノ
コ
ト
ヲ
伝
聞
シ
︑
長
慶
院
法
皇
崩
ト
記
シ
奉
ル
ヘ
キ
所
ヲ
﹁
大
覚
寺
法
皇
崩
﹂
ト
書

留
メ
タ
ル
記
録
ニ
拠
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
解
セ
ラ
レ
︑
長
慶
天
皇
ヲ
慶
寿
院
法
皇
ト
モ
称
シ
奉
レ
ル
コ
ト
ヨ
リ
考
レ
ハ
崩
御
ノ
御
場
所

ハ
天
竜
寺
塔
頭
慶
寿
院
ナ
リ
ト
推
測
セ
ラ
ル

｢答
申
案
③
﹂

大
乗
院
日
記
目
録
ニ
﹁
大
覚
寺
法
皇
崩
﹂
ト
ア
リ
︑
大
覚
寺
法
皇
ト
ハ
大
覚
寺
ニ
御
座
ノ
法
皇
ノ
謂
ナ
ル
ニ
依
リ
長
慶
天
皇
ハ
洛

西
嵯
峨
大
覚
寺
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
認
メ
ラ
ル

｢答
申
案
④
・
⑤
﹂

︵
論
点
二
に
つ
い
て
み
た
際
の
引
用
部
分
の
通
り
︶

｢答
申
案
⑥
﹂

志
玄
王
カ
慈
済
院
ニ
斂
葬
セ
ラ
レ
給
ヒ
普
明
国
師
ノ
塔
カ
鹿
王
院
ニ
建
テ
ラ
レ
タ
ル
例
ト
海
門
承
朝
ノ
御
入
寂
ノ
事
情
ト
ヲ
更
ニ

合
セ
考
フ
レ
ハ
︑
或
ハ
慶
寿
院
カ
長
慶
天
皇
ノ
御
座
所
タ
リ
シ
ニ
止
マ
ラ
ス
天
皇
ノ
崩
御
ノ
処
タ
ル
ト
同
時
ニ
斂
葬
ノ
処
タ
リ
シ

ト
モ
推
察
シ
得
ラ
レ
ザ
ル
ニ
ア
ラ
ス

｢答
申
案
⑦
﹂

志
玄
王
カ
慈
済
院
ニ
斂
葬
セ
ラ
レ
給
ヒ
普
明
国
師
ノ
塔
カ
鹿
王
院
ニ
建
テ
ラ
レ
タ
ル
例
ト
海
門
承
朝
ノ
御
入
寂
ノ
事
情
ト
ヲ
更
ニ

合
セ
考
フ
レ
ハ
︑
或
ハ
慶
寿
院
カ
長
慶
天
皇
ノ
御
座
所
タ
リ
シ
ニ
止
マ
ラ
ス
天
皇
ノ
崩
御
ノ
処
タ
ル
ト
同
時
ニ
斂
葬
ノ
処
タ
リ
シ

ト
モ
推
察
シ
得
ヘ
シ

長
慶
天
皇
が
大
覚
寺
で
崩
御
し
た
に
せ
よ
慶
寿
院
で
崩
御
し
た
に
せ
よ
︑
そ
の
主
張
に
確
た
る
学
問
的
な
論
拠
が
な
い
こ
と
を
︑

右
の
引
用
部
分
は
如
実
に
語
っ
て
い
る
︒
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論
点
四

し
か
も
︑
学
問
的
な
根
拠
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
議
論
の
道
筋
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
︑
続
く
論
点

四
に
つ
い
て
も
全
く
か
わ
り
が
な
い
︒
左
の
通
り
で
あ
る
︒

｢答
申
案
①
﹂

長
慶
天
皇
カ
慶
寿
院
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ス
レ
ハ
︑
志
玄
王
ヲ
慈
済
院
ニ
葬
リ
奉
リ
普
明
国
師
ノ
塔
ヲ
鹿
王
院
ニ
建

テ
タ
ル
等
ノ
例
ヨ
リ
推
シ
︑
又
海
門
薨
去
ノ
際
ノ
御
模
様
ヨ
リ
察
ス
ル
ニ
︑
長
慶
天
皇
奉
葬
ノ
御
場
所
ハ
崩
御
ノ
御
場
所
タ
ル
慶

寿
院
ノ
内
ナ
リ
ト
認
メ
奉
ル

｢答
申
案
②
﹂

長
慶
天
皇
カ
慶
寿
院
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ス
レ
ハ
︑
海
門
ヲ
慶
寿
院
ニ
志
玄
王
ヲ
慈
済
院
ニ
葬
リ
奉
リ
普
明
国
師
ノ

塔
ヲ
鹿
王
院
ニ
建
テ
タ
ル
等
ノ
例
ヨ
リ
推
シ
又
海
門
薨
去
ノ
際
ノ
御
模
様
ヨ
リ
察
ス
ル
ニ
︑
長
慶
天
皇
奉
葬
ノ
御
場
所
ハ
崩
御
ノ

御
場
所
タ
ル
慶
寿
院
ノ
内
ナ
リ
ト
認
メ
奉
ル

｢答
申
案
③
﹂

思
フ
ニ
長
慶
天
皇
ハ
大
覚
寺
ニ
在
セ
シ
カ
別
ニ
御
終
焉
ノ
所
ト
シ
テ
慶
寿
院
ヲ
営
ミ
給
ヒ
シ
カ
︑
未
タ
落
慶
ヲ
見
ル
ニ
至
ラ
ス
シ

テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
御
陵
ハ
御
遺
志
ヲ
奉
シ
テ
慶
寿
院
ニ
営
マ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヘ
シ

｢答
申
案
④
﹂

志
玄
王
ヲ
慈
済
院
ニ
塔
シ
普
明
国
師
ノ
塔
ヲ
鹿
王
院
ニ
建
テ
承
朝
ヲ
慶
寿
院
ニ
斂
メ
奉
リ
シ
コ
ト
等
当
時
ノ
例
ヨ
リ
見
テ
︑
天
皇

ノ
御
陵
カ
崩
御
ノ
御
場
所
タ
ル
慶
寿
院
ノ
内
ニ
営
マ
レ
タ
ル
コ
ト
モ
推
測
シ
得
ラ
レ

｢答
申
案
⑤
﹂

海
門
カ
同
院
ニ
止
住
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
モ
慶
寿
院
カ
御
父
長
慶
天
皇
ノ
御
陵
ヲ
置
カ
レ
タ
ル
所
ト
シ
テ
御
縁
故
特
ニ
深
キ
場
所
ナ

リ
シ
カ
故
ナ
リ
ト
解
セ
ラ
ル
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｢答
申
案
⑥
・
⑦
﹂

志
玄
王
カ
慈
済
院
ニ
斂
葬
セ
ラ
レ
給
ヒ
普
明
国
師
ノ
塔
カ
鹿
王
院
ニ
建
テ
ラ
レ
タ
ル
例
ト
海
門
承
朝
ノ
御
入
寂
ノ
事
情
ト
ヲ
更
ニ

合
セ
考
フ
レ
ハ
︑
或
ハ
慶
寿
院
カ
長
慶
天
皇
ノ
御
座
所
タ
リ
シ
ニ
止
マ
ラ
ス
天
皇
ノ
崩
御
ノ
処
タ
ル
ト
同
時
ニ
斂
葬
ノ
処
タ
リ
シ

ト
モ
推
察
シ
得
ラ
レ
ザ
ル
ニ
ア
ラ
ス

こ
の
よ
う
に
︑﹁
答
申
案
①
～
⑦
﹂
の
い
ず
れ
も
が
︑
慶
寿
院
が
長
慶
天
皇
陵
で
あ
る
こ
と
の
学
問
的
な
根
拠
な
ど
全
く
挙
げ
得

て
い
な
い
の
で
あ
る
︒﹁
答
申
案
①
・
②
﹂
が
﹁
認
メ
奉
ル
﹂
と
︑﹁
答
申
案
③
﹂
が
﹁
営
マ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヘ
シ
﹂
と
す
る
の
は

ま
だ
強
い
調
子
の
方
で
︑﹁
答
申
案
④
﹂
が
﹁
推
測
シ
得
ラ
レ
﹂
と
︑﹁
答
申
案
⑤
﹂
が
﹁
御
縁
故
特
ニ
深
キ
場
所
ナ
リ
シ
カ
故
ト
解

セ
ラ
ル
﹂
と
し
︑
さ
ら
に
﹁
答
申
案
⑥
・
⑦
﹂
が
﹁
斂
葬
ノ
処
タ
リ
シ
ト
モ
推
察
シ
得
ラ
レ
ザ
ル
ニ
ア
ラ
ス
﹂
と
す
る
の
に
至
っ
て

は
︑
も
は
や
︑
学
問
的
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
何
も
言
っ
て
い
な
い
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
︒

論
点
五

そ
れ
で
は
︑
論
点
五
に
つ
い
て
﹁
答
申
案
①
～
⑦
﹂
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
以
下
に
み
る
こ
と
に
し
た
い
︒

な
お
︑﹁
答
申
案
①
・
②
﹂
は
論
点
五
に
つ
い
て
特
に
言
及
が
な
い
︒

｢答
申
案
③
﹂

慶
寿
院
カ
長
慶
天
皇
御
終
焉
ノ
地
ト
シ
テ
営
マ
レ
タ
ル
所
ト
シ
且
ツ
御
陵
ヲ
置
カ
レ
タ
ル
所
ト
シ
テ
御
縁
故
特
ニ
深
キ
場
所
ナ
リ

シ
カ
故
ナ
リ
ト
解
セ
ラ
ル

｢答
申
案
④
﹂

天
皇
崩
御
ノ
御
場
所
ニ
就
キ
テ
右
ノ
如
ク
推
考
シ
得
ル
ト
ス
レ
ハ
︑
亀
山
天
皇
ヲ
初
メ
奉
リ
亀
山
天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
タ

ル
後
宇
多
天
皇
後
亀
山
天
皇
カ
嵯
峨
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
御
陵
モ
同
所
ニ
営
建
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヨ
リ
推
シ
テ
︑
等
シ
ク
亀

山
天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
嵯
峨
ノ
地
ニ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
長
慶
天
皇
ノ
御
陵
モ
亦
コ
ノ
地
ニ
営
マ
ル
ル
ハ
最
モ
自
然
ノ

コ
ト
ナ
リ
︑
又
志
玄
王
ヲ
慈
済
院
ニ
塔
シ
普
明
国
師
ノ
塔
ヲ
鹿
王
院
ニ
建
テ
承
朝
ヲ
慶
寿
院
ニ
斂
メ
奉
リ
シ
コ
ト
等
当
時
ノ
例
ヨ
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リ
見
テ
︑
天
皇
ノ
御
陵
カ
崩
御
ノ
御
場
所
タ
ル
慶
寿
院
ノ
内
ニ
営
マ
レ
タ
ル
コ
ト
モ
推
測
シ
得
ラ
レ
︑
承
朝
ハ
同
院
ニ
於
テ
御
父

天
皇
ノ
御
菩
提
ヲ
訪
ヒ
奉
リ
シ
如
ク
拝
察
セ
ラ
ル

｢答
申
案
⑤
﹂

亀
山
天
皇
ヲ
初
メ
奉
リ
亀
山
天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
タ
ル
後
宇
多
天
皇
後
亀
山
天
皇
カ
嵯
峨
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
御
陵

モ
嵯
峨
ニ
営
建
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヨ
リ
推
ス
ニ
︑
等
シ
ク
亀
山
天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
嵯
峨
ノ
地
ニ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル

長
慶
天
皇
ノ
御
陵
モ
亦
嵯
峨
ニ
営
マ
ル
ル
ハ
最
モ
自
然
ノ
コ
ト
テマ
マ

シ
テ
︑
長
慶
天
皇
ヲ
慶
寿
院
又
ハ
慶
寿
院
法
皇
ト
モ
申
シ
上
ケ

シ
コ
ト
建
内
記
嘉
吉
三
年
五
月
九
日
ノ
條
及
富
岡
本
新
葉
和
歌
集
応
永
三
十
二
年
師
成
親
王
ノ
御
奥
書
ニ
見
エ
︑
コ
ノ
御
称
謂
ヨ

リ
考
フ
レ
ハ
御
陵
ハ
嵯
峨
天
竜
寺
塔
頭
慶
寿
院
註
二
ノ
内
ニ
営
マ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
考
ヘ
ラ
ル
︑
蓋
シ
慶
寿
院
ナ
ル
御
称
謂
ハ
御
諡

号
ト
認
メ
難
ク
御
在
所
又
ハ
陵
所
ノ
名
称
ニ
拠
ル
御
称
謂
ト
認
ム
ヘ
ク
︑
而
シ
テ
長
慶
天
皇
ノ
御
在
所
ハ
大
覚
寺
ナ
リ
ト
認
メ
ラ

ル
ル
ニ
由
リ
慶
寿
院
ナ
ル
御
称
謂
ハ
御
陵
所
在
寺
院
ノ
名
称
ニ
拠
ル
モ
ノ
ト
考
フ
ル
ノ
他
ナ
シ
︑
慶
寿
院
ハ
天
竜
寺
所
蔵
応
永
三

十
三
年
書
写
ノ
応
永
鈞
命
絵
図
ニ
見
エ
長
慶
天
皇
皇
子
海
門
御
止
住
ノ
寺
院
ナ
リ
シ
コ
ト
看
聞
御
記
蔭
涼
軒
日
録
建
内
記
ニ
明
ニ

シ
テ
︑
海
門
カ
同
院
ニ
止
住
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
モ
慶
寿
院
カ
御
父
長
慶
天
皇
ノ
御
陵
ヲ
置
カ
レ
タ
ル
所
ト
シ
テ
御
縁
故
特
ニ
深
キ

場
所
ナ
リ
シ
カ
故
ナ
リ
ト
解
セ
ラ
ル

｢答
申
案
⑥
﹂

天
皇
︵
引
用
註
︑
長
慶
天
皇
︶
ノ
諸
皇
子
側
近
者
カ
後
亀
山
天
皇
ノ
京
都
還
幸
ノ
前
後
ニ
於
テ
入
洛
シ
タ
ル
コ
ト
ト
︑
嵯
峨
ノ
地

カ
亀
山
天
皇
ヲ
始
メ
奉
リ
亀
山
天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
タ
ル
後
宇
多
天
皇
後
亀
山
天
皇
ノ
御
座
所
並
ニ
御
陵
ノ
存
セ
ル
処
ナ

ル
コ
ト
ヲ
傍
証
ト
シ
テ
︑
長
慶
天
皇
モ
亦
元
中
九
年
後
亀
山
天
皇
ノ
御
入
京
前
後
ニ
於
テ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
テ
嵯
峨
ニ
御
座
ア

ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
認
メ
奉
リ
得
ベ
シ
︑
大
覚
寺
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
ハ
前
述
ノ
如
ク
推
考
ノ
難
ア
ル
モ
︑
慶
寿
院
ハ
長
慶
天
皇
ノ

皇
子
海
門
承
朝
カ
天
皇
ノ
崩
後
御
止
住
ア
ラ
セ
ラ
レ
︑
且
ツ
御
入
寂
ニ
際
シ
テ
ハ
特
ニ
コ
ノ
院
ニ
移
ラ
レ
シ
コ
ト
看
聞
御
記
蔭
涼

軒
日
録
建
内
記
等
ニ
見
エ
タ
レ
ハ
︑
慶
寿
院
ノ
御
称
号
ト
合
セ
考
ヘ
テ
慶
寿
院
ハ
長
慶
天
皇
御
入
洛
後
ノ
御
座
所
ニ
シ
テ
天
皇
ノ
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崩
後
皇
子
海
門
承
朝
カ
父
皇
ノ
御
遺
跡
ヲ
承
ケ
テ
御
止
住
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
解
シ
得
ラ
ル
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
︑
志
玄
王
カ
慈

済
院
ニ
斂
葬
セ
ラ
レ
給
ヒ
普
明
国
師
ノ
塔
カ
鹿
王
院
ニ
建
テ
ラ
レ
タ
ル
例
ト
海
門
承
朝
ノ
御
入
寂
ノ
事
情
ト
ヲ
更
ニ
合
セ
考
フ
レ

ハ
︑
或
ハ
慶
寿
院
カ
長
慶
天
皇
ノ
御
座
所
タ
リ
シ
ニ
止
マ
ラ
ス
天
皇
ノ
崩
御
ノ
処
タ
ル
ト
同
時
ニ
斂
葬
ノ
処
タ
リ
シ
ト
モ
推
察
シ

得
ラ
レ
ザ
ル
ニ
ア
ラ
ス

｢答
申
案
⑦
﹂

天
皇
︵
引
用
註
︑
長
慶
天
皇
︶
ノ
諸
皇
子
側
近
者
カ
後
亀
山
天
皇
ノ
京
都
還
幸
ノ
前
後
ニ
於
テ
入
洛
シ
タ
ル
コ
ト
ト
(註
)
︑
嵯
峨

ノ
地
カ
亀
山
天
皇
ヲ
始
メ
奉
リ
亀
山
天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
タ
ル
後
宇
多
天
皇
後
亀
山
天
皇
ノ
御
座
所
並
ニ
御
陵
ノ
存
セ
ル

処
ナ
ル
コ
ト
ヲ
傍
証
ト
シ
テ
︑
長
慶
天
皇
モ
亦
元
中
九
年
後
亀
山
天
皇
ノ
御
入
京
前
後
ニ
於
テ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
テ
嵯
峨
ニ
御

座
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
認
メ
奉
リ
得
ヘ
シ
︑
大
覚
寺
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
ハ
前
述
ノ
如
ク
推
考
ノ
難
ア
ル
モ
︑
慶
寿
院
ハ
長
慶
天

皇
ノ
皇
子
海
門
承
朝
カ
天
皇
ノ
崩
後
御
止
住
ア
ラ
セ
ラ
レ
︑
且
ツ
御
入
寂
ニ
際
シ
テ
ハ
特
ニ
コ
ノ
院
ニ
移
ラ
レ
シ
コ
ト
看
聞
御
記

蔭
涼
軒
日
録
建
内
記
等
ニ
見
エ
タ
レ
ハ
︑
慶
寿
院
ノ
御
称
号
ト
合
セ
考
ヘ
テ
慶
寿
院
ハ
長
慶
天
皇
御
入
洛
後
ノ
御
座
所
ニ
シ
テ
︑

天
皇
ノ
崩
後
皇
子
海
門
承
朝
カ
コ
コ
ニ
御
止
住
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
同
所
カ
父
皇
ノ
御
遺
跡
ニ
シ
テ
又
御
菩
提
所
ナ
リ
シ
ニ
因
ル

モ
ノ
ト
解
シ
得
ラ
ル
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
︑
志
玄
王
カ
慈
済
院
ニ
斂
葬
セ
ラ
レ
給
ヒ
普
明
国
師
ノ
塔
カ
鹿
王
院
ニ
建
テ
ラ
レ
タ
ル
例
ト

海
門
承
朝
ノ
御
入
寂
ノ
事
情
ト
ヲ
更
ニ
合
セ
考
フ
レ
ハ
︑
或
ハ
慶
寿
院
カ
長
慶
天
皇
ノ
御
座
所
タ
リ
シ
ニ
止
マ
ラ
ス
天
皇
ノ
崩
御

ノ
処
タ
ル
ト
同
時
ニ
斂
葬
ノ
処
タ
リ
シ
ト
モ
推
察
シ
得
ヘ
シ

こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
︑
例
え
ば
﹁
答
申
案
③
﹂
に
﹁
御
縁
故
特
ニ
深
キ
﹂
と
︑﹁
答
申
案
④
﹂
に
﹁
亀
山
天
皇
ヲ
初
メ
奉
リ
亀

山
天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
タ
ル
後
宇
多
天
皇
後
亀
山
天
皇
カ
嵯
峨
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
御
陵
モ
同
所
ニ
営
建
セ
ラ
レ
タ
ル

コ
ト
ヨ
リ
推
シ
テ
︑
等
シ
ク
亀
山
天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
嵯
峨
ノ
地
ニ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
長
慶
天
皇
ノ
御
陵
モ
亦
コ
ノ
地

ニ
営
マ
ル
ル
ハ
最
モ
自
然
ノ
コ
ト
ナ
リ
﹂
と
︑﹁
答
申
案
⑥
﹂
に
﹁
天
皇
︵
引
用
註
︑
長
慶
天
皇
︶
ノ
崩
御
ノ
処
タ
ル
ト
同
時
ニ
斂

葬
ノ
処
タ
リ
シ
ト
モ
推
察
シ
得
ラ
レ
ザ
ル
ニ
ア
ラ
ス
﹂
等
と
あ
る
よ
う
に
︑
学
問
上
の
検
証
に
耐
え
得
る
確
た
る
根
拠
は
な
い
こ
と
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を
前
提
に
し
た
上
で
の
推
論
で
あ
る
︒
推
論
と
言
っ
て
悪
け
れ
ば
︑
次
善
の
策
と
で
も
言
え
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
と
も
こ

の
よ
う
な
﹁
答
申
案
﹂
は
︑
宮
内
大
臣
に
よ
る
﹁
諮
問
第
一
号
﹂(
)︑

つ
ま
り
︑﹁
御
陵
︵
引
用
註
︑
長
慶
天
皇
陵
︶
考
証
上
ノ
手
懸
カ

16

リ
サ
ヘ
発
見
ス
ル
ノ
至
難
ナ
ル
ヲ
感
ズ
ル
状
態
ナ
ル
ニ
依
リ
長
慶
天
皇
ノ
陵
ニ
関
ス
ル
根
本
的
ナ
ル
調
査
考
証
ノ
方
法
及
ビ
結
果
ニ

付
諮
問
ス
ル
所
ナ
リ
﹂(
)
と
の
﹁
諮
問
﹂
に
対
す
る
︑
あ
る
意
味
で
極
め
て
優
良
な
﹁
答
申
﹂
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
案
文
と
し
て

17

評
価
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
仮
に
こ
の
よ
う
な
内
容
の
﹁
答
申
﹂
が
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
委
員
長
の
名

に
お
い
て
宮
内
大
臣
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
宮
内
大
臣
が
天
皇
に
対
し
て
長
慶
天
皇
陵
の
治

定
を
仰
ぐ
た
め
の
手
順
は
一
歩
確
実
に
進
む
の
で
あ
る
︒

｢

答
申
案
⑥
﹂
と
﹁
答
申
案
⑦
﹂

と
は
言
い
な
が
ら
︑
右
の
視
点
か
ら
﹁
答
申
案
①
～
⑦
﹂
を
具
に
検
討
し
て
み
る
と
︑
そ
れ
ら
は
決
し
て
単
な
る
文
言
や
表
現
の

調
整
等
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
立
脚
点
か
ら
異
な
る
﹁
答
申
案
﹂
が
︑﹁
答
申
案
①
～
⑦
﹂
の
中
に
は
含

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
は
﹁
答
申
案
⑥
﹂
と
﹁
答
申
案
⑦
﹂
で
あ
る
︒﹁
答
申
案
⑥
﹂
と
﹁
答
申
案
⑦
﹂
は
︑
七
点
の
﹁
答
申
案
﹂
の
中
で
特
筆
す

べ
き
特
色
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
︒

ま
ず
﹁
答
申
案
⑥
﹂
の
起
草
者
に
つ
い
て
で
あ
る
︒﹁
答
申
案
⑥
﹂
は
﹁
龍
委
員
私
案
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
他
の
﹁
答

申
案
﹂
の
中
に
︑
個
々
の
委
員
に
よ
る
﹁
私
案
﹂
と
さ
れ
た
も
の
は
な
い
︒

｢龍
委
員
﹂︑
す
な
わ
ち
龍
粛
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
︒
こ
こ
で
要
点
を
繰
り
返
せ
ば
︑
龍
粛
は
︑
昭
和
十
年
十
月
二
十
五
日

に
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
事
務
嘱
託
と
な
り
︑
昭
和
十
三
年
十
二
月
に
印
刷
さ
れ
た
﹃
長
慶
天
皇
側
近
者
事
蹟
研
究
資
料
﹄
の
編
纂

に
携
わ
り
︑
昭
和
十
四
年
六
月
三
十
日
に
は
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
委
員
と
な
っ
た
︒﹁
龍
委﹅

員﹅

私
案
﹂︵
傍
点
引
用
者
︶
と
さ
れ
る

﹁
答
申
案
⑥
﹂
は
年
月
日
を
欠
く
が
︑
当
然
︑
龍
粛
が
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
委
員
と
な
っ
た
昭
和
十
四
年
六
月
三
十
日
以
降
の
も

の
で
あ
る
︒
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ま
た
︑﹁
答
申
案
⑥
﹂
は
︑
慶
寿
院
を
真
の
長
慶
天
皇
陵
と
す
る
﹁
明
證
﹂
が
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
︑
明
確
に
言
い
切
っ
て

い
る
︒
次
の
通
り
で
あ
る
︒

｢答
申
案
⑥
﹂

(引
用
註
︑
慶
寿
院
は
︶
天
皇
ノ
御
陵
所
タ
ル
明
証
ハ
未
タ
得
ル
ノ
由
ナ
シ
ト
雖
モ
︑
天
皇
ノ
御
晩
年
ニ
於
ケ
ル
由
緒
ノ
最
モ
深

キ
処
ナ
レ
ハ
︑
現
下
長
慶
天
皇
ノ
御
陵
所
ヲ
御
治
定
相
成
ル
ベ
キ
ニ
於
テ
ハ
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
天
竜
寺
角
倉
町
ノ
慶
寿
院
阯
ヲ

以
テ
セ
ラ
ル
ル
ヲ
最
モ
適
当
ト
認
ム
ル
次
第
ナ
リ

つ
ま
り
︑
長
慶
天
皇
陵
の
治
定
を
仰
ぐ
べ
き
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
︑
慶
寿
院
が
長
慶
天
皇
の
遺
骸
が
眠
る
所
で
あ
る
こ
と
の
明

証
が
な
く
て
も
︑
そ
こ
が
長
慶
天
皇
に
と
っ
て
﹁
由
緒
ノ
最
モ
深
キ
処
﹂
で
さ
え
あ
れ
ば
︑
そ
こ
が
長
慶
天
皇
陵
と
し
て
最
も
適
当

で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
︒

次
に
︑﹁
答
申
案
⑦
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
︒﹁
答
申
案
⑦
﹂
に
は
ふ
た
つ
の
大
き
な
特
色
が
あ
る
︒
ひ
と
つ
に
は
﹁
昭
和
十
五
年
十

二
月
二
十
六
日
﹂
と
の
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
︑
も
う
ひ
と
つ
に
は
東
京
大
学
法
学
部
附
属
近
代
日
本
法
政
史
料
セ

ン
タ
ー
原
資
料
部
近
代
立
法
過
程
研
究
会
収
集
文
書
岡
本
愛
祐
関
係
文
書
の
標
題
を
﹁
所
謂
擬
陵
ノ
問
題
﹂
と
す
る
簿
冊(
)
に
︑﹁
答

18

申
案
⑦
﹂
と
ほ
ぼ
同
一
の
文
書
が
﹁
答
申
﹂
と
し
て
収
め
ら
れ
︵﹁
案
﹂
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
︑﹁
答
申
︵
岡
本
文
書
︶﹂
と

い
う
︶︑
そ
こ
に
は
﹁
昭
和
十
五
年
十
二
月
廿
三
日
﹂
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
に
し
て
も
︑
こ
の
簿
冊
の
標
題
に
﹁
擬
陵
﹂
と

あ
る
の
は
い
か
に
も
印
象
的
で
あ
る
︒﹁
擬
﹂
と
は
﹁
な
ぞ
ら
え
る
﹂
と
の
意
で
あ
る
か
ら
︑﹁
擬
陵
﹂
と
あ
れ
ば
そ
れ
は
正
し
く
は

﹁
陵
﹂
で
は
な
い
筈
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
一
体
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
﹁
答
申
案
⑦
﹂
と
ほ
ぼ
同
一
の
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
簿
冊

の
標
題
に
﹁
擬
陵
﹂
と
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
も
っ
と
も
岡
本
愛
祐
が
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
委
員
と
な
っ
た
の
は
︑
昭
和
十
六
年

四
月
一
日
で
あ
る(
)
か
ら
︑
少
な
く
と
も
岡
本
愛
祐
が
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
委
員
と
し
て
︑
こ
の
﹁
答
申
︵
岡
本
文
書
︶﹂
な
り

19

﹁
擬
陵
﹂
な
り
の
審
議
に
携
わ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
︒﹁
答
申
︵
岡
本
文
書
︶﹂
も
史
料
編
に
史
料
八
と
し
て
収
載
し
た
︒

右
の
﹁
答
申
案
①
～
⑦
﹂
を
通
覧
す
る
と
︑﹁
答
申
案
①
～
⑦
﹂
に
あ
っ
て
は
︑
も
は
や
慶
寿
院
阯
を
長
慶
天
皇
陵
と
し
て
治
定
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を
仰
ぐ
に
当
っ
て
︑
慶
寿
院
址
が
長
慶
天
皇
の
遺
骸
を
納
め
た
真
陵
で
あ
る
こ
と
の
学
問
的
な
根
拠
の
有
無
に
つ
い
て
の
議
論
は
問

題
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
︒﹁
答
申
案
③
～
⑦
﹂
は
︑
そ
の
間
隙
を
﹁
御
縁
故
﹂︵﹁
答
申
案
③
・
⑦
﹂︶・﹁
推
測
﹂

︵﹁
答
申
案
④
﹂︶・﹁
推
ス
﹂︵﹁
答
申
案
⑤
﹂︶・﹁
最
モ
自
然
ノ
コ
ト
﹂︵﹁
答
申
案
⑤
﹂︶・﹁
推
察
﹂︵
答
申
案
⑥
・
⑦
﹂︶
等
の
文
言
で

埋
め
て
は
い
る
が
︑
こ
う
な
っ
て
し
ま
え
ば
︑
そ
こ
に
遺
骸
が
納
め
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
︑
そ
こ
が
天
皇
陵
で
あ

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
は
︑
別
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
の
﹁
擬
陵
﹂
と
は
何
な
の
か
︒
次
に
取
り
組
ま

れ
る
べ
き
課
題
は
ま
さ
に
こ
の
﹁
擬
陵
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

お
わ
り
に

｢答
申
案
⑦
﹂
と
ほ
ぼ
同
文
の
﹁
答
申
︵
岡
本
文
書
︶﹂
が
︑﹁
所
謂
擬
陵
ノ
問
題
﹂
と
の
標
題
の
簿
冊
に
綴
り
込
ま
れ
て
い
た
こ

と
は
︑
本
稿
に
お
い
て
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
お
け
る
長
慶
天
皇
陵
に
つ
い
て
の
調
査
・
審
議
を
考
察
す
る
に
際
し
て
の
主
要
な

史
料
と
し
て
︑﹁
答
申
案
①
～
⑦
﹂
を
取
り
上
げ
た
こ
と
の
帰
結
と
し
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒﹁
答

申
案
①
～
⑦
﹂
か
ら
﹁
答
申
︵
岡
本
文
書
︶﹂
を
経
て
︑
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
委
員
長
か
ら
宮
内
大
臣
へ
答
申
さ
れ
た
こ
と
の
内

容
は
︑
ま
さ
に
﹁
擬
陵
﹂
の
ひ
と
言
に
集
約
さ
れ
る
べ
き
性
向
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
擬
陵
﹂
と
い
う
概
念
は
︑
長
慶
天
皇
陵
治
定
へ
向
け
て
の
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
お
け
る
調
査
・
審
議
︑
ま

た
︑
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
委
員
長
に
よ
る
宮
内
大
臣
へ
の
﹁
答
申
﹂︑
さ
ら
に
は
昭
和
天
皇
に
よ
る
裁
可
と
い
っ
た
長
慶
天
皇
陵

の
治
定
へ
向
け
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
に
あ
っ
て
︑
ま
さ
に
中
核
に
据
え
ら
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
こ
の
﹁
擬

陵
﹂
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
手
掛
か
り
を
︑
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
委
員
長
か
ら
宮
内
大
臣
に
宛
て
ら
れ
る
べ
く
作
成
さ
れ
た
七

点
の
﹁
答
申
案
﹂︑
ま
た
﹁
答
申
︵
岡
本
文
書
︶﹂
か
ら
論
点
を
探
り
出
す
べ
く
取
り
組
み
得
た
に
過
ぎ
な
い
︒
長
慶
天
皇
陵
の
治
定

を
め
ぐ
る
問
題
の
中
に
﹁
擬
陵
﹂
を
正
確
に
位
置
付
け
る
た
め
の
作
業
の
全
体
を
想
定
す
れ
ば
︑
本
論
文
の
成
果
は
そ
の
第
一
歩
を
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踏
み
出
し
た
問
題
提
起
と
位
置
付
け
る
こ
と
は
で
き
て
も
︑
決
し
て
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
︒
引
き
続
き
︑﹁
擬
陵
﹂
と
長
慶

天
皇
陵
治
定
の
問
題
を
解
明
す
る
べ
く
歩
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
︒

註(�
)
宮
内
庁
公
文
書
館
所
蔵
︒
後
述
︒

( 
)
拙
稿
﹁
大
正
十
五
年
﹃
皇
室
陵
墓
令
﹄
成
立
の
経
緯
﹂︵
歴
史
学
会
﹃
史
潮
﹄
新
六
十
三
号
︑
二
〇
〇
八
年
五
月
︶︒

("
)
『明
治
天
皇
紀
﹄
明
治
四
十
五
年
七
月
三
十
日
条
︹
附
載
︺
八
月
六
日
条
︵﹃
明
治
天
皇
紀
第
十
二
﹄︹
吉
川
弘
文
館
︑
昭
和
五
十
年
十
二
月
︺
八

三
〇
～
一
頁
︶︒

(#
)
拙
著
﹃
事
典
陵
墓
参
考
地
︱
も
う
ひ
と
つ
の
天
皇
陵
︱
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
五
年
七
月
︶
一
六
九
～
七
三
頁
︒

($
)
前
稿
一
六
五
～
七
四
頁
︒

(�
)
前
稿
一
六
五
～
七
四
頁
︒

(f
)
前
稿
一
五
二
～
六
頁
︒

(g
)
前
稿
一
四
五
～
六
頁
︒

(h
)
こ
れ
は
︑
昭
和
十
三
年
十
二
月
に
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
に
よ
り
印
刷
さ
れ
て
い
る
︵
昭
和
十
三
年
七
月
の
龍
粛
に
よ
る
﹁
凡
例
﹂
を
掲
載
す

る
︶︒

(
)
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
は
前
稿
︵
一
六
三
～
四
頁
︶
で
触
れ
た
︒

10(
)
丸
山
二
郎
﹁
黒
板
勝
美
博
士
の
年
譜
と
業
績
﹂︵
黒
板
博
士
記
念
会
編
﹃
古
文
化
の
保
存
と
研
究
﹄︹
昭
和
二
十
八
年
二
月
︺︶
四
九
九
～
五
〇
〇

11

頁
︒

(
)
｢西
田
直
二
郎
先
生
略
年
譜
﹂︵
古
代
学
協
会
編
﹃
西
田
先
生
頌
寿
記
念
日
本
古
代
史
論
叢
﹄︹
吉
川
弘
文
館
︑
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
︺︶
八
〇

12

九
頁
︒

(
)
｢龍
粛
先
生
略
年
譜
﹂︵﹃
石
田
和
田
龍
山
中
四
先
生
頌
寿
記
念
史
学
論
文
集
﹄︹
日
本
大
学
史
学
会
︑
昭
和
三
十
七
年
十
月
︺︶
三
十
頁
︒
こ
れ
に

13
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続
け
て
︑
昭
和
十
九
年
二
月
二
十
九
日
に
﹁
終
了
﹂
と
あ
る
︒

(
)
｢相
田
二
郎
履
歴
﹂︵
日
本
歴
史
地
理
学
会
﹃
歴
史
地
理
﹄︹
昭
和
三
十
三
年
七
月
︑
第
八
十
八
巻
第
四
号
︺
六
十
八
頁
︒
同
じ
く
﹁
相
田
二
郎
履

14

歴
﹂
は
︑﹁
宮
内
省
臨
時
陵
墓
調
査
の
た
め
の
出
張
一
覧
﹂
と
し
て
︑
昭
和
十
一
年
～
十
五
年
の
出
張
の
詳
細
を
記
す
︵﹃
歴
史
地
理
﹄
昭
和
三

十
三
年
七
月
︑
七
十
頁
︶︒

(
)
｢答
申
案
③
・
⑤
﹂
は
︑
論
点
二
に
つ
い
て
引
用
し
た
部
分
に
﹁
註
﹂
を
つ
け
る
︒
長
慶
天
皇
が
洛
西
嵯
峨
で
崩
御
す
る
前
提
と
し
て
︑
長
慶
天

15

皇
は
入
洛
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑﹁
答
申
案
③
・
⑤
﹂
の
﹁
註
﹂
は
︑
い
ず
れ
も
長
慶
天
皇
の
入
洛
は
決
し
て
不
自
然
で
な
い
こ
と
を

傍
証
す
る
史
料
を
挙
げ
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
こ
と
を
逆
に
言
え
ば
︑
長
慶
天
皇
の
入
洛
を
裏
付
け
る
史
料
が
存
し
な
い
こ
と
の
証
明

で
も
あ
る
︒

(
)
『臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
書
類
及
資
料
一
﹄︒
前
稿
一
四
三
頁
︒

16(
)
前
稿
一
四
三
頁
︒

17(
)
岡
本
愛
祐
関
係
文
書
第
一
部

︱

︒

18

6

20

(
)
『自
昭
和
十
年
至
同
十
八
年
職
員
録
臨
時
陵
墓
調
査
委
員
会
﹄︑
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
︵
六
二
四
三
三
︶︒

19

史
料
編

凡
例

適
宜
句
点
を
補
っ
た
︒
但
し
︑
原
史
料
に
あ
る
句
点
に
つ
い
て
は
︑﹁
︑マ
マ

﹂
と
し
た
︒
字
体
は
原
史
料
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
旨

と
し
た
︒
従
っ
て
︑
同
じ
史
料
の
中
で
同
じ
字
で
あ
っ
て
も
︑
原
史
料
が
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
異
な
る
字
体
の
場
合
が
あ
る
︒

史
料
一
﹁
答
申
案
①
﹂

極
秘
㊙

曩
ニ
審
議
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
諮
問
第
一
號
長
慶
天
皇
ノ
陵
ハ
如
何
ニ
調
査
考
證
ス
ヘ
キ
ヤ
ノ
件
ニ
付
イ
テ
ハ
︑
黒
板
辻
芝
荻
野
西
田
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龍
各
委
員
ヲ
以
テ
小
委
員
會
ヲ
組
織
シ
鋭
意
調
査
ニ
努
ム
ル
ト
共
ニ
委
員
長
各
委
員
ハ
實
地
ニ
就
キ
テ
調
査
シ
︑
更
ニ
一
昨
年
以
来

全
力
ヲ
本
件
ニ
集
中
シ
テ
全
員
之
カ
調
査
審
議
ニ
專
心
シ
之
カ
爲
ニ
小
委
員
會
及
総
會
ヲ
重
ヌ
ル
コ
ト
前
後
三
十
數
回
ニ
及
ヘ
リ
︑

其
間
マ
ツ
別
紙
乙
記
載
ノ
如
ク
調
査
方
針
ヲ
決
定
シ
︑
之
ニ
基
キ
テ
或
ハ
各
委
員
之
カ
調
査
ニ
當
リ
又
別
ニ
嘱
託
ヲ
置
キ
社
寺
諸
家

等
ノ
方
面
ニ
亘
リ
テ
資
料
ヲ
蒐
集
シ
以
テ
調
査
ノ
周
到
ヲ
期
シ
タ
リ
︑
而
シ
テ
其
調
査
ノ
結
果
長
慶
天
皇
ノ
御
動
静
ヲ
覗
ヒ
奉
ル
ヘ

キ
地
域
ハ
大
ニ
限
局
セ
ラ
ル
︑
依
テ
住
吉
行
宮
阯
天
野
行
宮
阯
榮
山
行
宮
阯
觀
心
寺
及
嵯
峨
慶
壽
院
阯
ノ
中
ニ
就
キ
テ
更
ニ
全
員
愼

重
ニ
審
議
ヲ
重
ネ
タ
ル
結
果
︑
長
慶
天
皇
ハ
嵯
峨
慶
壽
院
ニ
於
テ
崩
御
コ
ヽ
ニ
葬
リ
奉
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
レ
︑
且
同
所
ハ
長
慶

天
皇
ノ
皇
子
憲
明
王
海
門
承
朝
御
止
住
ノ
場
所
ニ
シ
テ
長
慶
天
皇
ノ
御
菩
提
ノ
所
ト
認
メ
ラ
ル
ヽ
ニ
由
リ
︑
右
慶
壽
院
阯
ヲ
陵
所
ト

定
メ
ラ
レ
以
テ
長
慶
天
皇
ノ
御
皇
靈
ヲ
安
ン
シ
奉
リ
國
民
ノ
崇
敬
ノ
場
所
ト
定
メ
ラ
ル
ヽ
ヲ
適
當
ナ
リ
ト
認
メ
︑
茲
ニ
理
由
書
別
紙

甲

相
具
シ
及
答
申
候
也

年

月

日

委

員

長

宮

内

大

臣

理

由

書

謹
ン
テ
按
ス
ル
ニ
︑
長
慶
天
皇
御
名
ハ
寛
成
第
九
十
七
代
後
村
上
天
皇
ノ
皇
子
ニ
マ
シ
マ
シ
御マ
マ

村
上
天
皇
ノ
御
後
ヲ
受
ケ
サ
セ
ラ
レ

テ
大
統
ヲ
継
キ
給
ヒ
御
禪
譲
ノ
後
太
上
天
皇
ノ
尊
號
ヲ
受
ケ
サ
セ
給
ヘ
リ
︑
シ
カ
ル
ニ
御
晩
年
ノ
御
事
蹟
ヲ
傳
フ
ル
モ
ノ
甚
タ
稀
ナ

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
︑
既
ニ
元
中
八
年
ノ
頃
九
州
ノ
宮
方
ノ
間
ニ
於
テ
モ
天
皇
ノ
御
動
静
詳
カ
ナ
ラ
サ
ル
有
様
ニ
シ
テ
︑
崩
御
ニ
就
キ
テ

モ
末
書
ヲ
除
ケ
ハ
之
ヲ
傳
フ
ル
モ
ノ
纔
ニ
大
乘
院
日
記
目
録
應
永
元
年
ノ
條
ニ
八
月
一
日
崩
御
ノ
記
事
ヲ
發
見
ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
ナ

リ大
乘
院
日
記
目
録
ハ
奈
良
興
福
寺
大
乘
院
ノ
日
記
其
他
ノ
記
錄
類
ノ
中
ヨ
リ
其
要
ヲ
採
リ
輯
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
︑
其
所
傳
ハ
他
ノ

確
實
ナ
ル
史
料
ノ
之
ト
抵
觸
ス
ル
モ
ノ
ア
ラ
サ
ル
限
リ
之
ニ
信
ヲ
措
キ
テ
可
ナ
リ
ト
認
メ
ラ
ル
︑
固
ヨ
リ
同
書
ニ
ハ
記
事
ノ
紛
乱
混
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淆
ノ
指
摘
シ
得
ル
所
ア
リ
ト
雖
︑

長
慶
天
皇
ノ
崩
御
ニ
関
ス
ル
記
事
ニ
於
テ
ハ
其
錯
雜
ヲ
指
摘
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
︑

其
記
事
ハ
長
慶
天
皇
カ
元
中
六
年
正
月
仙
洞
ト
シ
テ
在
セ
シ
コ
ト
ヲ
傳
フ
ル
耕
雲
千
首
奥
書
及
長
慶
天
皇
カ
應
永
三
年
二
月
十
七
日

以
前
ニ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
傳
フ
ル
仙
源
抄
奥
書
ト
抵
觸
ス
ル
所
ナ
シ
︑
依
テ
大
乘
院
日
記
目
録
應
永
元
年
ノ
條
ニ
﹁
八

月
一
日
︑マ
マ

大
覺
寺
法
皇
崩
︑マ
マ
五
十

二

號
長
慶
院
﹂
ト
ア
ル
ニ
據
リ
テ
︑
長
慶
天
皇
ノ
崩
御
ハ
應
永
元
年
八
月
一
日
ナ
リ
ト
認
ム
ル
ヘ
キ

モ
ノ
ト
ス

而
シ
テ
長
慶
天
皇
崩
御
ノ
御
場
所
ハ
前
引
日
記
目
録
ニ
﹁
大
覺
寺
法
皇
崩
﹂
ト
ア
ル
ニ
據
リ
テ
洛
西
嵯
峨
ナ
リ
ト
認
メ
ラ
ル
︑
盖
シ

右
ノ
大
乘
院
日
記
目
録
ノ
文
ハ
︑
南
山
ヨ
リ
還
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
天
皇
カ
嵯
峨
大
覺
寺
ニ
入
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
事
實
ヲ
記
憶
ニ

存
セ
ル
筆
者
カ
長
慶
天
皇
崩
御
ノ
コ
ト
ヲ
傳
聞
シ
︑
長
慶
院
法
皇
崩
ト
書
ク
ヘ
キ
所
ヲ
﹁
大
覺
寺
法
皇
崩
﹂
ト
書
キ
留
メ
タ
ル
記
録

ニ
據
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
ク
︑
長
慶
天
皇
カ
嵯
峨
ノ
地
ヲ
遠
ク
離
レ
タ
ル
所
ニ
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
シ
ナ
ラ
ハ
之
ヲ
大
覺
寺
法
皇

ト
書
キ
付
ケ
ル
理
ア
ラ
サ
ル
ニ
由
リ
︑
コ
ヽ
ニ
長
慶
天
皇
ノ
崩
御
ヲ
﹁
大
覺
寺
法
皇
崩
﹂
ト
記
シ
奉
リ
タ
ル
ハ
長
慶
天
皇
カ
嵯
峨
ニ

於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
傳
フ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
シ
︑
而
シ
テ
嵯
峨
ニ
於
ケ
ル
崩
御
ノ
御
場
所
ハ
大
乘
院
日
記
目
録
ニ

﹁
大
覺
寺
法
皇
崩
﹂
ト
ア
ル
ヲ
以
テ
大
覺
寺
ナ
リ
ト
モ
解
セ
ラ
ル
ヽ
モ
︑
御
稱
謂
ヨ
リ
考
フ
レ
ハ
天
龍
寺
塔
頭
慶
壽
院
ナ
リ
ト
推
測

セ
ラ
ル
︑
建
内
記
嘉
吉
三
年
五
月
九
日
皇
子
海
門
薨
去
ノ
條
及
旧
富
岡
本
新
葉
和
歌
集
應
永
三
十
二
年
師
成
親
王
ノ
御
奥
書
ニ
慶
壽

院
又
ハ
慶
壽
院
法
皇
ト
ア
リ
テ
︑
長
慶
天
皇
ヲ
慶
壽
院
法
皇
ト
記
シ
奉
ル
ハ
天
皇
カ
慶
壽
院
ニ
在
セ
シ
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
モ
ノ
ト
云
フ

ヘ
ク
︑
シ
カ
レ
ハ
長
慶
天
皇
ハ
此
院
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
申
ス
ヘ
キ
ナ
リ
︑
慶
壽
院
ハ
天
龍
寺
所
藏
應
永
三
十
三
年
書

冩
ノ
應
永
鈞
命
繪
圖
ニ
見
エ
長
慶
天
皇
皇
子
海
門
御
止
住
ノ
寺
院
ナ
リ
シ
コ
ト
看
聞
御
記
蔭
涼
軒
目マ
マ

録
建
内
記
ニ
明
ニ
シ
テ
︑
海
門

カ
同
院
ニ
於
テ
御
父
天
皇
ノ
御
菩
提
ヲ
訪
ヒ
奉
リ
シ
コ
ト
ハ
推
測
シ
易
キ
所
ナ
ル
カ
︑
建
内
記
嘉
吉
三
年
五
月
九
日
ノ
條
ニ
﹁
可
退

鹿
苑
之
由
懇
望
之
處
︑マ
マ

不
可
依
所
勞
之
由
︑
管
領
計
申
之
︑マ
マ

然
危
急
今
日
向
嵯
峨
慶
壽
院
即
入
滅
云
々
﹂
ト
ア
リ
テ
海
門
カ
御
病
危

篤
ニ
及
ヒ
態
々
慶
壽
院
ニ
向
ハ
レ
同
院
ニ
於
テ
薨
去
ア
リ
タ
ル
コ
ト
モ
︑
長
慶
天
皇
カ
此
院
ニ
在
シ
此
院
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ

タ
リ
ト
解
シ
テ
初
メ
テ
理
解
シ
得
ヘ
シ
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長
慶
天
皇
カ
慶
壽
院
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ス
レ
ハ
︑
志
玄
王
ヲ
慈
済
院
ニ
葬
リ
奉
リ
普
明
國
師
ノ
塔
ヲ
鹿
王
院
ニ
建
テ

タ
ル
等
ノ
例
ヨ
リ
推
シ
︑
又
海
門
薨
去
ノ
際
ノ
御
模
様
ヨ
リ
察
ス
ル
ニ
︑
長
慶
天
皇
奉
葬
ノ
御
場
所
ハ
崩
御
ノ
御
場
所
タ
ル
慶
壽
院

ノ
内
ナ
リ
ト
認
メ
奉
ル

或
ハ
︑
長
慶
天
皇
御
入
洛
ア
リ
而
シ
テ
京
洛
ニ
近
キ
所
ニ
於
テ
崩
御
ア
リ
タ
リ
ト
ス
レ
ハ
之
ニ
関
ス
ル
記
録
ノ
傳
ハ
ラ
サ
ル
コ
ト
ナ

シ
︑
シ
カ
ル
ニ
斯
ノ
如
キ
史
料
ナ
キ
ヲ
以
テ
奉
葬
ノ
地
ハ
嵯
峨
ニ
求
ム
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
ト
云
フ
者
ア
ル
ヘ
シ
︑
シ
カ
レ
ト
モ
上
掲
大

乘
院
日
記
目
録
ノ
記
事
ノ
存
ス
ル
以
上
ハ
長
慶
天
皇
カ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
事
實
及
洛
西
ノ
地
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル

事
實
ヲ
傳
ヘ
タ
ル
史
料
ナ
シ
ト
云
フ
ヘ
カ
ラ
ス
︑
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
長
慶
天
皇
ノ
皇
子
ニ
シ
テ
其
御
事
歴
ノ
徴
シ
得
ラ
ル
ヽ
御
方
ハ
︑
元

中
九
年
閏
十
月
後
亀
山
天
皇
御
歸
洛
以
前
カ
少
ク
ト
モ
其
直
後
ニ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
︑
即
チ
皇
子
尊
聖
ハ
滿
済
准
后
日
記
正

長
二
年
二
月
二
十
五
日
ノ
条
ニ
﹁
勧
修
寺

(尊
聖
)

僧
正
轉
大
事
今
日
勅
許
○
中

略

當
年
五
十
五
歳
︑マ
マ

法
臈
卅
九
臈
也
﹂
ト
ア
リ
︑マ
マ

又
金
剛
頂
無

上
正
宗
傳
燈
広
錄
後
編
勸
修
寺
大
僧
正
尊
聖
傳
ニ
﹁
入
大
僧
正
之
室
而
出

(勸
修
寺
尊
興
大
僧
正
)

家
﹂
ト
ア
リ
テ
元
中
八
年
勸
修
寺
ニ
於
テ
御
出
家
ア
リ
タ

ル
ニ
由
リ
︑
其
御
入
洛
ハ
之
ヨ
リ
更
ニ
早
キ
モ
ノ
ト
考
ヘ
ラ
ル
︑
又
皇
子
行
悟
ハ
吹
上
本
帝
王
系
圖
挿
紙
ニ
﹁
円
滿
院
明
徳
三
十
二

廿
七
入
室
御
出
家
戒
師
定
助
僧
正
灌
頂
ト
ア
リ
︑
三
井
寺
灌
頂
脉
譜
ニ
﹁
行
悟
年
廿
二

戒

七

應
永
五
︱(年
)
四
︱(月
)
十
四
︱(日
)
一
身
阿
︱
︱
︱

(闍
梨
口
)

﹂
ト

ア
リ
テ
元
中
九
年
十
二
月
三
井
寺
円
滿
院
ニ
御
入
室
ア
リ
タ
ル
ニ
由
リ
其
入
洛
ハ
是
ヨ
リ
早
キ
コ
ト
勿
論
ナ
リ
︑
皇
子
海
門
マ
マ

ニ
就

イ
テ
ハ
御
入
洛
御
出
家
ノ
年
次
ヲ
詳
ニ
セ
サ
ル
モ
康
富
記
嘉
吉
三
年
五
月
十
四
日
ノ
條
ニ
﹁
海
門
去
十
日
暁
入
滅
七
十
餘

云
々

﹂
ト
ア
リ
︑

之
ニ
據
リ
テ
假
ニ
嘉
吉
三
年
御
年
七
十
歳
ナ
リ
ト
シ
テ
逆
算
ス
レ
ハ
元
中
九
年
ハ
御
年
十
九
尊
聖
ハ
十
七
歳
行
悟
ハ
十
六
歳
ニ
シ
テ

御
出
家
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヨ
リ
推
セ
ハ
海
門
ノ
御
入
洛
御
出
家
ハ
元
中
九
年
以
前
ナ
ル
ヘ
シ
︑
斯
ノ
如
ク
皇
子
方
カ
後
亀
山
天
皇
御
歸

洛
以
前
カ
少
ク
ト
モ
其
直
後
ニ
御
入
洛
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ハ
︑
長
慶
天
皇
カ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
傳
フ
ル
大
乘
院
日
記
目

録
ノ
記
事
ノ
旁
證
ト
ナ
ル
ヘ
シ

吹
上
本
帝
王
系
圖
挿
紙
ニ
﹁
寛
成
明
徳
元
御
合
躰

(マ
マ
)

○
下
略
﹂
ト
ア
リ
︑
明
徳
元
ハ
明
徳
三
○
元
中

九
年

ノ
誤
冩
ナ
レ
ト
モ
所
謂
元
中
九
年
ノ
御

講
和
ノ
コ
ト
ヲ
長
慶
天
皇
ノ
條
ニ
係
ケ
タ
ル
ハ
直
ニ
之
ヲ
誤
謬
ナ
リ
ト
シ
テ
排
シ
去
ル
ヲ
得
サ
ル
感
ア
リ
︑
之
或
ハ
元
中
御
講
和
ノ

第四章 臨時陵墓調査委員会における長慶天皇陵治定への道程

91



コ
ト
カ
當
時
仙
洞
ニ
マ
シ
マ
シ
タ
ル
長
慶
天
皇
ヲ
中
心
ト
シ
奉
リ
テ
運
ハ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
語
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
カ
︑
而
シ
テ
長
慶

上
皇
カ
親
ラ
中
心
ト
ナ
リ
給
ヒ
テ
元
中
御
講
和
ノ
事
ヲ
進
メ
ラ
レ
︑
一
方
ニ
於
テ
ハ
其
前
後
ニ
皇
子
方
ヲ
入
洛
セ
シ
メ
ラ
レ
タ
ル
コ

ト
ヲ
合
セ
考
フ
レ
ハ
︑
長
慶
上
皇
モ
亦
元
中
御
講
和
以
前
既
ニ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
推
測
シ
奉
ル
コ
ト
ハ
不
合
理
ニ
ア
ラ
ス
︑

元
中
八
年
ノ
後
征
西
將
軍
宮
御
書
狀
ト
認
メ
ラ
ル
ヽ
五
條
文
書
ニ
﹁
仙
洞
并
李
部
大
王
之
御
在
所
等
殊
承
度
候
﹂
ト
ア
リ
︑
元
中
八

年
仙
洞
即
チ
長
慶
上
皇
ノ
御
在
所
カ
宮
方
ニ
モ
詳
ナ
ラ
サ
リ
シ
コ
ト
ハ
長
慶
天
皇
カ
當
時
既
ニ
宮
方
ノ
勢
力
圏
外
ニ
在
シ
タ
ル
カ
故

ナ
リ
ト
解
セ
ラ
レ
︑
亦
以
テ
上
述
ノ
推
測
ヲ
助
ク
ヘ
シ
︑
又
伏
見
宮
御
記
録
南
山
御
出
次
第
ニ
據
ル
ニ
︑
後
亀
山
天
皇
カ
神
器
ヲ
奉

シ
三
宮
及
福
御
所
ヲ
隨
ヘ
サ
セ
ラ
レ
テ
京
都
ニ
還
幸
ノ
際
長
慶
上
皇
カ
御
同
列
ニ
テ
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
モ
長
慶
上
皇
カ
元
中
御
講
和
以

前
ニ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
推
測
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
︑
盖
シ
皇
子
方
ヲ
入
洛
セ
シ
メ
ラ
レ
タ
ル
御
態
度
ヨ
リ
忖
度
シ
奉

リ
長
慶
上
皇
御
入
洛
ノ
時
期
ヲ
推
測
ス
レ
ハ
︑
後
亀
山
天
皇
ト
御
同
列
ニ
ア
ラ
ス
ト
ス
レ
ハ
元
中
御
講
和
以
前
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ

タ
リ
ト
推
測
シ
奉
ル
ナ
リ
︑
乃
チ
之
ニ
由
リ
テ

長
慶
天
皇
御
入
洛
ナ
シ
ト
ス
ル
説
ノ
穏
當
ナ
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
證
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
シ

以
上
論
証
ス
ル
所
ニ
據
リ
︑
京
都
市
右
京
區
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
所
在
慶
壽
院
阯
ヲ
長
慶
天
皇
ノ
陵
所
ト
認
メ
奉
リ
︑
之
カ
御
治
定

ヲ
仰
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ト
認
ム

史
料
二
﹁
答
申
案
②
﹂

極
秘

㊙

第
貮

曩
ニ
審
議
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
諮
問
第
一
號
長
慶
天
皇
ノ
陵
ハ
如
何
ニ
調
査
考
證
ス
ヘ
キ
ヤ
ノ
件
ニ
付
イ
テ
ハ
︑
黒
板
辻
芝
荻
野
西
田

龍
各
委
員
ヲ
以
テ
小
委
員
會
ヲ
組
織
シ
鋭
意
調
査
ニ
努
ム
ル
ト
共
ニ
委
員
長
各
委
員
ハ
實
地
ニ
就
キ
テ
調
査
シ
︑
更
ニ
一
昨
年
以
來

全
力
ヲ
本
件
ニ
集
中
シ
テ
全
員
之
カ
調
査
審
議
ニ
専
心
シ
之
カ
爲
ニ
小
委
員
會
及
總
會
ヲ
重
ヌ
ル
コ
ト
前
後
三
十
數
回
ニ
及
ヘ
リ
︑

其
間
マ
ツ
別
紙
乙
記
載
ノ
如
ク
調
査
方
針
ヲ
決
定
シ
︑
之
ニ
基
キ
テ
或
ハ
各
委
員
之
カ
調
査
ニ
當
リ
又
別
ニ
囑
託
ヲ
置
キ
社
寺
諸
家

等
ノ
方
面
ニ
亘
リ
テ
資
料
ヲ
蒐
集
シ
以
テ
調
査
ノ
周
到
ヲ
期
シ
タ
リ
︑
而
シ
テ
其
調
査
ノ
結
果
長
慶
天
皇
ノ
御
動
靜
ヲ
覗
ヒ
奉
ル
ヘ
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キ
地
域
ハ
大
ニ
限
局
セ
ラ
ル
︑
依
テ
住
吉
行
宮
阯
天
野
行
宮
阯
榮
山
行
宮
阯
観
心
寺
及
嵯
峨
慶
壽
院
阯
ノ
中
ニ
就
キ
テ
更
ニ
全
員
慎

重
ニ
審
議
ヲ
重
ネ
タ
ル
結
果
︑
長
慶
天
皇
ハ
嵯
峨
慶
壽
院
ニ
於
テ
崩
御
コ
ヽ
ニ
葬
リ
奉
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
レ
︑
且
同
所
ハ
長
慶

天
皇
ノ
皇
子
憲
明
王
海
門
承
朝
御
止
住
ノ
場
所
ニ
シ
テ
長
慶
天
皇
ノ
御
菩
提
ノ
所
ト
認
メ
ラ
ル
ヽ
ニ
由
リ
︑
右
慶
壽
院
阯
ヲ
陵
所
ト

定
メ
ラ
レ
以
テ
長
慶
天
皇
ノ
御
皇
靈
ヲ
安
ン
シ
奉
リ
國
民
ノ
崇
敬
ノ
場
所
ト
定
メ
ラ
ル
ヽ
ヲ
適
當
ナ
リ
ト
認
メ
︑
茲
ニ
理
由
書
別
紙

甲

相
具
シ
及
答
申
申
候
也

年

月

日

委

員

長

宮

内

大

臣

理

由

書

謹
ン
テ
按
ス
ル
ニ
︑
長
慶
天
皇
御
名
ハ
寛
成
第
九
十
七
代
後
村
上
天
皇
ノ
皇
子
ニ
マ
シ
マ
シ
後
村
上
天
皇
ノ
御
後
ヲ
受
ケ
サ
セ
ラ
レ

テ
大
統
ヲ
継
キ
給
ヒ
御
禪
譲
ノ
後
太
上
天
皇
ノ
尊
號
ヲ
受
ケ
サ
セ
給
ヘ
リ
︑
シ
カ
ル
ニ
御
晩
年
ノ
御
事
蹟
ヲ
傳
フ
ル
モ
ノ
甚
タ
稀
ナ

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
︑
既
ニ
元
中
八
年
ノ
頃
九
州
ノ
宮
方
ノ
間
ニ
於
テ
モ
天
皇
ノ
御
動
靜
詳
カ
ナ
ラ
サ
ル
有
様
ニ
シ
テ
︑
崩
御
ニ
就
キ
テ

モ
末
書
ヲ
除
ケ
ハ
之
ヲ
傳
フ
ル
モ
ノ
纔
ニ
大
乘
院
日
記
目
録
應
永
元
年
ノ
條
ニ
﹁
八
月
一
日
大
覺
寺
法
皇
崩
五
十
二
號
長
慶
院
﹂
ノ

記
事
ヲ
發
見
ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
ナ
リ

大
乘
院
日
記
目
錄
ハ
奈
良
興
福
寺
大
乘
院
ノ
日
記
其
他
ノ
記
録
類
ノ
中
ヨ
リ
其
要
ヲ
採
リ
輯
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
︑
其
記
事
ハ
他
ノ

確
實
ナ
ル
史
料
ノ
之
ト
抵
觸
ス
ル
モ
ノ
ア
ラ
サ
ル
限
リ
之
ニ
信
ヲ
措
キ
テ
可
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
︑
固
ヨ
リ
同
書
ニ
ハ
記
載
ノ
誤
謬
錯
雑

ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
ト
雖
︑
長
慶
天
皇
ノ
崩
御
ニ
関
ス
ル
記
載
ニ
於
テ
ハ
其
錯
誤
ヲ
指
摘
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ク
︑
其
記
事
ハ
長
慶
天
皇
カ
元

中
六
年
正
月
仙
洞
ト
シ
テ
在
セ
シ
コ
ト
ヲ
證
ス
ル
耕
雲
千
首
奥
書
及
長
慶
天
皇
カ
應
永
三
年
二
月
十
七
日
以
前
ニ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ

タ
ル
コ
ト
ヲ
明
示
セ
ル
仙
源
抄
奥
書
ト
抵
觸
ス
ル
所
ナ
シ
︑
加
之
當
時
大
覺
寺
ニ
ハ
後
亀
山
上
皇
御
座
ア
リ
シ
ト
雖
法
皇
ニ
マ
シ
マ
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サ
ス
︑
且
其
崩
御
ハ
應
永
三
十
一
年
四
月
一十
二

日
ナ
ル
ヲ
以
テ
應
永
元
年
八
月
一
日
崩
御
ノ
法
皇
カ
後
亀
山
天
皇
ニ
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
ハ

明
白
ニ
シ
テ
︑
コ
ヽ
ニ
大
覺
寺
法
皇
ト
指
称
シ
奉
ル
御
方
ハ
長
慶
天
皇
ヲ
措
キ
奉
リ
テ
マ
タ
他
ニ
指
シ
奉
ル
ヘ
キ
御
方
ナ
シ
︑
依
テ

大
乘
院
日
記
目
録
ノ
記
載
ニ
據
リ
テ
長
慶
天
皇
ノ
崩
御
ハ
應
永
元
年
八
月
一
日
ナ
リ
ト
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

而
シ
テ
長
慶
天
皇
崩
御
ノ
御
場
所
ハ
大
乘
院
日
記
目
録
ニ
﹁
大
覺
寺
法
皇
崩
﹂
ト
ア
ル
ニ
據
リ
テ
洛
西
嵯
峨
ナ
リ
ト
認
メ
ラ
ル
︑
盖

シ
大
覺
寺
法
皇
ト
ハ
嵯
峨
大
覺
寺
ニ
御
座
ノ
法
皇
ノ
謂
ニ
シ
テ
︑
長
慶
天
皇
カ
嵯
峨
ノ
地
ヲ
遠
ク
離
レ
タ
ル
所
ニ
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ

レ
シ
ナ
ラ
ハ
大
乘
院
日
記
目
錄
ニ
﹁
大
覺
寺
法
皇
崩
﹂
ト
ア
ル
ヘ
キ
理
ナ
キ
ニ
由
リ
︑
コ
ヽ
ニ
長
慶
天
皇
ノ
崩
御
ヲ
﹁
大
覺
寺
法
皇

崩
﹂
ト
記
シ
奉
リ
タ
ル
ハ
長
慶
天
皇
カ
嵯
峨
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
傳
フ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
シ
註
︑
サ
テ
嵯
峨
ニ
於

ケ
ル
崩
御
ノ
御
場
所
ヲ
尋
ヌ
ル
ニ
︑
大
乘
院
日
記
目
錄
ニ
﹁
大
覺
寺
法
皇
崩
﹂
ト
ア
ル
ヲ
以
テ
大
覺
寺
ナ
リ
ト
モ
解
セ
ラ
ル
ル
モ
︑

コ
ノ
記
載
ハ
南
山
ヨ
リ
還
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
天
皇
カ
嵯
峨
大
覺
寺
ニ
入
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
事
實
ヲ
記
憶
ニ
存
セ
シ
者
或
ハ
長
慶

天
皇
モ
初
メ
大
覺
寺
ニ
在
セ
シ
コ
ト
ノ
ミ
ヲ
知
リ
テ
後
ニ
他
ニ
移
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
サ
ル
者
カ
長
慶
天
皇
崩
御
ノ
コ

ト
ヲ
傳
聞
シ
︑
長
慶
院
法
皇
崩
ト
記
シ
奉
ル
ヘ
キ
所
ヲ
﹁
大
覺
寺
法
皇
崩
﹂
ト
書
留
メ
タ
ル
記
錄
ニ
據
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
解
セ
ラ
レ
︑

長
慶
天
皇
ヲ
慶
壽
院
法
皇
ト
モ
称
シ
奉
レ
ル
コ
ト
ヨ
リ
考
レ
ハ
崩
御
ノ
御
場
所
ハ
天
龍
寺
塔
頭
慶
壽
院
ナ
リ
ト
推
測
セ
ラ
ル
︑
即
チ

建
内
記
嘉
吉
三
年
五
月
九
日
皇
子
海
門
薨
去
ノ
條
及
舊
富
岡
本
新
葉
和
歌
集
應
永
三
十
二
年
師
成
親
王
ノ
御
奥
書
ニ
慶
壽
院
又
ハ
慶

壽
院
法
皇
ト
ア
リ
テ
長
慶
天
皇
ヲ
慶
壽
院
法
皇
ト
記
シ
奉
ル
ハ
天
皇
カ
慶
壽
院
ニ
在
セ
シ
コ
ト
ヲ
證
ス
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヘ
ク
︑
又
慶

壽
院
ナ
ル
寺
院
名
モ
鳥
羽
天
皇
ノ
安
樂
壽
院
後
嵯
峨
天
皇
ノ
壽
量
院
○
前
田
本
増
鏡

作
無
量
壽
院

等
ノ
例
ヨ
リ
推
シ
テ
同
院
ヲ
以
テ
御
終
焉
ノ
所
ト
定

メ
給
ヒ
シ
カ
故
ニ
附
セ
ラ
レ
タ
ル
名
ナ
リ
ト
推
測
シ
奉
リ
得
ヘ
ク
︑
シ
カ
レ
ハ
長
慶
天
皇
ハ
御
在
所
タ
リ
シ
此
院
ニ
於
テ
崩
御
ア
レ

セ
ラ
レ
タ
リ
ト
申
ヘ
キ
ナ
リ
︑
慶
壽
院
ハ
天
龍
寺
所
藏
應
永
三
十
三
年
書
冩
ノ
應
永
鈞
命
繪
圖
ニ
見
エ
長
慶
天
皇
皇
子
海
門
御
止
住

ノ
寺
院
ナ
リ
シ
コ
ト
看
聞
御
記
蔭
涼
軒
日
錄
建
内
記
ニ
明
ニ
シ
テ
海
門
カ
同
院
ニ
於
テ
御
父
天
皇
ノ
御
菩
提
ヲ
訪
ヒ
奉
リ
シ
コ
ト
ハ

推
測
シ
易
キ
所
ナ
ル
カ
︑
建
内
記
嘉
吉
三
年
五
月
九
日
ノ
條
ニ
﹁
可
退
鹿
苑
之
由
懇
望
之
處
︑
不
可
依
所
勞
之
由
︑
管
領
計
申
之
︑

然
危
急
今
日
向
嵯
峨
慶
壽
院
即
入
滅
云
々
﹂
ト
ア
リ
テ
海
門
カ
御
病
危
篤
ニ
及
ヒ
態
々
慶
壽
院
ニ
向
ハ
レ
同
院
ニ
於
テ
薨
去
ア
リ
タ
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ル
コ
ト
モ
︑
啻
ニ
兼
ネ
テ
御
止
住
ノ
寺
院
愛
好
ノ
御
心
情
ノ
ミ
ニ
因
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヘ
ク
慶
壽
院
カ
長
慶
天
皇
ノ
御
在
所
タ
リ

且
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
所
ト
シ
テ
御
縁
故
特
ニ
深
キ
場
所
ナ
リ
ト
解
シ
テ
初
メ
テ
理
解
シ
得
ヘ
シ

長
慶
天
皇
カ
慶
壽
院
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ス
レ
ハ
︑
海
門
ヲ
慶
壽
院
ニ
志
玄
王
ヲ
慈
済
院
ニ
葬
リ
奉
リ
普
明
國
師
ノ
塔

ヲ
鹿
王
院
ニ
建
テ
タ
ル
等
ノ
例
ヨ
リ
推
シ
又
海
門
薨
去
ノ
際
ノ
御
模
様
ヨ
リ
察
ス
ル
ニ
︑
長
慶
天
皇
奉
葬
ノ
御
場
所
ハ
崩
御
ノ
御
場

所
タ
ル
慶
壽
院
ノ
内
ナ
リ
ト
認
メ
奉
ル

以
上
論
證
ス
ル
所
ニ
據
リ
京
都
市
右
京
區
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
所
在
慶
壽
院
阯
ヲ
長
慶
天
皇
ノ
陵
所
ト
認
メ
奉
リ
︑
之
カ
御
治
定
ヲ

仰
キ
然
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
認
ム

註長
慶
天
皇
カ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ハ
大
乘
院
日
記
目
録
ノ
記
事
ニ
據
リ
テ
明
ナ
ル
ト
コ
ロ
ナ
ル
カ
︑
長
慶
天
皇
ノ
皇
子
ニ

シ
テ
其
御
事
歴
ノ
徴
シ
得
ラ
ル
ル
御
方
ノ
御
動
静
モ
亦
其
事
實
ヲ
察
セ
シ
ム
︑
即
チ
皇
子
尊
聖
ハ
滿
済
准
后
日
記
正
長
二
年
二
月
二

十
五
日
ノ
條
ニ
﹁
勸
修
寺

(尊
聖
)

僧
正
轉
大
事
今
日
勅
許
○
中

略

當
年
五
十
五
歳
︑
法
臈
丗
九
臈
也
﹂
ト
ア
リ
︑
又
金
剛
頂
無
上
正
宗
傳
燈
廣

錄
後
編
勸
修
寺
大
僧
正
尊
聖
傳
ニ
﹁
入
大
僧
正
之
室
而

(觀
修
寺
尊
興
大
僧
正
)

出
家
﹂
ト
ア
リ
テ
元
中
八
年
勸
修
寺
ニ
於
テ
御
出
家
ア
リ
タ
ル
ニ
由
リ
其
御

入
洛
ハ
之
ヨ
リ
更
ニ
早
キ
モ
ノ
ト
考
ヘ
ラ
ル
︑
又
皇
子
行
悟
ハ
吹
上
本
帝
王
系
圖
挿
紙
ニ
﹁
円
滿
院
明
徳
三
十
二
廿
七
入
室
御
出
家

戒
師
定
助
僧
正
灌
頂
﹂
ト
ア
リ
︑
三
井
寺
灌
頂
脉
譜
ニ
﹁
行
悟
年
廿
二

戒

七

應
永
五
︱(年
)
四
︱(月
)
十
四
︱(日
)
一
身
阿
︱
︱
︱

(闍
梨
口
)

﹂
ト
ア
リ
テ
元
中
九

年
十
二
月
三
井
寺
円
滿
院
ニ
御
入
室
ア
リ
タ
ル
ニ
由
リ
其
入
洛
ハ
是
ヨ
リ
早
キ
コ
ト
勿
論
ナ
リ
︑
皇
子
海
門
ニ
就
イ
テ
ハ
御
入
洛
御

出
家
ノ
年
次
ヲ
詳
ニ
セ
サ
ル
モ
康
富
記
嘉
吉
三
年
五
月
十
四
日
ノ
條
ニ
﹁
海
門
去
十
日
晩
入
滅
七
十
餘

云
々

﹂
ト
ア
リ
︑
之
ニ
據
リ
テ
假
ニ

嘉
吉
三
年
御
年
七
十
歳
ト
シ
テ
逆
算
ス
レ
ハ
元
中
九
年
ハ
御
年
十
九
尊
聖
ハ
十
七
歳
行
悟
ハ
十
六
歳
ニ
シ
テ
御
出
家
ア
リ
タ
ル
コ
ト

ヨ
リ
推
セ
ハ
海
門
ノ
御
入
洛
御
出
家
ハ
元
中
九
年
以
前
ナ
ル
ヘ
シ
︑
斯
ノ
如
ク
皇
子
方
カ
後
亀
山
天
皇
御
歸
洛
以
前
カ
少
ク
ト
モ
其

直
後
ニ
御
入
洛
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ハ
長
慶
天
皇
カ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
傳
フ
ル
大
乘
院
日
記
目
録
ノ
記
事
ノ
旁
證
ト
ナ
ル

ヘ
シ
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史
料
三
﹁
答
申
案
③
﹂

極
秘

⃝案

第
参

曩
ニ
審
議
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
諮
問
第
一
號
長
慶
天
皇
ノ
陵
ハ
如
何
ニ
調
査
考
證
ス
ヘ
キ
ヤ
ノ
件
ニ
付
イ
テ
ハ
︑
黒
板
辻
芝
荻
野
西
田

龍
各
委
員
ヲ
以
テ
小
委
員
會
ヲ
組
織
シ
鋭
意
調
査
ニ
努
ム
ル
ト
共
ニ
委
員
長
各
委
員
ハ
實
地
ニ
就
キ
テ
調
査
シ
︑
更
ニ
一
昨
年
以
來

全
力
ヲ
本
件
ニ
集
中
シ
テ
全
員
之
カ
調
査
審
議
ニ
専
心
シ
之
カ
爲
ニ
小
委
員
會
及
總
會
ヲ
重
ヌ
ル
コ
ト
前
後
三
十
數
回
ニ
及
ヘ
リ
︑

其
間
マ
ツ
別
紙
乙
記
載
ノ
如
ク
調
査
方
針
ヲ
決
定
シ
︑
之
ニ
基
キ
テ
或
ハ
各
委
員
之
カ
調
査
ニ
當
リ
又
別
ニ
嘱
託
ヲ
置
キ
社
寺
諸
家

等
ノ
方
面
ニ
亘
リ
テ
資
料
ヲ
蒐
集
シ
以
テ
調
査
ノ
周
到
ヲ
期
シ
タ
リ
︑
而
シ
テ
其
調
査
ノ
結
果
長
慶
天
皇
ノ
御
動
靜
ヲ
覗
ヒ
奉
ル
ヘ

キ
地
域
ハ
大
ニ
限
局
セ
ラ
ル
︑
依
テ
住
吉
行
宮
阯
天
野
行
宮
阯
榮
山
行
宮
阯
觀
心
寺
及
嵯
峨
慶
壽
院
阯
ノ
中
ニ
就
キ
テ
更
ニ
全
員
愼

重
ニ
審
議
ヲ
重
ネ
タ
ル
結
果
︑
長
慶
天
皇
ハ
嵯
峨
大
覺
寺
ニ
於
テ
崩
御
慶
壽
院
ニ
葬
リ
奉
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
レ
︑
且
慶
壽
院
ハ

長
慶
天
皇
ノ
皇
子
憲
明
王
海
門
承
朝
御
止
住
ノ
場
所
ニ
シ
テ
長
慶
天
皇
ノ
御
菩
提
ノ
所
ト
認
メ
ラ
ル
ヽ
ニ
由
リ
︑
右
慶
壽
院
阯
ヲ
陵

所
ト
定
メ
ラ
レ
以
テ
長
慶
天
皇
ノ
御
皇
靈
ヲ
安
ン
シ
奉
リ
國
民
ノ
崇
敬
ノ
場
所
ト
定
メ
ラ
ル
ヽ
ヲ
適
當
ナ
リ
ト
認
メ
︑
茲
ニ
理
由
書

別
紙

甲

相
具
シ
及
答
申
申
候
也

年

月

日

委

員

長

宮

内

大

臣

理

由

書

謹
ン
テ
按
ス
ル
ニ
︑
長
慶
天
皇
御
名
ハ
寛
成
第
九
十
七
代
後
村
上
天
皇
ノ
皇
子
ニ
マ
シ
マ
シ
後
村
上
天
皇
ノ
御
後
ヲ
受
ケ
サ
セ
ラ
レ

テ
大
統
ヲ
継
キ
給
ヒ
御
禪
譲
ノ
後
太
上
天
皇
ノ
尊
號
ヲ
受
ケ
サ
セ
給
ヘ
リ
︑
シ
カ
ル
ニ
御
晩
年
ノ
御
事
蹟
ヲ
傳
フ
ル
モ
ノ
甚
タ
稀
ナ
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ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
︑
既
ニ
元
中
八
年
ノ
頃
九
州
ノ
宮
方
ノ
間
ニ
於
テ
モ
天
皇
ノ
御
動
靜
詳
カ
ナ
ラ
サ
ル
有
様
ニ
シ
テ
︑
崩
御
ニ
就
キ
テ

モ
末
書
ヲ
除
ケ
ハ
之
ヲ
傳
フ
ル
モ
ノ
纔
ニ
大
乘
院
日
記
目
録
應
永
元
年
ノ
條
ニ
﹁
八
月
一
日
大
覺
寺
法
皇
崩
五
十
二
號
長
慶
院
﹂
ノ

記
事
ヲ
發
見
ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
ナ
リ

大
乘
院
日
記
目
錄
ハ
奈
良
興
福
寺
大
乘
院
ノ
日
記
其
他
ノ
記
錄
類
ノ
中
ヨ
リ
其
要
ヲ
採
リ
輯
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
記
事
ハ
他
ノ
確

實
ナ
ル
史
料
ノ
之
ト
抵
觸
ス
ル
モ
ノ
ア
ラ
サ
ル
限
リ
之
ニ
信
ヲ
措
キ
テ
可
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
︑
固
ヨ
リ
同
書
ニ
ハ
記
載
ノ
誤
謬
錯
雑
ナ

キ
ニ
ア
ラ
ス
ト
雖
長
慶
天
皇
ノ
崩
御
ニ
関
ス
ル
記
載
ニ
於
テ
ハ
其
錯
誤
ヲ
指
摘
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ク
︑
其
記
事
ハ
長
慶
天
皇
カ
元
中
六

年
正
月
仙
洞
ト
シ
テ
在
セ
シ
コ
ト
ヲ
證
ス
ル
耕
雲
千
首
奥
書
及
長
慶
天
皇
カ
應
永
三
年
二
月
十
七
日
以
前
ニ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル

コ
ト
ヲ
明
示
セ
ル
仙
源
抄
奥
書
ト
抵
觸
ス
ル
所
ナ
シ
︑
加
之
當
時
大
覺
寺
ニ
ハ
後
亀
山
上
皇
御
座
ア
リ
シ
ト
雖
法
皇
ニ
マ
シ
マ
サ
ス
︑

且
其
崩
御
ハ
應
永
三
十
一
年
四
月
一十
二

日
ナ
ル
ヲ
以
テ
應
永
元
年
八
月
一
日
崩
御
ノ
法
皇
カ
後
亀
山
天
皇
ニ
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
ハ
明
白
ニ

シ
テ
コ
ヽ
ニ
大
覺
寺
法
皇
ト
指
称
シ
奉
ル
御
方
ハ
長
慶
天
皇
ヲ
措
キ
奉
リ
テ
マ
タ
他
ニ
指
シ
奉
ル
ヘ
キ
御
方
ナ
シ
︑
依
テ
大
乘
院
日

記
目
録
ノ
記
載
ニ
據
リ
テ
長
慶
天
皇
ノ
崩
御
ハ
應
永
元
年
八
月
一
日
ナ
リ
ト
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

而
シ
テ
大
乘
院
日
記
目
録
ニ
﹁
大
覺
寺
法
皇
崩
﹂
ト
ア
リ
︑
大
覺
寺
法
皇
ト
ハ
大
覺
寺
ニ
御
座
ノ
法
皇
ノ
謂
ナ
ル
ニ
依
リ
長
慶
天
皇

ハ
洛
西
嵯
峨
大
覺
寺
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
認
メ
ラ
ル
註
︑
サ
テ
亀
山
天
皇
ヲ
初
メ
奉
リ
亀
山
天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ

レ
タ
ル
後
宇
多
天
皇
後
亀
山
天
皇
ハ
嵯
峨
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
御
陵
モ
嵯
峨
ニ
營
建
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヨ
リ
推
シ
テ
︑
等
シ
ク

亀
山
天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
嵯
峨
ノ
地
ニ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
長
慶
天
皇
ノ
御
陵
モ
亦
嵯
峨
ニ
營
マ
ル
ル
ハ
最
モ
自
然
ノ
コ

ト
ニ
シ
テ
︑
長
慶
天
皇
ヲ
慶
壽
院
又
ハ
慶
壽
院
法
皇
ト
モ
申
シ
上
ケ
シ
コ
ト
ヨ
リ
考
フ
レ
ハ
御
陵
ハ
嵯
峨
天
龍
寺
塔
頭
慶
壽
院
ノ
内

ニ
營
マ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
考
ヘ
ラ
ル
︑
蓋
シ
慶
壽
院
ナ
ル
御
称
謂
ハ
御
諡
號
ト
認
メ
難
ク
御
在
所
又
ハ
陵
所
ノ
名
称
ニ
據
ル
御
称
謂
ト

認
ム
ヘ
ク
︑
而
シ
テ
長
慶
天
皇
崩
御
ノ
御
場
所
ハ
大
覺
寺
ナ
ル
ニ
由
リ
慶
壽
院
ナ
ル
御
称
謂
ハ
御
陵
所
在
寺
院
ノ
名
称
ニ
據
ル
モ
ノ

ト
考
フ
ル
ノ
他
ナ
シ
︑
思
フ
ニ
長
慶
天
皇
ハ
大
覺
寺
ニ
在
セ
シ
カ
別
ニ
御
終
焉
ノ
所
ト
シ
テ
慶
壽
院
ヲ
營
ミ
給
ヒ
シ
カ
︑
未
タ
落
慶

ヲ
見
ル
ニ
至
ラ
ス
シ
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
御
陵
ハ
御
遺
志
ヲ
奉
シ
テ
慶
壽
院
ニ
營
マ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヘ
シ
︑
又
慶
壽
院
ナ
ル
寺
院
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ハ
長
慶
天
皇
ヲ
﹁
長
慶
院
﹂﹁
長
慶
院
法
皇
﹂﹁
慶
壽
院
﹂﹁
慶
壽
院
法
皇
﹂﹁
長
慶
壽
院
﹂﹁
増
長
慶
壽
院
法
皇
﹂
ト
称
シ
奉
レ
ル
コ

ト
ヨ
リ
考
フ
ル
ニ
正
シ
ク
ハ
長
慶
壽
院
ト
称
シ
略
シ
テ
之
ヲ
慶
壽
院
ト
呼
ヒ
シ
モ
ノ
ナ
ル
ヘ
ク
︑
其
名
称
モ
鳥
羽
天
皇
ノ
安
樂
壽
院

後
嵯
峨
天
皇
ノ
壽
量
院
一
作
無
量
壽
院
等
ノ
例
ヨ
リ
推
シ
テ
同
院
ヲ
以
テ
御
終
焉
ノ
所
ト
定
メ
給
ヒ
シ
カ
故
ニ
附
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト

推
測
セ
ラ
ル
︑
而
シ
テ
慶
壽
院
ハ
天
龍
寺
所
藏
應
永
三
十
三
年
書
冩
ノ
應
永
鈞
命
繪
圖
ニ
見
エ
長
慶
天
皇
皇
子
海
門
御
止
住
ノ
寺
院

ナ
リ
シ
コ
ト
看
聞
御
記
蔭
涼
軒
日
録
建
内
記
ニ
明
ニ
シ
テ
海
門
カ
同
院
ニ
於
テ
御
父
天
皇
ノ
御
菩
提
ヲ
訪
ヒ
奉
リ
シ
コ
ト
ハ
推
測
シ

易
キ
所
ナ
ル
カ
︑
建
内
記
嘉
吉
三
年
五
月
九
日
ノ
條
ニ
﹁
可
退
鹿
苑
之
由
懇
望
之
處
︑マ
マ

不
可
依
所
勞
之
由
︑マ
マ

管
領
計
申
之
︑マ
マ

然
危
急

今
日
向
嵯
峨
慶
壽
院
即
入
滅
云
々
﹂
ト
ア
リ
テ
海
門
カ
御
病
危
篤
ニ
及
ヒ
態
々
慶
壽
院
ニ
向
ハ
レ
同
院
ニ
於
テ
薨
去
ア
リ
タ
ル
コ
ト

モ
︑
啻
ニ
兼
ネ
テ
御
止
住
ノ
寺
院
愛
好
ノ
御
心
情
ノ
ミ
ニ
因
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヘ
ク
︑
慶
壽
院
カ
長
慶
天
皇
御
終
焉
ノ
地
ト
シ
テ

營
マ
レ
タ
ル
所
ト
シ
且
ツ
御
陵
ヲ
置
カ
レ
タ
ル
所
ト
シ
テ
御
縁
故
特
ニ
深
キ
場
所
ナ
リ
シ
カ
故
ナ
リ
ト
解
セ
ラ
ル

以
上
論
證
ス
ル
所
ニ
據
リ
京
都
市
右
京
區
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
所
在
慶
壽
院
阯
ヲ
長
慶
天
皇
ノ
陵
所
ト
認
メ
奉
リ
︑
之
カ
御
治
定
ヲ

仰
キ
然
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
認
ム

註
長
慶
天
皇
カ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ハ
大
乘
院
日
記
目
録
ノ
記
事
ニ
據
リ
テ
明
ナ
ル
ト
コ
ロ
ナ
ル
カ
︑
長
慶
天
皇
ノ
皇
子

ニ
シ
テ
其
御
事
歴
ノ
徴
シ
得
ラ
ル
ル
御
方
ノ
御
動
靜
モ
亦
其
事
實
ヲ
察
セ
シ
ム
︑
即
チ
皇
子
尊
聖
ハ
滿
済
准
后
日
記
正
長
二
年
二

月
二
十
五
日
ノ
條
ニ
﹁
勸
修
寺

(尊
聖
)

僧
正
轉
大
事
今
日
勅
許
○
中

略

當
年
五
十
五
歳
︑マ
マ

法
臈
丗
九
臈
也
﹂
ト
ア
リ
︑
又
金
剛
頂
無
上
正
宗

傳
燈
廣
錄
後
編
勸
修
寺
大
僧
正
尊
聖
傳
ニ
﹁
入
大
僧
正
之
室
而

(勸
修
寺
尊
興
大
僧
正
)

出
家
﹂
ト
ア
リ
テ
元
中
八
年
勸
修
寺
ニ
於
テ
御
出
家
ア
リ
タ
ル
ニ

由
リ
其
御
入
洛
ハ
之
ヨ
リ
更
ニ
早
キ
モ
ノ
ト
考
ヘ
ラ
ル
︑
又
皇
子
行
悟
ハ
吹
上
本
帝
王
系
図
挿
紙
ニ
﹁
円
滿
院
明
徳
三
十
二
廿
七

入
室
御
出
家
戒
師
定
助
僧
正
灌
頂
﹂
ト
ア
リ
︑
三
井
寺
灌
頂
脉
譜
ニ
﹁
行
悟
年
廿
二

戒

七

應
永
五
︱(年
)

四
︱(月
)

十
四
︱(日
)

一
身
阿
︱
︱
︱

(闍
梨
口
)

﹂
ト

ア
リ
テ
元
中
九
年
十
二
月
三
井
寺
円
滿
院
ニ
御
入
室
ア
リ
タ
ル
ニ
由
リ
其
入
洛
ハ
是
ヨ
リ
早
キ
コ
ト
勿
論
ナ
リ
︑
皇
子
海
門
ニ
就

イ
テ
ハ
御
入
洛
御
出
家
ノ
年
次
ヲ
詳
ニ
セ
サ
ル
モ
康
富
記
嘉
吉
三
年
五
月
十
四
日
ノ
條
ニ
﹁
海
門
去
十
日
暁
入
滅
七
十
餘

云
々

﹂
ト
ア
リ
︑
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之
ニ
據
リ
テ
假
ニ
嘉
吉
三
年
御
年
七
十
歳
ト
シ
テ
逆
算
ス
レ
ハ
元
中
九
年
ハ
御
年
十
九
尊
聖
ハ
十
七
歳
行
悟
ハ
十
六
歳
ニ
シ
テ
御

出
家
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヨ
リ
推
セ
ハ
海
門
ノ
御
入
洛
御
出
家
ハ
元
中
九
年
以
前
ナ
ル
ヘ
シ
︑
斯
ノ
如
ク
皇
子
方
カ
後
亀
山
天
皇
御
歸

洛
以
前
カ
少
ク
ト
モ
其
直
後
ニ
御
入
洛
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ハ
長
慶
天
皇
カ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
傳
フ
ル
大
乘
院
日
記
目

錄
ノ
記
事
ノ
旁
證
ト
ナ
ル
ヘ
シ

史
料
四
﹁
答
申
案
④
﹂

極
秘

⃝案

第
四

曩
ニ
審
議
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
諮
問
第
一
號
長
慶
天
皇
ノ
陵
ハ
如
何
ニ
調
査
考
證
ス
ヘ
キ
ヤ
ノ
件
ニ
付
イ
テ
ハ
︑
黒
板
辻
芝
荻
野
西
田

龍
各
委
員
ヲ
以
テ
小
委
員
會
ヲ
組
織
シ
鋭
意
調
査
ニ
努
ム
ル
ト
共
ニ
委
員
長
各
委
員
ハ
實
地
ニ
就
キ
テ
調
査
シ
︑
更
ニ
一
昨
年
以
來

全
力
ヲ
本
件
ニ
集
中
シ
テ
全
員
之
カ
調
査
審
議
ニ
専
心
シ
之
カ
爲
ニ
小
委
員
會
及
總
會
ヲ
重
ヌ
ル
コ
ト
前
後
三
十
數
回
ニ
及
ヘ
リ
︑

其
間
マ
ツ
別
紙
乙
記
載
ノ
如
ク
調
査
方
針
ヲ
決
定
シ
︑
之
ニ
基
キ
テ
或
ハ
各
委
員
之
カ
調
査
ニ
當
リ
又
別
ニ
嘱
託
ヲ
置
キ
社
寺
諸
家

等
ノ
方
面
ニ
亘
リ
テ
資
料
ヲ
蒐
集
シ
以
テ
調
査
ノ
周
到
ヲ
期
シ
タ
リ
︑
而
シ
テ
其
調
査
ノ
結
果
長
慶
天
皇
ノ
御
動
靜
ヲ
覗
ヒ
奉
ル
ヘ

キ
地
域
ハ
大
ニ
限
局
セ
ラ
ル
︑
依
テ
住
吉
行
宮
阯
天
野
行
宮
阯
榮
山
行
宮
阯
觀
心
寺
及
嵯
峨
慶
壽
院
阯
ノ
中
ニ
就
キ
テ
更
ニ
全
員
愼

重
ニ
審
議
ヲ
重
ネ
タ
ル
結
果
︑
長
慶
天
皇
ヲ
一
ニ
慶
壽
院
法
皇
ト
申
シ
上
ク
ル
御
由
緒
ノ
点
等
ヨ
リ
推
考
ス
ル
ニ
天
皇
ハ
嵯
峨
慶
壽

院
ニ
於
テ
崩
御
コ
ヽ
ニ
葬
リ
奉
リ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
得
ラ
ル
ヘ
ク
︑
且
同
所
ハ
長
慶
天
皇
ノ
皇
子
憲
明
王
海
門
承
朝
御
止
住
ノ
場
所

ニ
シ
テ
長
慶
天
皇
ノ
御
菩
提
ヲ
訪
ヒ
奉
リ
シ
所
ト
認
メ
ラ
ル
ヽ
ニ
由
リ
︑
右
慶
壽
院
阯
ヲ
陵
所
ト
定
メ
ラ
レ
以
テ
長
慶
天
皇
ノ
御
皇

靈
ヲ
安
ン
シ
奉
リ
國
民
ノ
崇
敬
ノ
場
所
ト
定
メ
ラ
レ
ル
ヽ
ヲ
適
當
ナ
リ
ト
認
メ
茲
ニ
理
由
書
別
紙

甲

相
具
シ
及
答
申
申
候
也

年

月

日

委

員

長

宮

内

大

臣
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理

由

書

謹
ン
テ
按
ス
ル
ニ
︑
長
慶
天
皇
御
名
ハ
寛
成
第
九
十
七
代
後
村
上
天
皇
ノ
皇
子
ニ
マ
シ
マ
シ
後
村
上
天
皇
ノ
御
後
ヲ
受
ケ
サ
セ
ラ
レ

テ
大
統
ヲ
継
キ
給
ヒ
御
禪
譲
ノ
後
太
上
天
皇
ノ
尊
號
ヲ
受
ケ
サ
セ
給
ヘ
リ
︑
シ
カ
ル
ニ
御
晩
年
ノ
御
事
蹟
ヲ
傳
フ
ル
モ
ノ
甚
タ
稀
少

ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
︑
既
ニ
元
中
八
年
ノ
頃
九
州
宮
方
ノ
間
ニ
於
テ
モ
天
皇
ノ
御
動
靜
詳
カ
ナ
ラ
サ
ル
有
様
ニ
シ
テ
︑
崩
御
ニ
就
キ
テ

モ
之
ヲ
傳
フ
ル
モ
ノ
纔
ニ
大
乘
院
日
記
目
錄
應
永
元
年
ノ
條
ニ
﹁
八
月
一
日
大
覺
寺
法
皇
崩
五
十
二
號
長
慶
院
﹂
ノ
記
事
ヲ
發
見
ス

ル
ニ
過
キ
ス
︑
又
御
陵
ニ
関
シ
テ
ハ
徴
證
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
資
料
今
ニ
發
見
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
ラ
サ
ル
ナ
リ

然
レ
ト
モ
大
乘
院
日
記
目
錄
所
傳
ノ
崩
御
ノ
記
事
ハ
一
應
之
ヲ
採
ル
ヲ
以
テ
穏
當
ト
ス
ヘ
ク
︑
其
﹁
大
覺
寺
法
皇
崩
﹂
ノ
記
載
ハ
之

ヲ
以
テ
長
慶
天
皇
カ
洛
西
嵯
峨
ニ
移
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
同
地
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ナ
ス
ハ
未
タ
確
實
ナ
リ
ト
ハ
云
ヒ
難
シ

ト
雖
︑
大
覺
寺
法
皇
ト
ハ
大
覺
寺
ニ
御
座
ノ
法
皇
ノ
謂
ナ
リ
ト
セ
ハ
之
ニ
據
リ
テ
長
慶
天
皇
カ
嵯
峨
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル

ナ
ラ
ン
ト
ノ
推
考
モ
成
立
セ
サ
ル
ニ
ア
ラ
ス
︑
大
乘
院
日
記
目
録
ニ
天
皇
ヲ
大
覺
寺
法
皇
ト
記
シ
奉
リ
後
亀
山
天
皇
カ
大
覺
寺
殿
ト

申
サ
レ
給
ヒ
シ
コ
ト
ト
混
同
シ
タ
リ
ト
ス
レ
ハ
︑
斯
ノ
如
キ
混
同
モ
長
慶
天
皇
カ
洛
西
ニ
在
シ
タ
ル
ニ
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
見

ル
ヲ
得
ヘ
シ
︑
又
旧
富
岡
本
新
葉
和
歌
集
ニ
載
セ
ラ
レ
タ
ル
師
成
親
王
ノ
應
永
三
十
二
年
ノ
御
奥
書
ニ
長
慶
天
皇
ヲ
慶
壽
院
法
皇
ト

申
サ
レ
タ
ル
ハ
天
皇
ト
慶
壽
院
ト
ノ
緊
密
ナ
ル
関
係
ア
リ
シ
コ
ト
ヲ
示
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
︑
當
時
ハ
御
在
所
ヲ
以
テ
称
シ
奉
ル
例
多

ク
慶
壽
院
法
皇
ノ
御
称
謂
ヨ
リ
シ
テ
天
皇
カ
慶
壽
院
ニ
在
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
推
シ
得
ル
所
ナ
リ
︑
而
シ
テ
慶
壽
院
ハ
天
皇
ノ
皇
子
海
門

承
朝
カ
止
住
シ
且
ツ
薨
去
セ
ラ
レ
タ
ル
嵯
峨
天
龍
寺
ノ
塔
頭
ナ
ル
コ
ト
明
確
ニ
シ
テ
天
皇
ヲ
大
覺
寺
法
皇
ト
申
シ
慶
壽
院
法
皇
ト
指

称
シ
奉
リ
シ
コ
ト
ヲ
併
セ
考
フ
レ
ハ
天
皇
ハ
コ
ノ
慶
壽
院
ニ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
云
フ
ヲ
得
ヘ
シ
︑
同
院
ハ
長
慶
天
皇
ヲ
﹁
長

慶
院
﹂﹁
長
慶
院
法
皇
﹂﹁
慶
壽
院
﹂﹁
増
長
慶
壽
院
﹂
ト
称
シ
奉
レ
ル
コ
ト
ヨ
リ
考
フ
ル
ニ
正
シ
ク
ハ
長
慶
壽
院
ト
称
シ
略
シ
テ
之

ヲ
慶
壽
院
ト
呼
ヒ
シ
モ
ノ
ナ
ル
ヘ
ク
︑
其
名
称
モ
鳥
羽
天
皇
ノ
安
樂
壽
院
後
嵯
峨
天
皇
ノ
壽
量
院
一
作
無
量
壽
院
等
ノ
例
ヨ
リ
推
シ
テ

同
院
ヲ
長
慶
天
皇
カ
御
終
焉
ノ
所
ト
定
メ
給
ヒ
シ
カ
故
ニ
附
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
推
測
シ
得
ル
コ
ト
モ
亦
以
上
ノ
推
考
ヲ
助
ク
ル
モ
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ノ
ノ
如
シ

天
皇
崩
御
ノ
御
場
所
ニ
就
キ
テ
右
ノ
如
ク
推
考
シ
得
ル
ト
ス
レ
ハ
︑
亀
山
天
皇
ヲ
初
メ
奉
リ
亀
山
天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
タ
ル

後
宇
多
天
皇
後
亀
山
天
皇
カ
嵯
峨
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
御
陵
モ
同
所
ニ
營
建
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヨ
リ
推
シ
テ
︑
等
シ
ク
亀
山
天

皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
嵯
峨
ノ
地
ニ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
長
慶
天
皇
ノ
御
陵
モ
亦
コ
ノ
地
ニ
營
マ
ル
ル
ハ
最
モ
自
然
ノ
コ
ト
ナ

リ
︑
又
志
玄
王
ヲ
慈
濟
院
ニ
塔
シ
普
明
國
師
ノ
塔
ヲ
鹿
王
院
ニ
建
テ
承
朝
ヲ
慶
壽
院
ニ
斂
メ
奉
リ
シ
コ
ト
等
當
時
ノ
例
ヨ
リ
見
テ
︑

天
皇
ノ
御
陵
カ
崩
御
ノ
御
場
所
タ
ル
慶
壽
院
ノ
内
ニ
營
マ
レ
タ
ル
コ
ト
モ
推
測
シ
得
ラ
レ
︑
承
朝
ハ
同
院
ニ
於
テ
御
父
天
皇
ノ
御
菩

提
ヲ
訪
ヒ
奉
リ
シ
如
ク
拝
察
セ
ラ
ル

右
ニ
依
リ
京
都
市
右
京
區
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
所
在
慶
壽
院
阯
ヲ
長
慶
天
皇
ノ
陵
所
ト
認
メ
奉
リ
︑
之
カ
御
治
定
ヲ
仰
ク
ヘ
キ
モ
ノ

ト
認
ム

史
料
五
﹁
答
申
案
⑤
﹂

極
秘

︵
第
五
案
︶

曩
ニ
審
議
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
諮
問
第
一
號
長
慶
天
皇
ノ
陵
ハ
如
何
ニ
調
査
考
證
ス
ヘ
キ
ヤ
ノ
件
ニ
付
イ
テ
ハ
︑
黒
板
辻
芝
荻
野
西
田

龍
各
委
員
ヲ
以
テ
小
委
員
會
ヲ
組
織
シ
鋭
意
調
査
ニ
努
ム
ル
ト
共
ニ
委
員
長
各
委
員
ハ
實
地
ニ
就
キ
テ
モ
調
査
ヲ
進
メ
︑
更
ニ
一
昨

年
以
來
全
力
ヲ
本
件
ニ
集
中
シ
テ
全
員
之
カ
調
査
審
議
ニ
専
心
シ
之
カ
爲
ニ
小
委
員
會
及
總
會
ヲ
重
ヌ
ル
コ
ト
前
後
三
十
数
回
ニ
及

ヘ
リ
︑
其
間
マ
ツ
別
紙
乙
記
載
ノ
如
ク
調
査
方
針
ヲ
決
定
シ
︑
之
ニ
基
キ
テ
或
ハ
各
委
員
之
カ
調
査
ニ
當
リ
又
別
ニ
嘱
託
ヲ
置
キ
社

寺
諸
家
等
ノ
方
面
ニ
亘
リ
テ
資
料
ヲ
蒐
集
シ
以
テ
調
査
ノ
周
到
ヲ
期
シ
タ
リ
︑
而
シ
テ
其
調
査
ノ
結
果
百
箇
所
ヲ
超
ユ
ル
傳
説
地
及

推
考
地
ハ
採
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
モ
ノ
極
メ
テ
少
キ
コ
ト
明
カ
ト
ナ
リ
︑
茲
ニ
長
慶
天
皇
ノ
御
動
靜
ヲ
覗
ヒ
奉
ル
ヘ
キ
地
域
ハ
大
ニ
限
局

セ
ラ
レ
タ
リ
︑
依
テ
更
ニ
全
員
慎
重
ニ
審
議
ヲ
重
ネ
タ
ル
結
果
︑
長
慶
天
皇
ハ
嵯
峨
大
覺
寺
ニ
於
テ
崩
御
慶
壽
院
ニ
葬
リ
奉
リ
タ
ル

モ
ノ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
ニ
由
リ
︑
右
慶
壽
院
阯
ヲ
陵
所
ト
定
メ
ラ
ル
ル
ヲ
適
當
ナ
リ
ト
認
メ
︑
茲
ニ
理
由
書
別
紙

甲

相
具
シ
及
答
申
候
也
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年

月

日

委

員

長

宮

内

大

臣

︵
甲
︶

理
由
書

謹
ン
テ
按
ス
ル
ニ
︑
長
慶
天
皇
御
名
ハ
寛
成
第
九
十
七
代
後
村
上
天
皇
ノ
皇
子
ニ
マ
シ
マ
シ
後
村
上
天
皇
ノ
御
後
ヲ
受
ケ
サ
セ
ラ
レ

テ
大
統
ヲ
継
キ
給
ヒ
御
禪
譲
ノ
後
太
上
天
皇
ノ
尊
號
ヲ
受
ケ
サ
セ
給
ヘ
リ
︑
シ
カ
ル
ニ
御
晩
年
ノ
御
事
蹟
ヲ
傳
フ
ル
モ
ノ
甚
タ
稀
ニ

シ
テ
︑
崩
御
ニ
就
キ
テ
モ
之
ヲ
傳
フ
ル
モ
ノ
纔
ニ
大
乘
院
日
記
目
録
應
永
元
年
ノ
條
ニ
﹁
八
月
一
日
大
覺
寺
法
皇
崩
五
十
二
號
長
慶

院
﹂
ノ
記
事
ヲ
發
見
ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
ナ
リ

大
乘
院
日
記
目
録
ハ
奈
良
興
福
寺
大
乘
院
ノ
日
記
其
他
ノ
記
録
類
ノ
中
ヨ
リ
其
要
ヲ
採
リ
輯
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
︑
其
記
事
ハ
他
ノ

確
實
ナ
ル
史
料
ノ
之
ト
抵
觸
ス
ル
モ
ノ
ナ
キ
限
リ
之
ニ
信
ヲ
措
キ
テ
可
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
︑
固
ヨ
リ
同
書
ニ
ハ
記
載
ノ
誤
謬
錯
雜
ナ
キ

ニ
ア
ラ
ス
ト
雖
長
慶
天
皇
ノ
崩
御
ニ
関
ス
ル
記
載
ニ
於
テ
ハ
其
錯
誤
ヲ
指
摘
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ク
︑
其
記
事
ハ
長
慶
天
皇
カ
元
中
六
年

正
月
仙
洞
ト
シ
テ
在
セ
シ
コ
ト
ヲ
證
ス
ル
耕
雲
千
首
奥
書
及
長
慶
天
皇
カ
應
永
三
年
二
月
十
七
日
以
前
ニ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
コ

ト
ヲ
明
示
セ
ル
仙
源
抄
奥
書
ト
抵
觸
ス
ル
所
ナ
シ
︑
加
之
當
時
大
覺
寺
ニ
ハ
後
亀
山
上
皇
御
座
ア
リ
シ
ト
雖
法
皇
ニ
マ
シ
マ
サ
ス
︑

且
其
崩
御
ハ
應
永
三
十
一
年
四
月
十
二
日
ナ
ル
ヲ
以
テ
應
永
元
年
八
月
一
日
崩
御
ノ
法
皇
カ
後
亀
山
天
皇
ニ
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
ハ
明
白

ニ
シ
テ
︑
コ
ヽ
ニ
大
覺
寺
法
皇
ト
指
称
シ
奉
ル
御
方
ハ
長
慶
天
皇
ヲ
措
キ
奉
リ
テ
マ
タ
他
ニ
ア
ラ
セ
ラ
レ
ス
︑
乃
チ
大
乘
院
日
記
目

録
ノ
記
載
ニ
據
リ
テ
長
慶
天
皇
ノ
崩
御
ハ
應
永
元
年
八
月
一
日
ナ
リ
ト
認
メ
然
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

而
シ
テ
右
大
乘
院
日
記
目
録
ノ
大
覺
寺
法
皇
ト
ハ
大
覺
寺
ニ
御
座
ノ
法
皇
ノ
謂
ナ
ル
ニ
依
リ
︑
長
慶
天
皇
ハ
洛
西
嵯
峨
大
覺
寺
ニ
於

テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
認
メ
ラ
ル
註
一

サ
テ
亀
山
天
皇
ヲ
初
メ
奉
リ
亀
山
天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
タ
ル
後
宇
多
天
皇
後
亀
山
天
皇
カ
嵯
峨
ニ
於
テ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
御
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陵
モ
嵯
峨
ニ
營
建
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヨ
リ
推
ス
ニ
︑
等
シ
ク
亀
山
天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
嵯
峨
ノ
地
ニ
崩
御
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル

長
慶
天
皇
ノ
御
陵
モ
亦
嵯
峨
ニ
營
マ
ル
ル
ハ
最
モ
自
然
ノ
コ
ト
テマ
マ

シ
テ
︑
長
慶
天
皇
ヲ
慶
壽
院
又
ハ
慶
壽
院
法
皇
ト
モ
申
シ
上
ケ
シ

コ
ト
建
内
記
嘉
吉
三
年
五
月
九
日
ノ
條
及
旧
富
岡
本
新
葉
和
歌
集
應
永
三
十
二
年
師
成
親
王
ノ
御
奥
書
ニ
見
エ
︑
コ
ノ
御
称
謂
ヨ
リ

考
フ
レ
ハ
御
陵
ハ
嵯
峨
天
龍
寺
塔
頭
慶
壽
院
註
二
ノ
内
ニ
營
マ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
考
ヘ
ラ
ル
︑
盖
シ
慶
壽
院
ナ
ル
御
称
謂
ハ
御

號
ト

認
メ
難
ク
御
在
所
又
ハ
陵
所
ノ
名
称
ニ
據
ル
御
称
謂
ト
認
ム
ヘ
ク
︑
而
シ
テ
長
慶
天
皇
ノ
御
在
所
ハ
大
覺
寺
ナ
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
ニ

由
リ
慶
壽
院
ナ
ル
御
称
謂
ハ
御
陵
所
在
寺
院
ノ
名
称
ニ
據
ル
モ
ノ
ト
考
フ
ル
ノ
他
ナ
シ
︑
慶
壽
院
ハ
天
龍
寺
所
藏
應
永
三
十
三
年
書

冩
ノ
應
永
鈞
命
繪
圖
ニ
見
エ
長
慶
天
皇
皇
子
海
門
御
止
住
ノ
寺
院
ナ
リ
シ
コ
ト
看
聞
御
記
蔭
涼
軒
日
録
建
内
記
ニ
明
ニ
シ
テ
︑
海
門

カ
同
院
ニ
止
住
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
モ
慶
壽
院
カ
御
父
長
慶
天
皇
ノ
御
陵
ヲ
置
カ
レ
タ
ル
所
ト
シ
テ
御
縁
故
特
ニ
深
キ
場
所
ナ
リ
シ
カ

故
ナ
リ
ト
解
セ
ラ
ル

右
ノ
如
ク
慶
壽
院
ハ
長
慶
天
皇
奉
葬
ノ
所
ト
考
察
セ
ラ
ル
ル
ヲ
以
テ
︑
京
都
市
右
京
區
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
所
在
慶
壽
院
阯
ヲ
長
慶

天
皇
ノ
陵
所
ト
定
メ
ラ
ル
ル
ヲ
適
當
ナ
リ
ト
認
ム

註
一長

慶
天
皇
カ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ハ
大
乘
院
日
記
目
録
ノ
記
事
ニ
據
リ
テ
認
メ
ラ
ル
ル
所
ナ
ル
カ
長
慶
天
皇
ノ
皇
子

ニ
シ
テ
其
御
事
歴
ノ
徴
シ
得
ラ
ル
ル
御
方
ノ
御
動
静
モ
亦
其
事
實
ヲ
察
セ
シ
ム
︑
即
チ
皇
子
尊
聖
ハ
滿
済
准
后
日
記
正
長
二
年

二
月
二
十
五
日
ノ
條
ニ
﹁
勸
修
寺

(尊
聖
)

僧
正
轉
大
事
今
日
勅
許
○
中

略

當
時
五
十
五
歳
︑マ
マ

法
臈
丗
九
臈
也
﹂
ト
ア
リ
︑
又
金
剛
頂
無
上

正
宗
傳
燈
廣
録
後
編
勸
修
寺
大
僧
正
尊
聖
傳
ニ
﹁
入
大
僧
正
之
室
而

(勸
修
寺
尊
興
大
僧
正
)

出
家
﹂
ト
ア
リ
テ
元
中
八
年
勸
修
寺
ニ
於
テ
御
出
家
ア
リ

タ
ル
ニ
由
リ
其
御
入
洛
ハ
之
ヨ
リ
更
ニ
早
キ
モ
ノ
ト
考
ヘ
ラ
ル
︑
又
皇
子
行
悟
ハ
吹
上
本
帝
王
系
圖
挿
紙
ニ
﹁
円
満
院
明
徳
三

十
二
廿
七
入
室
御
出
家
戒
師
定
助
僧
正
灌
頂
﹂
ト
ア
リ
︑
三
井
寺
灌
頂
脉
譜
ニ
﹁
行
悟
年
廿
二

戒

七

應
永
五
︱(年
)
四
︱(月
)
十
四
︱(日
)
一
身
阿

︱
︱

(闍
梨
)

﹂
ト
ア
リ
テ
元
中
九
年
十
二
月
三
井
寺
円
滿
院
ニ
御
入
室
ア
リ
タ
ル
ニ
由
リ
其
入
洛
ハ
是
ヨ
リ
早
キ
コ
ト
勿
論
ナ
リ
︑

皇
子
海
門
ニ
就
イ
テ
ハ
御
入
洛
御
出
家
ノ
年
次
ヲ
詳
ニ
セ
サ
ル
モ
康
富
記
嘉
吉
三
年
五
月
十
四
日
ノ
條
ニ
﹁
海
門
去
十
日
暁
入
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滅
七
十
餘

云
々

﹂
ト
ア
リ
︑
之
ニ
據
リ
テ
假
ニ
嘉
吉
三
年
御
年
七
十
歳
ト
シ
テ
逆
算
ス
レ
ハ
元
中
九
年
ハ
御
年
十
九
尊
聖
ハ
十
七
歳
行

悟
ハ
十
六
歳
ニ
シ
テ
御
出
家
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヨ
リ
推
セ
ハ
海
門
ノ
御
入
洛
御
出
家
ハ
元
中
九
年
以
前
ナ
ル
ヘ
シ
︑
斯
ノ
如
ク
皇

子
方
カ
後
亀
山
天
皇
御
歸
洛
以
前
カ
少
ク
ト
モ
其
直
後
ニ
御
入
洛
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ハ
長
慶
天
皇
カ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
コ

ト
ヲ
傳
フ
ル
大
乘
院
日
記
目
録
ノ
記
事
ノ
旁
證
ト
ナ
ル
ヘ
シ

註
二慶

壽
院
ハ
︑
長
慶
天
皇
ヲ
﹁
長
慶
院
﹂﹁
長
慶
院
殿
﹂﹁
長
慶
院
法
皇
﹂﹁
長
慶
院
殿
法
皇
﹂﹁
慶
壽
院
﹂﹁
慶
壽
院
法
皇
﹂﹁
長
慶

壽
院
﹂﹁
増
長
慶
壽
院
法
皇
﹂
ト
申
シ
上
ケ
シ
コ
ト
ヨ
リ
考
フ
ル
ニ
︑
正
シ
ク
ハ
長
慶
壽
院
ト
称
シ
略
シ
テ
慶
壽
院
ト
呼
ヒ
奉

リ
シ
モ
ノ
ナ
ル
ヘ
シ

︵
乙
︶

長
慶
天
皇
ノ
陵
ニ
関
ス
ル
調
査
ノ
方
針

一
︑
長
慶
天
皇
ノ
陵
ノ
見
込
ヲ
以
テ
設
定
セ
ラ
レ
タ
ル
陵
墓
參
考
地
及
同
陵
ニ
関
ス
ル
上
申
地
ニ
就
キ
テ
檢
討
調
査
シ
報
告
書
ヲ
作

製
ス
ル
コ
ト

二
︑
別
ニ
廣
ク
関
係
資
料
ヲ
検
討
調
査
シ
報
告
書
ヲ
作
製
ス
ル
コ
ト

関
係
資
料
ノ
調
査
要
項
ハ
槪
ネ
次
ノ
如
シ

㈠
後
醍
醐
天
皇
後
村
上
天
皇
長
慶
天
皇
後
亀
山
天
皇
等
ト
関
係
深
キ
地
方
ヲ
文
献
ニ
由
リ
調
査
ス
ル
コ
ト
場
合
ニ
依
リ
テ
ハ

実
地
調
査
ヲ
行
フ

㈡
長
慶
天
皇
ノ
御
事
蹟
特
ニ
御
聖
德
︵
御
人
格
︶
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

¡註
武
家
ニ
對
ス
ル
御
方
針
御
感
¨
等
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

㈢
長
慶
天
皇
ノ
御
近
親
ノ
御
方
ノ
御
事
蹟
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

㈣
長
慶
天
皇
ノ
側
近
者
等
ノ
事
歴
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

㈤
所
謂
北
朝
ト
関
係
ア
ル
事
項
ノ
調
査
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史
料
六
﹁
答
申
案
⑥
﹂

秘

答
申
案
︵
龍
委
員
私
案
︶

曩
ニ
審
議
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
諮
問
第
一
號
長
慶
天
皇
ノ
陵
ハ
如
何
ニ
調
査
考
證
ス
ヘ
キ
ヤ
ノ
件
ニ
付
イ
テ
ハ
︑
黒
板
辻
芝
荻
野
西
田

龍
各
委
員
ヲ
以
テ
小
委
員
會
ヲ
組
織
シ
鋭
意
調
査
ニ
努
ム
ル
ト
共
ニ
委
員
長
各
委
員
ハ
實
地
ニ
就
キ
テ
モ
調
査
ヲ
進
メ
︑
更
ニ
一
昨

年
以
来
全
力
ヲ
本
件
ニ
集
中
シ
テ
全
員
之
カ
調
査
審
議
ニ
専
心
シ
之
カ
為
ニ
小
委
員
會
及
總
會
ヲ
重
ヌ
ル
コ
ト
前
後
三
十
數
回
ニ
及

ヘ
リ
︑
其
間
マ
ツ
別
紙
乙
記
載
ノ
如
ク
調
査
方
針
ヲ
決
定
シ
︑
之
ニ
基
キ
テ
或
ハ
各
委
員
之
カ
調
査
ニ
當
リ
又
別
ニ
嘱
託
ヲ
置
キ
社

寺
諸
家
等
ノ
方
面
ニ
亘
リ
テ
資
料
ヲ
蒐
集
シ
以
テ
調
査
ノ
周
到
ヲ
期
シ
タ
リ
︑
而
シ
テ
其
調
査
ノ
結
果
直
接
ニ
御
陵
ニ
関
シ
テ
徴
證

ス
ヘ
キ
資
料
ヲ
發
見
ス
ル
ニ
至
ラ
ス
︑
百
箇
所
ヲ
超
ユ
ル
傳
説
地
及
推
考
地
ハ
採
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
モ
ノ
極
メ
テ
少
キ
コ
ト
明
カ
ト
ナ

レ
リ
︑
茲
ニ
於
テ
其
調
査
ハ
天
皇
ノ
御
動
靜
御
稱
號
ノ
典
據
及
ビ
崩
後
ノ
諸
事
情
等
ヲ
考
察
ス
ル
ノ
外
ナ
キ
コ
ト
ト
ナ
リ
︑
依
ツ
テ

更
ニ
全
員
愼
重
ニ
審
議
ヲ
盡
シ
タ
ル
結
果
︑
現
下
ニ
於
テ
ハ
京
都
市
右
京
區
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
ノ
慶
壽
院
阯
ニ
陵
所
ヲ
定
メ
ラ
ル

ル
ヲ
最
モ
妥
當
ナ
リ
ト
認
メ
奉
レ
リ
︑
但
同
所
ハ
天
皇
ノ
御
陵
所
タ
リ
シ
明
證
ヲ
缺
ク
ヲ
以
テ
︑
御
治
定
ヲ
愼
重
ニ
ナ
シ
給
フ
ヘ
キ

ト
否
ト
ハ
モ
ト
ヨ
リ
忖
度
シ
奉
ル
ト
コ
ロ
ニ
ア
ラ
ス
︑
茲
ニ
理
由
書
ヲ
相
具
シ
及
答
申
候
也

年

月

日

委

員

長

宮

内

大

臣理
由
書

謹
テ
按
ス
ル
ニ
︑
長
慶
天
皇
ノ
御
事
蹟
ニ
関
シ
テ
ハ
畏
ク
モ
徴
證
ス
ヘ
キ
資
料
甚
タ
稀
ニ
シ
テ
︑
崩
御
ニ
就
キ
テ
ハ
纔
ニ
大
乘
院
日

記
目
録
應
永
元
年
ノ
條
ニ
﹁
八
月
一
日
大
覺
寺
法
皇
崩
五
十
二
號
長
慶
院
﹂
ト
ノ
記
事
ノ
存
ス
ル
ニ
過
キ
ス
シ
テ
︑
御
陵
ニ
関
シ
テ
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ハ
何
等
所
傳
ヲ
發
見
ス
ル
ニ
至
ラ
ス
︑
従
ツ
テ
御
陵
ノ
調
査
ハ
廣
ク
天
皇
ノ
御
動
靜
御
稱
號
ノ
典
據
及
ヒ
崩
後
ノ
諸
事
情
等
ニ
亘
リ

テ
考
察
ス
ル
ノ
外
ハ
ア
ラ
ス

長
慶
天
皇
ノ
御
動
靜
ヲ
伺
ヒ
奉
ル
ニ
︑
正
平
二
十
三
年
御
踐
祚
ノ
頃
ニ
ハ
攝
津
住
吉
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
嘉
喜
門
院
集
鴨
脚
本
皇
代

記
ニ
︑
正
平
二
十
四
年
春
ニ
ハ
大
和
吉
野
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
新
葉
和
歌
集
ニ
︑
建
徳
二
年
文
中
元
年
ニ
亘
リ
テ
ハ
河
内
天
野
山
金

剛
寺
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
︑マ
マ

天
口
事
書
奥
書
嘉
喜
門
院
集
ニ
︑
同
二
年
八
月
ニ
ハ
賊
軍
ノ
侵
犯
ニ
依
リ
テ
大
和
吉
野
ニ
潜
幸
ア
ラ
セ

ラ
レ
シ
コ
ト
花
營
三
代
記
ニ
︑
文
中
二
年
冬
ヨ
リ
同
三
年
冬
天
授
二
年
ニ
ハ
吉
野
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
嘉
喜
門
院
集
新
葉
和
歌
集
ニ
︑

天
授
五
年
ヨ
リ
同
六
年
弘
和
二
年
ヨ
リ
三
年
ニ
ハ
大
和
榮
山
寺
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
圖
書
寮
本
朱
孟
︑マ
マ

同
雲
州
往
来
︑マ
マ

同
台
記
︑マ
マ

舟

𣘺
本
中
庸
等
ノ
奥
書
新
葉
和
歌
集
ニ
依
リ
テ
徴
證
セ
ラ
ル
ル
ニ
過
ギ
ス
シ
テ
︑
元
中
以
降
崩
御
ニ
至
ル
迄
ノ
御
座
所
ニ
就
テ
ハ
之
ヲ

明
記
セ
ル
モ
ノ
ナ
シ
︑
然
レ
ト
モ
コ
ノ
前
後
ニ
於
ケ
ル
列
聖
ノ
御
追
號
御
稱
號
ノ
典
據
カ
其
御
座
所
タ
ル
宮
殿
菴
室
ニ
存
ス
ル
例
ナ

ル
ニ
依
リ
︑
長
慶
天
皇
ノ
御
座
所
モ
亦
前
記
ノ
モ
ノ
ノ
外
ニ
御
稱
號
ヨ
リ
推
考
シ
奉
ル
途
ア
リ

長
慶
天
皇
ノ
御
稱
號
ハ
之
ヲ
要
約
ス
レ
ハ
長
慶
院
慶
壽
院
大
覺
寺
法
皇
増
長
慶
壽
院
及
ヒ
長
慶
壽
院
ノ
五
種
ト
ナ
ル
︑
其
一
長
慶
院

ハ
天
皇
ノ
皇
子
海
門
承
朝
ノ
御
消
息
︵
観
心
寺
藏
應
永
十
四
年
四
月
十
七
日
附
︶
天
皇
ノ
側
近
者
花
山
院
長
親
︵
法
名
畊
雲
︶
ノ
記

セ
ル
仙
源
抄
奥
書
︵
群
書
類
從
本
︶
及
ビ
畊
雲
千
首
奥
書
︵
佐
々
木
信
綱
氏
藏
元
中
六
年
正
月
ノ
記
述
︶
天
皇
ノ
御
遺
命
ニ
依
リ
テ

観
心
寺
座
主
ト
ナ
リ
シ
光
賢
ノ
印
信
秘
抄
奥
書
︵
金
剛
寺
藏
︶
等
ヲ
始
メ
天
皇
ノ
御
事
蹟
ヲ
記
セ
ル
大
多
數
ノ
資
料
ニ
見
エ
タ
ル
御

稱
號
ナ
リ
︑
而
シ
テ
其
典
據
ヲ
徴
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
高
野
山
金
剛
三
昧
院
藏
御
舎
利
目
録
ア
リ
︑
コ
レ
ハ
﹁
明
徳
五
年
甲
戌
五
月
十
日

記
之
金
剛
佛
子
忠
禪
﹂
ノ
奥
書
ア
リ
テ
忠
禪
カ
其
所
持
セ
ル
佛
舎
利
ヲ
掲
記
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
︑マ
マ

其
中
ニ
﹁
一
粒
ハ
水
精
色
於
長
慶

院
殿
直
奉
請
之
震マ
マ

筆
御
書
拝
領
之
﹂
ト
ア
リ
︑
之
ニ
依
レ
ハ
長
慶
天
皇
ノ
御
所
長
慶
院
殿
ニ
於
テ
佛
舎
利
ヲ
奉
請
シ
タ
ル
コ
ト
明
ナ

リ
︑
サ
レ
ハ
長
慶
院
殿
カ
長
慶
天
皇
ノ
御
座
所
タ
ル
コ
ト
ハ
疑
ナ
キ
ト
コ
ロ
ナ
レ
ド
ソ
ノ
所
在
ニ
就
テ
ハ
何
等
ノ
徴
證
ス
ヘ
キ
モ
ノ

ナ
ク
︑
建
仁
寺
塔
頭
ニ
長
慶
院
或
ハ
長
慶
菴
ノ
存
セ
シ
コ
ト
臥
雲
日
件
録
和
漢
禪
刹
次
第
等
ニ
見
エ
タ
レ
ト
彼
此
ノ
関
係
ハ
詳
ナ
ラ

ス
︑
其
二
慶
壽
院
ハ
後
醍
醐
天
皇
皇
孫
師
成
親
王
︵
法
名
惠
梵
︶
ノ
記
シ
給
ヒ
シ
新
葉
和
歌
集
奥
書
︵
舊
富
岡
本
應
永
三
十
二
年
ノ
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御
記
述
︶
及
ヒ
建
内
記
︵
伏
見
宮
御
藏
︶
等
ニ
記
サ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
︑マ
マ

同
記
嘉
吉
三
年
五
月
九
日
ノ
條
ニ
海
門
承
朝
ノ
動
靜
ヲ

記
セ
ル
中
ニ
﹁
今
日
向
嵯
峨
慶
壽
院
﹂
ト
見
エ
︑
又
應
永
鈞
命
繪
圖
︵
天
龍
寺
藏
應
永
三
十
三
年
ノ
書
冩
︶
ニ
記
サ
レ
タ
ル
慶
壽
院

ノ
位
置
ヨ
リ
推
考
シ
テ
京
都
市
右
京
區
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
ニ
存
シ
タ
ル
天
龍
寺
塔
頭
慶
壽
院
カ
コ
ノ
御
稱
號
ノ
典
據
タ
ル
コ
ト
ヲ

確
認
セ
ラ
ル
ル
モ
︑
長
慶
天
皇
ノ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
ヲ
明
記
セ
ル
モ
ノ
存
□セ

□ス

︑
其
三
大
覺
寺
□法

□皇

□ノ

□御

稱
號
□ハ

□興

□福

□寺

□大

□乘

□院

主

尋
尊
ノ
記
セ
ル
大
乘
院
日
記
目
録
ニ
載
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
︑
コ
ノ
御
稱
號
ノ
典
據
カ
嵯
峨
大
覺
寺
ナ
ル
コ
ト
ハ
疑
ナ
キ
ト
コ
ロ

ナ
レ
ト
モ
︑
本
書
ニ
ハ
長
慶
天
皇
ヲ
大
覺
寺
ニ
御
座
ア
リ
シ
後
亀
山
天
皇
ト
混
同
シ
テ
記
シ
奉
レ
ル
ト
コ
ロ
ア
ル
ヲ
以
テ
コ
ノ
御
稱

號
ニ
就
テ
ハ
誤
ナ
キ
ヲ
保
シ
難
シ
︑
其
四
増
長
慶
壽
院
ハ
人
王
百
代
具
名
記
︵
常
福
寺
藏
︶
ニ
︑
其
五
長
慶
壽
院
ハ
應
永
王
代
記

︵
纂
輯
御
系
圖
等
ニ
所
引
︶
ニ
見
エ
タ
ル
御
稱
號
ニ
過
キ
ス
シ
テ
共
ニ
信
據
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
否
ヤ
明
ナ
ラ
ス
︑
又
其
典
據
ニ
就

キ
テ
モ
分
明
ナ
ラ
ス

以
上
ノ
論
證
ニ
依
リ
テ
︑
長
慶
天
皇
ノ
御
稱
號
ヨ
リ
天
皇
ノ
御
座
所
ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ノ
中
其
所
在
ノ
明
瞭
ナ
ル
モ
ノ
ハ
慶
壽
院

ト
大
覺
寺
ト
ノ
二
ツ
ニ
シ
テ
何
レ
モ
京
都
ノ
西
郊
嵯
峨
ニ
ア
ル
寺
院
ナ
リ
︑
而
シ
テ
長
慶
天
皇
ノ
御
入
洛
ノ
コ
ト
ハ
之
ヲ
明
記
セ
ル

モ
ノ
ナ
シ
ト
雖
モ
︑
天
皇
ノ
諸
皇
子
側
近
者
カ
後
亀
山
天
皇
ノ
京
都
還
幸
ノ
前
後
ニ
於
テ
入
洛
シ
タ
ル
コ
ト
ト
︑
嵯
峨
ノ
地
カ
亀
山

天
皇
ヲ
始
メ
奉
リ
亀
山
天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
タ
ル
後
宇
多
天
皇
後
亀
山
天
皇
ノ
御
座
所
並
ニ
御
陵
ノ
存
セ
ル
處
ナ
ル
コ
ト
ヲ

傍
證
ト
シ
テ
︑
長
慶
天
皇
モ
亦
元
中
九
年
後
亀
山
天
皇
ノ
御
入
京
前
後
ニ
於
テ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
テ
嵯
峨
ニ
御
座
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ

リ
ト
認
メ
奉
リ
得
ベ
シ
︑
大
覺
寺
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
ハ
前
述
ノ
如
ク
推
考
ノ
難
ア
ル
モ
︑
慶
壽
院
ハ
長
慶
天
皇
ノ
皇
子
海
門
承
朝

カ
天
皇
ノ
崩
後
御
止
住
ア
ラ
セ
ラ
レ
︑
且
ツ
御
入
寂
ニ
際
シ
テ
ハ
特
ニ
コ
ノ
院
ニ
移
ラ
レ
シ
コ
ト
看
聞
御
記
蔭
涼
軒
日
録
建
内
記
等

ニ
見
エ
タ
レ
ハ
︑
慶
壽
院
ノ
御
稱
號
ト
合
セ
考
ヘ
テ
慶
壽
院
ハ
長
慶
天
皇
御
入
洛
後
ノ
御
座
所
ニ
シ
テ
天
皇
ノ
崩
後
皇
子
海
門
承
朝

カ
父
皇
ノ
御
遺
跡
ヲ
承
ケ
テ
御
止
住
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
解
シ
得
ラ
ル
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
︑
志
玄
王
カ
慈
濟
院
ニ
斂
葬
セ
ラ
レ
給

ヒ
普
明
國
師
ノ
塔
カ
鹿
王
院
ニ
建
テ
ラ
レ
タ
ル
例
ト
海
門
承
朝
ノ
御
入
寂
ノ
事
情
ト
ヲ
更
ニ
合
セ
考
フ
レ
ハ
︑
或
ハ
慶
壽
院
カ
長
慶

天
皇
ノ
御
座
所
タ
リ
シ
ニ
止
マ
ラ
ス
天
皇
ノ
崩
御
ノ
處
タ
ル
ト
同
時
ニ
斂
葬
ノ
處
タ
リ
シ
ト
モ
推
察
シ
得
ラ
レ
ザ
ル
ニ
ア
ラ
ス
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之
ヲ
要
ス
ル
ニ
慶
壽
院
ハ
長
慶
天
皇
ノ
御
座
所
ノ
中
最
モ
御
晩
年
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
且
ツ
其
遺
阯
ノ
明
瞭
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
︑
サ
レ
ハ
天

皇
ノ
御
陵
所
タ
ル
明
證
ハ
未
タ
得
ル
ノ
由
ナ
シ
ト
雖
モ
︑
天
皇
ノ
御
晩
年
ニ
於
ケ
ル
由
緒
ノ
最
モ
深
キ
處
ナ
レ
ハ
︑
現
下
長
慶
天
皇

ノ
御
陵
所
ヲ
御
治
定
相
成
ル
ベ
キ
ニ
於
テ
ハ
京
都
市
右
京
區
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
ノ
慶
壽
院
阯
ヲ
以
テ
セ
ラ
ル
ル
ヲ
最
モ
適
當
ナ
リ

ト
認
ム
ル
次
第
ナ
リ

史
料
七
﹁
答
申
案
⑦
﹂

答
申
案

曩
ニ
審
議
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
諮
問
第
一
號
長
慶
天
皇
ノ
陵
ハ
如
何
ニ
調
査
考
證
ス
ヘ
キ
ヤ
ノ
件
ニ
付
イ
テ
ハ
︑
黒
板
辻
芝
荻
野
西
田

龍
各
委
員
ヲ
以
テ
小
委
員
會
ヲ
組
織
シ
鋭
意
調
査
ニ
努
ム
ル
ト
共
ニ
委
員
長
各
委
員
ハ
實
地
ニ
就
キ
テ
モ
調
査
ヲ
進
メ
︑
更
ニ
一
昨

年
以
來
全
力
ヲ
本
件
ニ
集
中
シ
テ
全
員
之
カ
調
査
審
議
ニ
専
心
シ
之
カ
爲
ニ
小
委
員
會
及
総
會
ヲ
重
ヌ
ル
コ
ト
四
十
回
ヲ
超
ユ
︑
其

間
マ
ツ
別
紙
記
載
ノ
如
ク
調
査
方
針
ヲ
決
定
シ
︑
之
ニ
基
キ
テ
或
ハ
各
委
員
之
カ
調
査
ニ
當
リ
又
別
ニ
嘱
託
ヲ
置
キ
社
寺
諸
家
等
ノ

方
面
ニ
亘
リ
テ
資
料
ヲ
蒐
集
シ
以
テ
調
査
ノ
周
到
ヲ
期
シ
タ
リ
︑
而
シ
テ
其
調
査
ノ
結
果
直
接
ニ
御
陵
ニ
関
シ
テ
徴
證
ス
ヘ
キ
資
料

ヲ
發
見
ス
ル
ニ
至
ラ
ス
︑
百
箇
所
ヲ
超
ユ
ル
傳
説
地
及
推
考
地
ハ
採
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
モ
ノ
極
メ
テ
少
キ
コ
ト
明
カ
ト
ナ
レ
リ
︑
是
ニ

於
テ
其
調
査
ハ
天
皇
ノ
御
動
靜
御
稱
號
ノ
典
據
及
ヒ
崩
御
前
後
ノ
諸
事
情
等
ヲ
考
察
ス
ル
ノ
外
ナ
キ
コ
ト
ト
ナ
リ
︑
之
ヲ
中
心
ト
シ

更
ニ
全
員
愼
重
ニ
審
議
ヲ
盡
シ
タ
ル
結
果
︑
現
下
ニ
於
テ
ハ
京
都
市
右
京
區
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
ノ
慶
壽
院
阯
ニ
陵
所
ヲ
定
メ
ラ
ル

ル
ヲ
最
モ
妥
當
ナ
リ
ト
認
ム
︑
仍
テ
茲
ニ
理
由
書
ヲ
相
具
シ
及
答
申
候
也

﹃
昭

(
後
筆
)
和
十
五
﹄
年
﹃
十
二
﹄
月
﹃
二
十
六
﹄
日

委

員

長

宮

内

大

臣

理
由
書
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謹
テ
按
ス
ル
ニ
︑
長
慶
天
皇
御
名
ハ
寛
成
第
九
十
七
代
後
村
上
天
皇
ノ
皇
子
ニ
マ
シ
マ
シ
後
村
上
天
皇
ノ
御
後
ヲ
受
ケ
サ
セ
ラ
レ
テ

大
統
ヲ
継
キ
給
ヒ
御
禪
譲
ノ
後
太
上
天
皇
ノ
尊
號
ヲ
受
ケ
サ
セ
給
ヘ
リ
︑
シ
カ
ル
ニ
御
晩
年
ノ
御
事
蹟
ニ
関
シ
テ
ハ
畏
ク
モ
徴
證
ス

ヘ
キ
資
料
甚
タ
稀
ニ
シ
テ
︑
崩
御
ニ
就
キ
テ
ハ
纔
ニ
大
乘
院
日
記
目
録
應
永
元
年
ノ
條
ニ
﹁
八
月
一
日
大
覚
寺
法
皇
崩
五
十
二
號
長

慶
院
﹂
ト
ノ
記
事
ノ
存
ス
ル
ニ
過
キ
ス
シ
テ
御
陵
ニ
関
シ
テ
ハ
何
等
ノ
所
傳
ヲ
發
見
ス
ル
ニ
至
ラ
ス
︑
従
ツ
テ
御
陵
ノ
調
査
ハ
廣
ク

天
皇
ノ
御
動
靜
御
稱
號
ノ
典
據
及
ヒ
崩
御
前
後
ノ
諸
事
情
等
ニ
亘
リ
テ
考
察
ス
ル
ノ
外
ハ
ア
ラ
ス

長
慶
天
皇
ノ
御
動
靜
ヲ
伺
ヒ
奉
ル
ニ
︑
正
平
二
十
三
年
御
踐
祚
ノ
頃
ニ
ハ
攝
津
住
吉
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
嘉
喜
門
院
集
鴨
脚
本
皇
代

記
ニ
︑
正
平
二
十
四
年
春
ニ
ハ
大
和
吉
野
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
新
葉
和
歌
集
ニ
︑
建
徳
二
年
文
中
元
年
ニ
亘
リ
テ
ハ
河
内
天
野
山
金

剛
寺
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
︑マ
マ

天
口
事
書
奥
書
嘉
喜
門
院
集
ニ
︑
同
二
年
八
月
ニ
ハ
賊
軍
ノ
侵
犯
ニ
依
リ
テ
大
和
吉
野
ニ
潜
幸
ア
ラ
セ

ラ
シ
コ
ト
花
營
三
代
記
ニ
︑
文
中
二
年
冬
ヨ
リ
同
三
年
冬
天
授
二
年
ニ
ハ
吉
野
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
嘉
喜
門
院
集
新
葉
和
歌
集
ニ
︑

天
授
五
年
ヨ
リ
同
六
年
弘
和
二
年
ヨ
リ
三
年
ニ
ハ
大
和
榮
山
寺
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
圖
書
寮
本
朱
孟
︑マ
マ

同
雲
州
往
来
︑マ
マ

同
台
記
︑マ
マ

舟

橋
本
中
庸
等
ノ
奥
書
新
葉
和
歌
集
ニ
依
リ
テ
徴
證
セ
ラ
ル
ル
ニ
過
キ
ス
シ
テ
︑
元
中
以
降
崩
御
ニ
至
ル
迄
ノ
御
座
所
ニ
就
テ
ハ
之
ヲ

明
記
セ
ル
モ
ノ
ナ
シ
︑
然
レ
ト
モ
コ
ノ
前
後
ニ
於
ケ
ル
列
聖
ノ
御
追
號
御
稱
號
ノ
典
據
カ
其
御
座
所
タ
ル
宮
殿
菴
室
ニ
存
ス
ル
例
ナ

ル
ニ
依
リ
︑
長
慶
天
皇
ノ
御
座
所
モ
亦
前
記
ノ
モ
ノ
ノ
外
ニ
御
稱
號
ヨ
リ
推
考
シ
奉
ル
途
ア
リ

長
慶
天
皇
ノ
御
稱
號
ハ
之
ヲ
要
約
ス
レ
ハ
長
慶
院
慶
壽
院
大
覺
寺
法
皇
増
長
慶
壽
院
及
長
慶
壽
院
ノ
五
種
ト
ナ
ル
︑
其
一
長
慶
院
ハ

天
皇
ノ
皇
子
海
門
承
朝
ノ
御
消
息
︵
観
心
寺
藏
應
永
十
四
年
四
月
十
七
日
附
︶
天
皇
ノ
側
近
者
花
山
院
長
親
︵
法
名
畊
雲
︶
ノ
記
セ

ル
仙
源
抄
奥
書
︵
群
書
類
從
本
︶
及
畊
雲
千
首
奥
書
︵
佐
々
木
信
綱
氏
藏
︶
天
皇
ノ
御
遺
命
ニ
依
リ
テ
観
心
寺
座
主
ト
ナ
リ
シ
光
賢

ノ
印
信
秘
抄
奥
書
︵
金
剛
寺
藏
︶
等
ヲ
始
メ
天
皇
ノ
御
事
蹟
ヲ
記
セ
ル
大
多
數
ノ
資
料
ニ
見
エ
タ
ル
御
稱
號
ナ
リ
︑
而
シ
テ
其
典
據

ヲ
徴
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
高
野
山
金
剛
三
昧
院
藏
御
舎
利
目
録
ア
リ
︑
コ
レ
ハ
﹁
明
徳
五
年
甲
戌
五
月
十
日
記
之
金
剛
佛
子
忠
禪
﹂
ノ
奥

書
ア
リ
テ
忠
禪
カ
其
所
持
セ
ル
佛
舎
利
ヲ
掲
記
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
︑マ
マ

其
中
ニ
﹁
一
粒
ハ
水
精
色
於
長
慶
院
殿
直
奉
請
之
震マ
マ

筆
御
書
拝

領
之
﹂
ト
ア
リ
︑
之
ニ
依
レ
ハ
長
慶
天
皇
ノ
御
所
長
慶
院
殿
ニ
於
テ
佛
舎
利
ヲ
奉
請
シ
タ
ル
コ
ト
明
ナ
リ
︑
サ
レ
ハ
長
慶
院
殿
カ
長
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慶
天
皇
ノ
御
座
所
タ
ル
コ
ト
ハ
疑
ナ
キ
ト
コ
ロ
ナ
レ
ト
ソ
ノ
所
在
ニ
就
テ
ハ
何
等
ノ
徴
證
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ク
︑
建
仁
寺
塔
頭
ニ
長
慶

院
或
ハ
長
慶
菴
ノ
存
セ
シ
コ
ト
臥
雲
日
件
録
和
漢
禪
刹
次
第
等
ニ
見
エ
タ
レ
ト
彼
此
ノ
関
係
ハ
詳
ナ
ラ
ス
︑
其
二
慶
壽
院
ハ
後
醍
醐

天
皇
皇
孫
師
成
親
王
︵
法
名
惠
梵
︶
ノ
記
シ
給
ヒ
シ
新
葉
和
歌
集
奥
書
︵
舊
富
岡
本
應
永
三
十
二
年
ノ
御
記
述
︶
及
建
内
記
︵
伏
見

宮
御
藏
︶
等
ニ
記
サ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
同
記
嘉
吉
三
年
五
月
九
日
ノ
條
ニ
海
門
承
朝
ノ
動
靜
ヲ
記
セ
ル
中
ニ
﹁
今
日
向
嵯
峨
慶
壽

院
﹂
ト
見
エ
︑
又
應
永
鈞
命
繪
圖
︵
天
龍
寺
藏
應
永
三
十
三
年
ノ
書
冩
︶
ニ
記
サ
レ
タ
ル
慶
壽
院
ノ
位
置
ヨ
リ
推
考
シ
テ
京
都
市
右

京
區
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
ニ
存
シ
タ
ル
天
龍
寺
塔
頭
慶
壽
院
カ
コ
ノ
御
稱
號
ノ
典
據
タ
ル
コ
ト
ヲ
確
認
セ
ラ
ル
ル
モ
長
慶
天
皇
ノ
御

座
ア
リ
シ
コ
ト
ヲ
明
記
セ
ル
モ
ノ
存
セ
ス
︑
其
三
大
覺
寺
法
皇
ノ
御
稱
號
ハ
興
福
寺
大
乘
院
主
尋
尊
ノ
記
セ
ル
大
乘
院
日
記
目
録
ニ

載
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
︑
コ
ノ
御
稱
號
ノ
典
據
カ
嵯
峨
大
覺
寺
ナ
ル
コ
ト
ハ
疑
ナ
キ
ト
コ
ロ
ナ
レ
ト
モ
︑
本
書
ニ
ハ
長
慶
天
皇
ヲ

大
覺
寺
ニ
御
座
ア
リ
シ
後
亀
山
天
皇
ト
混
同
シ
テ
記
シ
奉
レ
ル
ト
コ
ロ
ア
ル
ヲ
以
テ
コ
ノ
御
稱
號
ニ
就
テ
ハ
誤
ナ
キ
ヲ
保
シ
難
シ
︑

其
四
増
長
慶
壽
院
ハ
人
王
百
代
具
名
記
︵
常
福
寺
藏
︶
ニ
︑
其
五
長
慶
壽
院
ハ
應
永
王
代
記
︵
纂
輯
御
系
圖
等
ニ
所
見引

︶
〻

ニ
見
エ
タ

ル
御
稱
號
ニ
過
キ
ス
シ
テ
其
典
據
分
明
ナ
ラ
ス
︑
サ
テ
以
上
ノ
中
其
所
在
ノ
明
瞭
ナ
ル
モ
ノ
ハ
慶
壽
院
ト
大
覺
寺
ト
ノ
二
ツ
ニ
シ
テ

何
レ
モ
京
都
ノ
西
郊
嵯
峨
ニ
ア
ル
寺
院
ナ
リ
︑
而
シ
テ
長
慶
天
皇
ノ
御
入
洛
ノ
コ
ト
ハ
之
ヲ
明
記
セ
ル
モ
ノ
ナ
シ
ト
雖
モ
︑
天
皇
ノ

諸
皇
子
側
近
者
カ
後
亀
山
天
皇
ノ
京
都
還
幸
ノ
前
後
ニ
於
テ
入
洛
シ
タ
ル
コ
ト
ト
(註
)
︑
嵯
峨
ノ
地
カ
亀
山
天
皇
ヲ
始
メ
奉
リ
亀
山

天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
タ
ル
後
宇
多
天
皇
後
亀
山
天
皇
ノ
御
座
所
並
ニ
御
陵
ノ
存
セ
ル
處
ナ
ル
コ
ト
ヲ
傍
證
ト
シ
テ
︑
長
慶
天

皇
モ
亦
元
中
九
年
後
亀
山
天
皇
ノ
御
入
京
前
後
ニ
於
テ
御
入
洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
テ
嵯
峨
ニ
御
座
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
認
メ
奉
リ
得
ヘ
シ
︑

大
覺
寺
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
ハ
前
述
ノ
如
ク
推
考
ノ
難
ア
ル
モ
︑
慶
壽
院
ハ
長
慶
天
皇
ノ
皇
子
海
門
承
朝
カ
天
皇
ノ
崩
後
御
止
住
ア

ラ
セ
ラ
レ
︑
且
ツ
御
入
寂
ニ
際
シ
テ
ハ
特
ニ
コ
ノ
院
ニ
移
ラ
レ
シ
コ
ト
看
聞
御
記
蔭
涼
軒
日
録
建
内
記
等
ニ
見
エ
タ
レ
ハ
︑
慶
壽
院

ノ
御
稱
號
ト
合
セ
考
ヘ
テ
慶
壽
院
ハ
長
慶
天
皇
御
入
洛
後
ノ
御
座
所
ニ
シ
テ
︑
天
皇
ノ
崩
後
皇
子
海
門
承
朝
カ
コ
コ
ニ
御
止
住
ア
ラ

セ
ラ
レ
タ
ル
ハ
同
所
カ
父
皇
ノ
御
遺
跡
ニ
シ
テ
又
御
菩
提
所
ナ
リ
シ
ニ
因
ル
モ
ノ
ト
解
シ
得
ラ
ル
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
︑
志
玄
王
カ
慈
濟

院
ニ
斂
葬
セ
ラ
レ
給
ヒ
普
明
國
師
ノ
塔
カ
鹿
王
院
ニ
建
テ
ラ
レ
タ
ル
例
ト
海
門
承
朝
ノ
御
入
寂
ノ
事
情
ト
ヲ
更
ニ
合
セ
考
フ
レ
ハ
︑
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或
ハ
慶
壽
院
カ
長
慶
天
皇
ノ
御
座
所
タ
リ
シ
ニ
止
マ
ラ
ス
天
皇
ノ
崩
御
ノ
處
タ
ル
ト
同
時
ニ
斂
葬
ノ
處
タ
リ
シ
ト
モ
推
察
シ
得
ヘ
シ

之
ヲ
要
ス
ル
ニ
慶
壽
院
ハ
長
慶
天
皇
ト
ノ
御
由
緒
最
モ
深
キ
所
ニ
シ
テ
且
ツ
其
遺
阯
ノ
明
瞭
ナ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
︑
現
下
長
慶
天
皇
ノ

御
陵
所
ヲ
御
治
定
相
成
ル
ヘ
キ
ニ
於
テ
ハ
︑
京
都
市
右
京
區
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
ノ
慶
壽
院
阯
ヲ
以
テ
セ
ラ
ル
ル
ヲ
最
モ
適
當
ナ
リ

ト
認
ム

註一
長
慶
天
皇
皇
子
尊
聖
ハ
満
済
准
后
日
記
正
長
二
年
二
月
二
十
五
日
ノ
條
ニ
﹁
勧
修
寺

(尊
聖
)

僧
正
轉
大
事
今
日
勅
許
○
中

略

當
年
五
十
五

歳
法
﨟
丗
九
﨟
也
﹂
ト
ア
ル
コ
ト
︑
及
金
剛
頂
無
上
正
宗
傳
燈
廣
録
後
編
勧
修
寺
大
僧
正
尊
聖
傳
ニ
﹁
入
大
僧
正
之
室
而

(勧
修
寺
尊
興
大
僧
正
)

出

家
﹂
ト
ア
ル
ニ
據
レ
ハ
︑
元
中
八
年
勧
修
寺
ニ
御
入
室
御
出
家
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ

二
皇
子
行
悟
ハ
吹
上
本
帝
王
系
圖
挿
紙
ニ
﹁
円
滿
院
明
徳
三
十
二

(元
中
九
年
)

廿
七
入
室
御
出
家
戒
師
定
助
僧
正
潅
頂
﹂
ト
ア
ル
コ
ト
︑
及
三

井
寺
潅
頂
脈
譜
ニ
﹁
行
悟
年
廿
二

戒

七

應
永
五
︱(年
)

四
︱(月
)

十
四
︱(日
)

一
身
阿
︱
︱

(
闍

梨

)
﹂
ト
ア
ル
ニ
據
レ
ハ
︑
元
中
九
年
十
二
月
三
井
寺
円
満

院
ニ
御
入
室
御
出
家
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ

三
長
慶
天
皇
ニ
侍
シ
奉
リ
テ
右
近
衞
大
將
ト
爲
リ
又
後
亀
山
天
皇
ノ
御
代
内
大
臣
ニ
任
セ
ラ
レ
タ
ル
花
山
院
長
親
ハ
耕
雲
口
傳
ニ

﹁
此
十
と
せ
あ
ま
り
︑マ
マ

白
川
の
東
花
頂
山
の
奥
に
幼
質
を
か
く
し
︑マ
マ

鹿
豕
に
友
を
む
す
び
︑マ
マ

泉
石
に
心
を
す
ま
し
て
︑マ
マ

あ
か
し

く
ら
す
ほ
と
に
︑マ
マ

應
永
十
あ
ま
り
五
の
年
﹂
云
々
ト
ア
ル
コ
ト
︑マ
マ

両
聖
記
ニ
﹁
應
永
元
年
の
秋
○
中

略

劣
者

(
長
親
)

幽
林
に
ま
み
え
奉
る

事
日
浅
し
と
い
へ
と
も
︑マ
マ

﹂
云
々
ト
ア
ル
コ
ト
︑マ
マ

及
花
山
院
家
系
譜
長
親
ノ
條
ニ
﹁
同
九
年

(元
中
)

十
月
出
家
﹂
ト
ア
ル
コ
ト
ニ
據
レ

ハ
後
亀
山
天
皇
ノ
京
都
還
幸
ノ
前
後
ニ
於
テ
入
洛
セ
リ

長
慶
天
皇
ノ
陵
ニ
関
ス
ル
調
査
ノ
方
針

一
︑
長
慶
天
皇
ノ
陵
ノ
見
込
ヲ
以
テ
設
定
セ
ラ
レ
タ
ル
陵
墓
參
考
地
及
同
陵
ニ
関
ス
ル
上
申
地
ニ
就
キ
テ
検
討
調
査
シ
報
告
書
ヲ
作

製
ス
ル
コ
ト
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二
︑
別
ニ
廣
ク
関
係
資
料
ヲ
檢
討
調
査
シ
報
告
書
ヲ
作
製
ス
ル
コ
ト

関
係
資
料
ノ
調
査
要
項
ハ
槪
ネ
次
ノ
如
シ

㈠
後
醍
醐
天
皇
後
村
上
天
皇
長
慶
天
皇
後
亀
山
天
皇
等
ト
関
係
深
キ
地
方
ヲ
文
献
ニ
由
リ
調
査
ス
ル
コ
ト
場
合
ニ
依
リ
テ
ハ

実
地
調
査
ヲ
行
フ

㈡
長
慶
天
皇
ノ
御
事
蹟
特
ニ
御
聖
徳
︵
御
人
格
︶
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

¡註
武
家
ニ
對
ス
ル
御
方
針
御
感
情
等
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

㈢
長
慶
天
皇
ノ
御
近
親
ノ
御
方
ノ
御
事
蹟
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

㈣
長
慶
天
皇
ノ
側
近
者
等
ノ
事
歴
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

㈤
所
謂
北
朝
ト
関
係
ア
ル
事
項
ノ
調
査

史
料
八
﹁
答
申
︵
岡
本
文
書
︶
﹂

㊙

答
申
案

曩
ニ
審
議
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
︑
諮
問
第
一
號
長
慶
天
皇
ノ
陵
ハ
如
何
ニ
調
査
考
證
ス
ヘ
キ
ヤ
ノ
件
ニ
付
イ
テ
ハ
︑
黒
板
辻
芝
荻
野
西

田
龍
各
委
員
ヲ
以
テ
小
委
員
會
ヲ
組
織
シ
鋭
意
調
査
ニ
努
ム
ル
ト
共
ニ
委
員
長
各
委
員
ハ
實
地
ニ
就
キ
テ
モ
調
査
ヲ
進
メ
︑
更
ニ
一

昨
年
以
來
全
力
ヲ
本
件
ニ
集
中
シ
テ
全
員
之
カ
調
査
審
議
ニ
専
心
シ
之
カ
爲
ニ
小
委
員
會
及
総
會
ヲ
重
ヌ
ル
コ
ト
四
十
回
ヲ
超
ユ
︑

其
間
マ
ツ
別
紙
記
載
ノ
如
ク
調
査
方
針
ヲ
決
定
シ
︑
之
ニ
基
キ
テ
或
ハ
各
委
員
之
カ
調
査
ニ
當
リ
又
別
ニ
嘱
託
ヲ
置
キ
社
寺
諸
家
等

ノ
方
面
ニ
亘
リ
テ
資
料
ヲ
蒐
集
シ
以
テ
調
査
ノ
周
到
ヲ
期
シ
タ
リ
︑
而
シ
テ
其
調
査
ノ
結
果
直
接
ニ
御
陵
ニ
関
シ
テ
徴
證
ス
ヘ
キ
資

料
ヲ
發
見
ス
ル
ニ
至
ラ
ス
︑
百
箇
所
ヲ
超
ユ
ル
傳
説
地
及
推
考
地
ハ
採
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
モ
ノ
極
メ
テ
少
キ
コ
ト
明
カ
ト
ナ
レ
リ
︑
是

ニ
於
テ
其
調
査
ハ
天
皇
ノ
御
動
靜
御
稱
號
ノ
典
據
及
ヒ
崩
御
前
後
ノ
諸
事
情
等
ヲ
考
察
ス
ル
ノ
外
ナ
キ
コ
ト
ト
ナ
リ
︑
之
ヲ
中
心
ト

シ
更
ニ
全
員
愼
重
ニ
審
議
ヲ
盡
シ
タ
ル
結
果
︑
現
下
ニ
於
テ
ハ
京
都
市
右
京
區
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
ノ
慶
壽
院
阯
ニ
陵
所
ヲ
定
メ
ラ

ル
ル
ヲ
最
モ
妥
當
ナ
リ
ト
認
ム
︑
仍
テ
茲
ニ
理
由
書
ヲ
相
具
シ
及
答
申
候
也
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﹃
昭

(
後
筆
)
和
十
五
﹄
年
﹃
十
二
﹄
月
﹃
廿
三
﹄
日

委

員

長

宮

内

大

臣

理
由
書

謹
テ
按
ス
ル
ニ
︑
長
慶
天
皇
御
名
ハ
寛ヒ
ロ

成ナ
リ

第
九
十
七
代
後
村
上
天
皇
ノ
皇
子
ニ
マ
シ
マ
シ
後
村
上
天
皇
ノ
御
後
ヲ
受
ケ
サ
セ
ラ
レ
テ

大
統
ヲ
継
キ
給
ヒ
御
禪
譲
ノ
後
太
上
天
皇
ノ
尊
號
ヲ
受
ケ
サ
セ
給
ヘ
リ
︑
シ
カ
ル
ニ
御
晩
年
ノ
御
事
蹟
ニ
関
シ
テ
ハ
畏
ク
モ
徴
證
ス

ヘ
キ
資
料
甚
タ
稀
ニ
シ
テ
︑
崩
御
ニ
就
キ
テ
ハ
纔
ニ
大
乘
院
日
記
目
録
應
永
元
年
ノ
條
ニ
﹁
八
月
一
日
大
覺
寺
法
皇
崩
五
十
二
號
長

慶
院
﹂
ト
ノ
記
事
ノ
存
ス
ル
ニ
過
キ
ス
シ
テ
御
陵
ニ
関
シ
テ
ハ
何
等
ノ
所
傳
ヲ
發
見
ス
ル
ニ
至
ラ
ス
︑
從
ツ
テ
御
陵
ノ
調
査
ハ
廣
ク

天
皇
ノ
御
動
靜
御
稱
號
ノ
典
據
及
ヒ
崩
御
前
後
ノ
諸
事
情
等
ニ
亘
リ
テ
考
察
ス
ル
ノ
外
ハ
ア
ラ
ス

㈠
長
慶
天
皇
ノ
御
動
靜
ヲ
伺
ヒ
奉
ル
ニ
︑
正
平
二
十
三
年
御
踐
祚
ノ
頃
ニ
ハ
攝
津
住
吉
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
嘉
喜
門
院
御
集
鴨
脚

イ
テ
フ

本

皇
代
記
ニ
︑マ
マ

正
平
二
十
四
年
春
ニ
ハ
大
和
吉
野
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
新
葉
和
歌
集
ニ
︑マ
マ

建
徳
二
年
文
中
元
年
ニ
亘
リ
テ
ハ
河
内
天
野

山
金
剛
寺
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
︑マ
マ

天
口
事
書
奥
書
嘉
喜
門
院
集
ニ
︑マ
マ

同
二
年
八
月
ニ
ハ
賊
軍
ノ
侵
犯
ニ
依
リ
テ
大
和
吉
野
ニ
潜
幸
ア

ラ
セ
ラ
レ
シ
コ
ト
花
營
三
代
記
ニ
︑マ
マ

文
中
二
年
冬
ヨ
リ
同
三
年
冬
天
授
二
年
ニ
ハ
吉
野
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
嘉
喜
門
院
御
集
新
葉
和

歌
集
ニ
︑マ
マ

天
授
五
年
ヨ
リ
同
六
年
弘
和
二
年
ヨ
リ
三
年
ニ
ハ
大
和
榮
山
寺
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
圖
書
寮
本
朱
孟
︑マ
マ

同
雲
州
往
來
︑マ
マ

同

台
記
︑マ
マ

舟
橋
本
中
庸
等
ノ
奥
書
新
葉
和
歌
集
ニ
依
リ
テ
徴
證
セ
ラ
ル
ル
ニ
過
キ
ス
シ
テ
︑
元
中
以
降
崩
御
ニ
至
ル
迄
ノ
御
座
所
ニ
就

テ
ハ
之
ヲ
明
記
セ
ル
モ
ノ
ナ
シ
︑
然
レ
ト
モ
コ
ノ
前
後
ニ
於
ケ
ル
列
聖
ノ
御
追
號
御
稱
號
ノ
典
據
カ
其
御
座在

所
タ
ル
宮
殿
御
菴
室
ニ

存
ス
ル
例
ナ
ル
ニ
依
リ
︑
長
慶
天
皇
ノ
御
座在

所
モ
亦
前
記
ノ
モ
ノ
ノ
外
ニ
御
稱
號
ヨ
リ
推
考
シ
奉
ル
途
ア
リ
(註
一
)

長
慶
天
皇
ノ
御
稱
號
ハ
之
ヲ
要
約
ス
レ
ハ
長
慶
院
︑マ
マ

慶
壽
院
︑マ
マ

大
覺
寺
法
皇
︑マ
マ

増
長
慶
壽
院
︑マ
マ

及
長
慶
壽
院
ノ
五
種
ト
ナ
ル
︵
其

一
︶
長
慶
院
ハ
天
皇
ノ
皇
子
海
門
承
朝
ノ
御
消
息
︵
観
心
寺
藏
應
永
十
四
年
四
月
十
七
日
附
︶︑マ
マ

天
皇
ノ
側
近
者
花
山
院
長
親
︵
法

名
畊
雲
︶
ノ
記
セ
ル
仙
源
抄
奥
書
︵
群
書
類
從
本
︶︑マ
マ

及
畊
雲
千
首
奥
書
︵
佐
々
木
信
綱
氏
藏
︶
天
皇
ノ
御
遺
命
ニ
依
リ
テ
観
心
寺
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座
主
ト
ナ
リ
シ
光
賢
ノ
印
信
秘
抄
奥
書
︵
金
剛
寺
藏
︶
等
ヲ
始
メ
天
皇
ノ
御
事
蹟
ヲ
記
セ
ル
大
多
數
ノ
資
料
ニ
見
エ
タ
ル
御
稱
號
ナ

リ
︑
而
シ
テ
其
典
據
ヲ
徴
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
高
野
山
金
剛
三
昧
院
藏
御
舎
利
目
録
ア
リ
︑
コ
レ
ハ
﹁
明
徳
五
年
甲
戌
五
月
十
日
記
之
金

剛
佛
子
忠
禪
﹂
ノ
奥
書
ア
リ
テ
忠
禪
カ
其
所
持
セ
ル
佛
舎
利
ヲ
掲
記
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
︑マ
マ

其
中
ニ
﹁
一
粒
ハ
水
精
色
於
長
慶
院
殿
直

奉
請
之
震マ
マ

筆
御
書
拝
領
之
﹂
ト
ア
リ
︑
之
ニ
依
レ
ハ
長
慶
天
皇
ノ
御
在
所
長
慶
院
殿
ニ
於
テ
佛
舎
利
ヲ
奉
請
シ
タ
ル
コ
ト
明
ナ
リ
︑

サ
レ
ハ
長
慶
院
殿
カ
長
慶
天
皇
ノ
御
座在

所
タ
ル
コ
ト
ハ
疑
ナ
キ
ト
コ
ロ
ナ
レ
ト
ソ
ノ
所
在
ニ
就
テ
ハ
何
等
ノ
徴
證
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ク
︑

建
仁
寺
塔
頭
ニ
長
慶
院
或
ハ
長
慶
菴
ノ
存
セ
シ
コ
ト
臥
雲
日
件
録
和
漢
禪
刹
次
第
禪
宗
□
家
建
仁
寺
塔
頭
五
山
十
刹
諸
山
等
ニ
見
エ

タ
レ
ト
彼
此
ノ
関
係
ハ
詳
ナ
ラ
ス
明
徳
年
間
仲
方
円
伊
ノ
開
基
ニ
係
カ
ル
モ
長
慶
天
皇
ノ
御
在
所
ト
ノ
関
係
ニ
就
イ
テ
ハ
何
等
資
料

ノ
存
ス
ル
モ
ノ
ナ
シ
︑︵
其
二
︶
慶
壽
院
ハ
後
醍
醐
天
皇
皇
孫
師
成
親
王
︵
法
名
惠
梵
︶
ノ
記
シ
給
ヒ
シ
新
葉
和
歌
集
御
奥
書
︵
舊

富
岡
本
應
永
三
十
二
年
ノ
御
記
述
︶
及
建
内
記
︵
伏
見
宮
御
藏
︶
及
和
朝
紹
運
之
圖
︵
栗
田
元
次
藏
︶
等
ニ
記
サ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ

テ
就
中
建
内
記
同
記
嘉
吉
三
年
五
月
九
日
ノ
條
ニ
海
門
承
朝
ノ
動
静
ヲ
記
セ
ル
中
ニ
﹁
今
日
向
嵯
峨
慶
壽
院
﹂
ト
見
エ
︑
又
應
永
鈞

命
繪
圖
︵
天
龍
寺
藏
應
永
三
十
三
年
ノ
書
冩
︶
ニ
記
サ
レ
タ
ル
慶
壽
院
ノ
位
置
ヨ
リ
推
考
シ
テ
京
都
市
右
京
區
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町

ニ
存
シ
タ
ル
天
龍
寺
塔
頭
慶
壽
院
カ
コ
ノ
御
稱
號
ノ
典
據
タ
ル
コ
ト
ヲ
確
認
セ
ラ
ル
ル
モ
長
慶
天
皇
ノ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
ヲ
明
記
セ

ル
モ
ノ
存
セ
ス
︑︵
其
三
︶
大
覺
寺
法
皇
ノ
御
稱
號
ハ
興
福
寺
大
乘
院
主
尋
尊
ノ
記
セ
ル
大
乘
院
日
記
目
録
ニ
載
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ

ナ
リ
︑
コ
ノ
御
稱
號
ノ
典
據
カ
嵯
峨
大
覺
寺
ナ
ル
コ
ト
ハ
疑
ナ
キ
ト
コ
ロ
ナ
レ
ト
モ
︑
本
書
ニ
ハ
長
慶
天
皇
ヲ
大
覺
寺
ニ
御
座
ア
リ

シ
後
亀
山
天
皇
ト
混
同
シ
テ
記
シ
奉
レ
ル
ト
コ
ロ
ア
ル
ヲ
以
テ
コ
ノ
御
稱
號
ニ
就
テ
ハ
誤
ナ
キ
ヲ
保
シ
難
シ
︑︵
其
四
︶
増
長
慶
壽

院
ハ
人
王
百
代
具
名
記
︵
常
福
寺
藏
應
永
十
五
年
ノ
書
写
︶
ニ
︑︵
其
五
︶
長
慶
壽
院
ハ
應
永
王
代
記
︵
纂
輯
御
系
圖
等
ニ
所
見引

︶

ニ
見
エ
タ
ル
御
稱
號
ニ
過
キ
ス
シ
テ
其
典
據
分
明
ナ
ラ
ス
ニ
シ
テ
コ
ノ
御
稱
號
ヨ
リ
長
慶
院
慶
寿
院
同
源
ナ
リ
ト
モ
考
ヘ
ラ
レ
サ
ル

ニ
ア
ラ
サ
レ
ト
モ
右
両
書
ノ
ミ
ヲ
典
據
ト
シ
テ
斯
ノ
如
キ
御
稱
號
ア
リ
シ
ト
断
ス
ル
ハ
尚
慎
重
ヲ
闕
ク
惧
ア
ル
ヘ
シ
︑
サ
テ
以
上
ノ

中
其
所
在
ノ
明
瞭
ナ
ル
モ
ノ
ハ
慶
壽
院
ト
大
覺
寺
ト
ノ
二
ツ
ニ
シ
テ
何
レ
モ
京
都
ノ
西
郊
嵯
峨
ニ
ア
ル
寺
院
ナ
リ
︑
而
シ
テ
長
慶
天

皇
ノ
御
入
洛
ノ
コ
ト
ハ
之
ヲ
明
記
セ
ル
モ
ノ
ナ
シ
ト
雖
モ
︑
天
皇
ノ
諸
皇
子
側
近
者
カ
後
亀
山
天
皇
ノ
京
都
還
幸
ノ
前
後
ニ
於
テ
入
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洛
シ
タ
ル
コ
ト
ト
(註
二
)
︑
嵯
峨
ノ
地
カ
亀
山
天
皇
ヲ
始
メ
奉
リ
亀
山
天
皇
ノ
皇
統
ヲ
継
カ
セ
ラ
レ
タ
ル
後
宇
多
天
皇
後
亀
山
天
皇

ノ
御
座在

所
並
ニ
御
陵
ノ
存
セ
ル
處
ナ
ル
コ
ト
ヲ
傍
證
ト
シ
テ
︑
長
慶
天
皇
モ
亦
元
中
九
年
後
亀
山
天
皇
ノ
御
入
京
前
後
ニ
於
テ
御
入

洛
ア
ラ
セ
ラ
レ
テ
嵯
峨
ニ
御
座
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
認
メ
奉
リ
得
ヘ
シ
︑
大
覺
寺
ニ
御
座
ア
リ
シ
コ
ト
ハ
前
述
ノ
如
ク
推
考
ノ
難
ア

ル
モ
︑
慶
壽
院
ハ
長
慶
天
皇
ノ
皇
子
海
門
承
朝
カ
天
皇
ノ
崩
後
御
止
住
ア
ラ
セ
ラ
レ
︑
且
ツ
御
入
寂
ニ
際
シ
テ
ハ
特
ニ
コ
ノ
院
ニ
移

ラ
レ
シ
コ
ト
看
聞
御
記
蔭
涼
軒
日
録
建
内
記
等
ニ
見
エ
タ
レ
ハ
︑
慶
壽
院
ノ
御
稱
號
ト
合
セ
考
ヘ
テ
慶
壽
院
ハ
長
慶
天
皇
御
入
洛
後

ノ
御
座在

所
ニ
シ
テ
ナ
ル
ヘ
ク
︑
天
皇
ノ
崩
後
皇
子
海
門
承
朝
カ
コ
コ
ニ
御
止
住
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
ル
ハモ

同
所
カ
父
皇
ノ
御
遺
跡
在

所

ニ
シ
テ

又
御
菩
提
所
ナ
リ
シ
ニ
因
ル
モ
ノ
ト
解
シ
得
ラ
ル
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
︑
尚
志
玄
王
カ
慈
濟
院
ニ
斂
葬
セ
ラ
レ
給
ヒ
普
明
國
師
ノ
塔
カ
鹿

王
院
ニ
建
テ
ラ
レ
タ
ル
例
ト
海
門
承
朝
ノ
御
入
寂
ノ
事
情
ト
ヲ
更
ニ
合
セ
考
フ
レ
ハ
︑
慶
壽
院
カ
長
慶
天
皇
ノ
御
座在

所
タ
リ
シ
ニ
止

マ
ラ
ス
或
ハ
天
皇
ノ
崩
御
ノ
處
タ
ル
ト
同
時
ニ
斂
葬
ノ
處
タ
リ
シ
ト
モ
推
察
シ
得
ヘ
シ

之
ヲ
要
ス
ル
ニ
慶
壽
院
ハ
長
慶
天
皇
ト
ノ
御
由
緒
最
モ
深
キ
所
ニ
シ
テ
且
ツ
其
遺
阯
ノ
明
瞭
ナ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
︑
現
下
長
慶
天
皇
ノ

御
陵
所
ヲ
御
治
定
相
成
ル
ヘ
キ
ニ
於
テ
ハ
︑
京
都
市
右
京
區
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
ノ
慶
壽
院
阯
ヲ
以
テ
セ
ラ
ル
ル
ヲ
最
モ
適
當
ナ
リ

ト
認
ム

註
一
︵
省マ

略マ

︶

註
二

一
長
慶
天
皇
皇
子
尊
聖
ハ
滿
済
准
后
日
記
正
長
二
年
二
月
二
十
五
日
ノ
條
ニ
﹁
勧
修
寺

(尊
聖
)

僧
正
轉
大
事
今
日
勅
許
○
中

畧

當
年
五
十
五
歳

法
﨟
丗
九
﨟
也
﹂
ト
ア
ル
コ
ト
︑
及
金
剛
頂
無
上
正
宗
傳
燈
廣
録
後
編
勧
修
寺
大
僧
正
尊
聖
傳
ニ
﹁
入
大
僧
正
之
室
而

(勧
修
寺
尊
興
大
僧
正
)

出
家
﹂
ト

ア
ル
ニ
據
レ
ハ
︑
元
中
八
年
勧
修
寺
ニ
御
入
室
御
出
家
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ

二一

皇
子
行
悟
ハ
吹
上
本
帝
王
系
圖
挿
紙
ニ
﹁
円
滿
院
明
徳
三
十

(元
中
九
年
)

二
廿
七
入
室
御
出
家
戒
師
定
助
僧
正
潅
頂
﹂
ト
ア
ル
コ
ト
︑
及
三
井

寺
潅
頂
脈
譜
ニ
﹁
行
悟
年
廿
二

戒

七

應
永
五
︱(年
)
四
︱(月
)
十
四
︱(日
)
一
身
阿
︱
︱

(
闍

梨

)
﹂
ト
ア
ル
ニ
據
レ
ハ
︑
元
中
九
年
十
二
月
三
井
寺
円
滿
院
ニ

御
入
室
御
出
家
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
リ
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三一

長
慶
天
皇
ニ
侍
シ
奉
リ
テ
右
近
衞
大
將
ト
爲
リ
又
後
亀
山
天
皇
ノ
御
代
内
大
臣
ニ
任
セ
ラ
レ
タ
ル
花
山
院
長
親
ハ
耕
雲
口
傳
ニ

﹁
此
十
と
せ
あ
ま
り
︑マ
マ

白
川
の
東
花
頂
山
の
奥
に
幼
質
を
か
く
し
︑マ
マ

鹿
豕
に
友
を
む
す
び
︑マ
マ

泉
石
に
心
を
す
ま
し
て
︑マ
マ

あ
か
し
く

ら
す
ほ
と
に
︑マ
マ

應
永
十
あ
ま
り
五
の
年
﹂
云
々
ト
ア
ル
コ
ト
︑マ
マ

両
聖
記
ニ
﹁
應
永
元
年
の
秋
○
中

畧

劣
者

(
長
親
)

幽
林
に
ま
み
え
奉
る
事
日

浅
し
と
い
へ
と
も
︑マ
マ

﹂
云
々
ト
ア
ル
コ
ト
︑マ
マ

及
花
山
院
家
系
譜
長
親
ノ
條
ニ
﹁
同
九
(元
中
)

年
十
月
出
家
﹂
ト
ア
ル
コ
ト
ニ
據
レ
ハ
後
亀

山
天
皇
ノ
京
都
還
幸
ノ
前
後
ニ
於
テ
入
洛
セ
リ

長
慶
天
皇
ノ
陵
ニ
関
ス
ル
調
査
ノ
方
針

一
︑
長
慶
天
皇
ノ
陵
ノ
見
込
ヲ
以
テ
設
定
セ
ラ
レ
タ
ル
陵
墓
參
考
地
及
同
陵
ニ
関
ス
ル
上
申
地
ニ
就
キ
テ
檢
討
調
査
シ
報
告
書
ヲ
作

製
ス
ル
コ
ト

二
︑
別
ニ
廣
ク
関
係
資
料
ヲ
檢
討
調
査
シ
報
告
書
ヲ
作
製
ス
ル
コ
ト

関
係
資
料
ノ
調
査
要
項
ハ
槪
ネ
次
ノ
如
シ

㈠
後
醍
醐
天
皇
後
村
上
天
皇
長
慶
天
皇
後
亀
山
天
皇
等
ト
関
係
深
キ
地
方
ヲ
文
献
ニ
由
リ
調
査
ス
ル
コ
ト
場
合
ニ
依
リ
テ
ハ

実
地
調
査
ヲ
行
フ

㈡
長
慶
天
皇
ノ
御
事
蹟
特
ニ
御
聖
徳
︵
御
人
格
︶
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

¡註
武
家
ニ
對
ス
ル
御
方
針
御
感
情
等
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

㈢
長
慶
天
皇
ノ
御
近
親
ノ
御
方
ノ
御
事
蹟
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

㈣
長
慶
天
皇
ノ
側
近
者
等
ノ
事
歴
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

㈤
所
謂
北
朝
ト
関
係
ア
ル
事
項
ノヲ

調
査
ス
ル
コ
ト
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